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終了時評価調査結果要約表 

1. 案件の概要 

国名：ミャンマー連邦共和国 案件名：自然災害早期警報システム構築プロジ

ェクト 

分野：防災 協力形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：国際協力機構（JICA）地球環境部

防災第一チーム 

協力金額：約 4.5 億円（評価時） 

先方実施機関：社会福祉・救済復興省（MSWRR）

救済復興局（RRD）、運輸通信省（MOTC）気

象水文局（DMH）、内務省（MHA）総務局（GAD）  

協力期間：2013 年 3 月～2017 年 3 月 

日本側協力機関：気象庁 

1-1 協力の背景と概要 

ミャンマー国では毎年多くの地域で自然災害による被害が発生している。サイクロン「ナル

ギス」が2008年5月に同国南部のエーヤワディ・デルタに上陸し、13万8千人を越える死亡・行

方不明者を出す未曽有の人的被害をもたらし、また地域住民の生活、生産活動を壊滅させる甚

大な物的被害を与えた。また、2010年10月に同国西部のラカイン州に上陸したサイクロン「ギ

リ」では、45人が死亡、10万人以上が家屋を失う被害が生じた。 

サイクロン「ナルギス」の被害を受け、JICAは2008年8月にプロジェクト形成調査を実施し

た。この調査結果によると、サイクロンによる被害がここまで拡大した原因として、情報伝達

システムが不十分であり、被災した地域の住民に対してサイクロンの情報が伝達されていなか

ったことが挙げられており、自然災害早期警報システムの整備が急務であることが確認され

た。具体的には、気象警報は中央政府から地域・州レベル、郡レベル、タウンシップレベルま

では周知されていたものの、タウンシップからビレッジ・トラクト、また各ビレッジまでは十

分に届いていなかった。タウンシップからビレッジ・トラクト、また各ビレッジまでの情報伝

達手段は限られており、メッセンジャーの派遣等で行われていたことから、住民一人ひとりま

で情報が届かなかったと考えられる。ラジオやテレビの普及率も低いことから、マスメディア

を通じた情報も十分住民一人ひとりまで届いていなかったと評価されている。気象予警報を発

令するのは運輸通信省 気象水文局（Department of Meteorology and Hydrology, MOTC：DMH）

であり、コミュニティまで情報を伝達する責任は社会福祉・救済復興省 救済復興局（Relief and 

Resettlement Department, MSWRR：RRD）及び内務省 総務局（General Administration Department, 

MHA：GAD）が負っているので、関係機関間の連携体制の強化・整備も不可欠である。 

本プロジェクトは、サイクロンや高潮・津波等の自然災害に脆弱なエーヤワディ地域及びラ

カイン州をパイロット活動地域としており、同地域における早期警報システムの構築、及び広

く展開される計画の策定を目的とし、それを通じて地域住民の生命や財産を守り、災害に脆弱

な地域での貧困からの脱却に貢献するものである。本プロジェクトは、2013年3月から2017年3

月までの4年間に亘り実施されてきており、2015年5月には中間レビューを実施し、プロジェク

トの進捗、今後の課題、活動方針等を確認・協議した。今般、本プロジェクトが開始後3年半を

経過したことから、成果の達成及びプロジェクト目標の達成状況、見込みを評価するとともに、

残りの期間の活動、課題を整理することを目的に、ミャンマー側と合同で終了時評価調査が実

施されることとなった。 
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1-2 協力内容 

1) 上位目標 

自然災害の早期警報が住民まで迅速かつ適切に伝わるシステムが、展開計画に基づき、

沿岸地域、特にエーヤワディ地域とラカイン州で整備される。 

2) プロジェクト目標 

パイロット・プロジェクトサイトにて、自然災害の早期警報が住民まで迅速かつ適切に伝

わるシステムの改良モデルが確立され、他地域への展開計画が作成される。 

3) 成果 

成果1：自然災害早期警報の情報伝達システムが改善される。 

成果2：国家災害管理委員会（National Disaster Management Committee：NDMC）を始めと

する防災関係機関の災害対応能力（成果1において明確にした責任・役割にそっ

た活動）が中央レベル、地方レベル（地域・州、郡、タウンシップ）で向上す

る。 

成果3：自然災害に対する住民の災害対応能力が向上する。 

成果4：成果1～成果3の教訓をとりまとめた他地域への展開計画がとりまとめられる。 

4) 投入（終了時評価調査時点） 

（日本側） 専門家の派遣：2013 年 3 月より現時点まで計 19 名の専門家を短期ベースで派遣。 

供与機材：SSB 無線機、村落での情報伝達機器（ラウドスピーカー等）、自動潮位

計など。 

本邦研修：計 33 名のカウンターパート（Counterpart：C/P）が 3 回の短期の本邦研

修に参加。 

現地活動費：2013 年度～2015 年度で 計 1.84 億円（専門家の旅費・日当、現地再

委託費など）。 

（ミャンマー側）C/P 人材の配置：RRD よりプロジェクト・ダイレクター、DMH より共同プロ

ジェクト・ダイレクター、さらにエーヤワディ地域とラカイン州の GAD より地方

プロジェクト・マネジャーを含む C/P 約 50 名。 

プロジェクト事務所スペース：ヤンゴン及びネピドーDMH 内に設置（オフィス設

備含む）。 

プロジェクト活動費：通常予算の中からプロジェクト経費を一部負担。 

2. 合同終了時評価調査団の概要 

調査団構成 1.  Daw Thiri Maung 

2.  U Kyaw Soe 

3.  Daw Thandar Oo 

4.  赤津 邦夫 

5.  相馬 厚 

6.  奥田 浩之 

RRD 副局長 

DMH 副局長 

GAD 副スタッフ・オフィサー 

JICA 国際協力専門員 

JICA 地球環境部 防災第一チーム 職員 

合同会社適材適所 コンサルタント 

調査期間 2016 年 10 月 17 日～2016 年 11 月 4 日 調査種類：終了時評価調査 

3. 実績の確認 

3-1 各成果の達成状況 
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プロジェクトの各成果レベルの活動実績については、PDM Version 2（2016 年 5 月 30 日付け）

に定める指標の現時点における達成度に基づき判断した。成果レベルで設定された 9 指標のう

ち、プロジェクトは既に 7 指標を達成しており、また残りの 2 指標についてもプロジェクト終

了時までに達成する見込みである。よってプロジェクトは予定どおりに所期の成果を達成しつ

つあり、その主な実績は以下のとおり。 

成果 1 - 情報伝達システム 

・ ネピドーの各省本局からプロジェクト・パイロットサイトの地域・州、郡、タウンシップ、

ビレッジ・トラクトまでの縦方向の情報伝達の強化のために、SSB 無線機と衛星電話サービ

スが導入された。さらにパイロット村落では、情報伝達の強化に向けて、強化アンテナ付き

の固定電話とラウドスピーカーが設置されるとともに、ハンドスピーカーが供与された。こ

れら情報伝達システムの正常な稼働が、情報伝達訓練及びコミュニティ避難訓練の実施を

通して確認された。 

・ Ayeyarwaddy 地域の最南端である Haing Gyi Kyun に自動潮位計が設置され（2014 年 10 月）、

2015 年 11 月より、潮位データはリアルタイムで DMH に送られモニタリングが実施されて

いる。 

・ 2016 年 9 月に DMH とミャンマーラジオテレビ局（Myanmar Radio & Television：MRTV）を

結ぶ専用の光ケーブル回線が布設され、2016 年 10 月より、同ケーブルによる DMH から

MRTV へのファイル（テレビ放映のための天気予報番組のビデオ映像）転送が開始された。 

成果 2 -人材育成（Human Resource Development：HRD）活動 

・ Ayeyarwaddy 地域では、第 2 年次（2014 年度）に、Pathein（地域）及び Labutta（郡・タウ

ンシップ）の RRD、DMH 及び GAD の職員 10 名から成るワーキンググループ（Working 

Group：WG）を設置し、WG が作成した教材を用いて Pathein 及びネピドーで HRD セミナ

ーを開催し、さらにプロジェクトで導入した通信機器を用いた情報伝達訓練を実施（2014 年

10 月 31 日）。第 3 年次（2015 年度）には、フォローアップ活動として、WG メンバーが講

師となり、5 タウンシップの月例会議において、GAD タウンシップ職員、ビレッジ・トラク

ト・アドミニストレーターを対象に、HRD プログラムを実施。 

・ Rakhine 州では、第 3 年次（2015 年度）に、Sittwe（州）及び Kyauk Phyu（郡・タウンシッ

プ）の RRD、DMH 及び GAD の職員 9 名から成る WG を設置し、WG メンバーの発表によ

る HRD セミナーを Sittwe 及び Kyauk Phyu で開催。さらにプロジェクトで導入した通信機

器を用いた情報伝達訓練を実施（2016 年 2 月 2 日）。また、情報伝達のための「早期警報マ

ニュアル」が作成された。 

成果 3 - コミュニティ防災（Community-Based Disaster Risk Management：CBDRM）活動 

・ Ayeyarwaddy 地域では、第 2 年次（2014 年度）に、Pathein（地域）及び Labutta（郡・タウ

ンシップ）の RRD、DMH 及び GAD の C/P が講師となり、ビレッジ・トラクト防災委員会

（Village Tract Disaster Management Body：VTDMB）のメンバー50 名を対象に講師養成

（Training of Trainers：TOT）ワークショップ（Workshop：W/S）を実施。次いで VTDMB メ

ンバーが講師・ファシリテータとなり、パイロット 3 村において、村の踏査とマッピング、

避難ルートの検討、「村レベル防災計画」の作成、避難訓練の実施（2014 年 10 月 31 日）等

の活動を行った。 
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・ Rakhine 州でも、第 3 年次（2015 年度）に、Kyauk Phyu（郡・タウンシップ）の RRD、DMH

及び GAD の C/P が講師となり、VTDMB のメンバーを対象にした TOT W/S、次いで VTDMB

メンバーが講師・ファシリテータとなり、パイロット 4 村において、「村レベル防災計画」

の作成、避難訓練の実施（2016 年 2 月 2 日）等の活動を行った。また「CBDRM マニュア

ル」のドラフトが作成された。 

成果 4 - 展開計画 

・ 展開計画を検討する C/P チームが結成され、2015 年 7 月からの会議を通して、2017 年度を

初年度とする 5 年間の展開計画案及び必要な予算案（情報伝達機材、HRD 活動、CBDRM 活

動）が作成された。現在、中央レベル、地方レベルの双方で展開計画案の関係者への説明と

財源の確保に向けた協議と検討が続いている。 

3-2 プロジェクト目標の達成見込み 

PDM Version 2 ではプロジェクト目標レベルで 3 指標が設定されており、現時点では 1 指標

は既に達成されており、残りの 2 指標も協力期間中に達成される見込みである。 

指標(a)「終了時評価前に実施される訓練において、2 つ以上のルートで、早期警報がパイロ

ットエリアのコミュニティに確実に伝達される」については、これまでの情報伝達ルート（フ

ァクシミリ、電話、メッセンジャー）に加えて、早期警報のための新たな情報伝達システム（SSB

通信、衛星電話）がプロジェクトにより構築され、2016 年 2 月 2 日に実施された情報伝達訓練

では、ネピドーの DMH 本局から発令された気象情報が特段の障害なくパイロット・ビレッジ

トラクトまで的確に伝達された。 

指標(b)「コミュニティにおいて、適切な情報が訓練で伝達される」に関しては、2016 年 2 月

2 日のコミュニティ避難訓練では、情報伝達訓練によりビレッジ・トラクトから受け取った情

報に基づき住民が避難等の必要な対応行動を取ったことから、適切な情報が伝達されたと考え

られる。なお、2016 年 12 月には、第 4 年次に新しく追加された Kin Myauk 村を含む Rakhine

州のパイロット村で最後の避難訓練が実施される予定であり、この活動の完了により、指標(b)

の達成が期待される。 

指標(c)「沿岸地域への展開計画が合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）にお

いて承認される」については、現在、展開計画の作成・協議が進められており、2017 年 1 月の

JCC における承認が見込まれる。 

4. 評価 5 項目の概要 

4-1 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 

1) ミャンマーの自然災害リスク管理に関する政策・制度は、中間レビュー実施（2015 年 5 月）

以降で大きな変更はなく、プロジェクトの妥当性は引き続き高い。RRD の「5 カ年計画（2016-

2021）」には本プロジェクトが、国または省の予算により実施されるべき優先活動の一つに

位置づけられている。また、2016 年 3 月 30 日のミャンマー新政権の発足に伴い、社会福

祉・救済復興省（Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement：MSWRR）が発表した「100

日計画」には、SSB 無線機の設置や避難訓練の実施が含まれており、これらはプロジェク

トの活動と合致している。 
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2) プロジェクトは、日本のミャンマーに対する経済協力方針とも引き続き整合している。「対

ミャンマー経済協力方針（2012 年 4 月）についてはその後の変更はなく、自然災害への対

応支援についても、引き続き重点課題の中に位置づけられている。 

3) 2015 年 3 月の第 3 回国連世界防災会議で採択された「仙台防災枠組み 2015-2030」のうち、

プロジェクトは優先事項 2（災害リスクガバナンス）及び優先事項 3（強靭化に向けた事前

投資）に大きく貢献するものとなっている。 

4-2 有効性 

プロジェクトの有効性は高い。 

1) プロジェクトは、今後も予定の活動を継続していくことで 2017 年 3 月までの協力期間中に

プロジェクト目標を達成することが期待できることから、プロジェクトの有効性は高いと

判断できる。プロジェクトは、Ayeyarwaddy 地域のプロジェクト・パイロットサイトにて早

期警報の改良伝達モデルを構築し、その有効性を Rakhine 州のパイロットサイトでも検証

するアプローチをとっている。改良伝達モデルでは、DMH 本局から発出された気象情報は

ビレッジ・トラクトを含む各レベルに一斉に伝達される。 

2) 早期警報については、伝達された情報が確実に村民に伝わりそれに応じて村民が適切な行

動を取れるようになることの大切さが、実施機関や関係者から繰り返し強調があった。プ

ロジェクトの CBDRM 活動は、コミュニティで問題を共有し、住民同士が協力して生命や

財産への被害、生計の損失を防ぐための災害対応能力の強化を図るものである。終了時評

価調査において訪問した Ayeyarwaddy 地域の Hlwa Zar ビレッジ・トラクトでは、避難地図、

村レベル防災計画などの文書が適切に維持され、避難訓練も村民リスト等を踏まえて系統

立てて実施されたことが確認された。 

3) Ayeyarwaddy 地域で第 3～4 年次に実施された「フォローアップ活動」は、第 2 年次におい

て活動した C/P が主体的に計画を立てて実施したもので、プロジェクトからは活動費用を

負担したのみであった。このように Ayeyawraddy 地域の C/P には、フォローアップ期間中

も積極的な HRD 活動、CBDRM 活動への取り組みが見られた。 

4-3 効率性 

プロジェクトの効率性は中程度である。 

1) プロジェクトは、C/P と専門家チームの努力により、残りの期間で所期の目標を達成するこ

とが見込まれる。プロジェクトは現時点でほぼスケジュールどおりに進捗しているものの、

1) 定期的な人事異動による多くの C/P の交替と新政権の発足に伴う政治任用、2) ネピドー

の C/P とヤンゴンに事務所を構える専門家チームのコミュニケーションの課題、の 2 つの

理由によるプロジェクト実施への影響が指摘され、効率性は中程度と判断された。 

2) 日本側、ミャンマー側からのプロジェクトへの投入は、全体的には適切に管理されている。

本邦研修はこれまで 3 回実施され、参加者の知識・意欲の向上につながった。供与機材は

継続的に運用・維持されており、ミャンマー側からも高く評価されている。討議議事録

（Record of Discussions：R/D）に合意されたとおり、JCC は毎年開催され、ミャンマー側 C/P

と日本側専門家チームの間のコミュニケーションは、上述したような制約はあったものの

全体的には良好に維持された。C/P と専門家チームのコミュニケーションを図り実務レベ

ルでのプロジェクト活動の調整・意思決定を促進するため、プロジェクト実施委員会
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（Project Implementation Committee：PIC）がネピドー、Ayeyarwaddy、Rakhine において 2 カ

月に 1～2 回程度開催されてきた。 

3) RRD、DMH、GAD 以外の防災関係機関については、「プロジェクト年次セミナー」をネピ

ドーで開催（2014 年 7 月 8 日、2015 年 7 月 7 日）して広く関係者を招き、情報共有と広報

を進めてきた。2017 年 1 月に最後の年次セミナーがネピドーで開催される予定である。さ

らに、プロジェクトは英語及び日本語の双方で Facebook 上で積極的な情報共有を図ってい

る 

4-4 インパクト 

プロジェクトの現時点までのインパクトは中程度で、上位目標の達成に向けた進展は限定的

である。 

1) 意図された正のインパクトで重要なのは、PDM Version 2 の上位目標の達成（展開計画の実

施）に向けた活動の進捗である。プロジェクト・パイロットサイトから他地域へ早期警報シ

ステムを展開していくことの重要性は、終了時評価調査中においても、実施機関や関係者

から繰り返し強調があった。上位目標達成のためには、展開計画の承認と予算措置を伴う

計画の実施が必要であり、現在、財源の検討も含めた展開計画案の承認に向けての協議が

進められている。なお、上位目標の指標にある「全ての沿岸地域・州に導入」 については、

プロジェクト終了後 3～5 年で実現可能な目標かどうか、現実的な観点から再検討されるこ

とが望ましい。 

2) プロジェクト・パイロットサイトである Ayeyarwaddy 地域の Hlwa Zar ビレッジ・トラクト

では、Rakhine 州のプロジェクト・パイロットサイトの Tan Kha Yoe 村と Let Nyot Ngon 村

での避難訓練（2016 年 2 月 2 日）に合わせて、ビレッジ・トラクト防災委員会（Disaster 

Management Body：DMB）が Zin Phyu Gone 村で自主的な避難訓練を実施した。 

3) Ayeyarwaddy 地域のプロジェクト・パイロット村落では、村民が主体となって「村レベル防

災計画」及び「アクションプラン」を作成した。同プランに基づいて、各村は防災のための

構造物のプロポーザルを作成し、タウンシップ GAD に提出し承認された。村人が自主的に

構造物のプロポーザルを準備できるようになったことは、コミュニティ能力強化へのプロ

ジェクトのインパクトである。 

4) JICA「MRTV 能力強化プロジェクト(2016～2020)」によると、MRTV は現在、災害報道の

強化を検討している。プロジェクトで布設した MRTV と DMH 間の専用光ファイバーを通

したビデオファイル（テレビ放映のための天気予報番組の映像）転送が 2016 年 10 月から

始まり、今後「MRTV 能力強化プロジェクト」による災害報道の強化に有効に活用される

可能性がある。 

4-5 持続性 

プロジェクトの持続性は中程度以上と見込める。 

1) ミャンマーにおける災害リスク管理のための政策・体制は、プロジェクト成果の維持に向

けて適したものとなっている。プロジェクトの活動は「防災法（2013 年法律第 21 号）」や

MSWRR「100 日計画」などの政策に整合しており、現時点ではこれら防災政策の大きな変

化は予見されない。プロジェクトが作成した「早期警報マニュアル」と「CBDRM マニュア

ル」については、現在ドラフトとして RRD 教育訓練課がレビューしており、RRD は防災人
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材育成センター（Disaster Management Training Center, RRD：DMTC）で使用している CBDRM

教材の更新にあたり、必要に応じて「CBRDM マニュアル」等の内容を取り入れたいとして

いる。 

2) RRD と DMH については、組織的・人材的な観点からは持続性に関する懸念への言及はな

かった。RRD と DMH は地域・州及び郡レベルまでしか地域事務所がない。一方 GAD は、

地域・州、郡、タウンシップ、ビレッジ・トラクトの各レベルで防災委員会の議長を務め、

タウンシップ以下の行政区分において防災活動の責任を持つが、タウンシップ以下の GAD

には防災担当がおらず、必ずしも防災活動に積極的に関われてこれた訳ではない。こうし

た中で、プロジェクト活動の中でファシリテータや講師となった NGO の経験は、今後も引

き続きミャンマー国内の防災分野でリソースとして活用されていくことが期待される。  

3) 技術的な観点においては、持続性は比較的高いと見込まれる。SSB、自動潮位計、光ファイ

バーといった供与機材は、それぞれ RRD／GAD、DMH、MRTV／DMH により適切に維持・

運用管理されている。プロジェクトの成果文書（早期警報マニュアル、CBDRM マニュア

ル、HRD プログラム、展開計画など）の管理、必要に応じた更新や改訂、増刷や配布の判

断については、RRD が責任機関となるべきである。 

4) 財政面に関し、プロジェクト実施期間中ミャンマー側からのプロジェクト活動のための予

算措置は無かったが、各省は通常予算の中から活動経費の一部を負担してきた。しかし、そ

の総額については、別途の支出記録がないため不明である。Ayeyarwaddy 地域及び Rakhine

州における展開計画の実施については、中央・地方政府による財源確保が必要である。中央

レベルでは、RRD 総局長より展開計画を推進して行く旨の表明はあったが、予算を伴う具

体的なコミットメントについては、その時の優先度や必要性に拠らざるを得ないとのこと

である。地方レベルでは、RRD Ayeyarwaddy 地域事務所が Ayeyarwaddy 地方政府（地域主

席大臣、地域社会福祉大臣、地域 GAD 事務所）に対して展開計画にかかる説明と広報の努

力を続けている。2016 年には、30 台の SSB が MSWRR の「100 日計画」で調達され、これ

らが仮に Ayeyarwaddy 地域や Rakhine 州に設置されることとなれば、展開計画が部分的に

実施されたと考えることができる。 

4-6 プロジェクトの効果発現を促進・阻害した主な要因 

プロジェクトの実施プロセスに関し、促進要因としては、Ayeyarwaddy 地域のプロジェクト・

パイロットサイトでは 2008 年のサイクロン「ナルギス」の経験から、C/P やコミュニティの参

加が極めて積極的であったことが挙げられた。一方で Rakhine 州の C/P からは、概して村人の

防災に対する関心は低く、プロジェクト実施への阻害要因となっているとの指摘があった。プ

ロジェクトの促進要因としては、さらに GAD の積極的な協力が挙げられる。GAD は R/D の署

名機関ではないものの、特に地方レベルでプロジェクト活動の調整に重要な役割を果たし、効

果的なプロジェクトの実施に貢献した。 

5. 評価結果 

5-1 結論 

プロジェクトの内容は、「防災法（2013 年法律第 21 号）」や、2016 年 3 月の新政権発足に伴

い MSWRR が発表した「100 日計画」といったミャンマーの防災に係る法律や政策に整合して

おり、その妥当性は引き続き高い。プロジェクトは、予定の活動を継続していくことで残りの
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協力期間内に所期の目標の達成が見込まれることから、その有効性も高いと判断できる。プロ

ジェクトの実施は、多くの C/P の異動やネピドー本局におけるコミュニケーションの制約など

により影響を受けたと考えられ、その効率性は中程度と判断される。プロジェクトの上位目標

（展開計画の実施）に向けた進捗については、今後の展開計画の承認が必要であることから現

時点ではまだ限定的であり、プロジェクトのインパクトとしては中程度である。持続性の見通

しは、政策・制度、組織・人材、技術の観点からはプロジェクト成果は維持される可能性が高

いものの、予算措置については新政権が開発課題のなかで Ayeyarwaddy 地域及び Rakihine 州で

の早期警報システムの導入を含む災害リスク管理に与える優先度・重要性に大きく左右され、

全体としては中程度以上と見込まれる。 

5-2 提言 

（プロジェクトの残りの協力期間） 

1) プロジェクト（C/P 及び専門家チームの双方）は、多くの C/P の異動により生じる課題（例

えば、前任者から後任者への引き継ぎの不足、ネピドー本局におけるプロジェクト活動に

かかる適宜の情報共有やコミュニケーション不足など）に適切に対応すること。 

2) プロジェクトは、PIC 会議において展開計画の重要性を説明するとともに、展開計画を

Ayeyarwaddy 地域及び Rakhine 州のプロジェクト・パイロットサイト以外の災害リスクの高

い地域に宣伝していくこと。   

3) プロジェクトは 2017 年度における展開計画の実施にむけて、残りの協力期間中に引き続き

財源確保の努力を行うこと。 

4) プロジェクトは、他の JICA プロジェクト（MRTV 能力強化プロジェクトなど）と成果を共

有する機会を模索すること。 

5) RRD は、展開計画を災害リスク軽減のためのミャンマー行動計画（Myanmar Action Plan on 

Disaster Risk Reduction：MAPDRR）の改訂の際に含めていくこと。 

（プロジェクトの協力期間以後） 

6) RRD と地域・州政府は、展開計画を実施するために必要な資金調達に努力すること。 

7) RRD は展開計画をより上位の政策や計画に含める機会を継続的に模索すること。 

8) 早期警報システムがより効果的となるよう、プロジェクト・パイロットサイトやその他の

災害リスクの高い地域において、避難シェルターや避難ルート等の設備の充実を図ってい

くこと。 

5-3 教訓 

1) C/P と専門家チームの密接で十分なコミュニケーションのためには、プロジェクトの情報・

進展・課題の適宜効果的な共有に向けて専門家のプロジェクト事務所は主要 C/P 機関の建

物の中に設置されることが望ましい。 
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Terminal Evaluation Summary Sheet 

1 Outline of the Project 

Country: Republic of the Union of Myanmar   Project Title: The Project on the Establishment of 

End-to-End Early Warning System for Natural 

Disasters 
Thematic Area: Disaster Management 

Department in Charge: Disaster Risk 

Reduction Team 1, Disaster Risk Reduction 

Group, Global Environment Department, 

JICA 

Cooperation Scheme: Technical Cooperation 

Total Cost: 455 million JPY (at the time of 

evaluation) 

Counterpart Agency: RRD (Relief and 

Resettlement Department) of MSWRR (Ministry 

of Social Welfare, Relief and Resettlement), 

DMH (Department of Meteorology and 

Hydrology) of MOTC (Ministry of Transport and 

Communication), GAD (General Administration 

Department) of MHA (Ministry of Home Affairs)  

Project Period: March 2013 – March 2017 

Supporting Organization in Japan: MLIT 

(Ministry of Land, Infrastructure, 

Transport, and Tourism), JMA (Japan 

Meteorological Agency) 

1.1 Background of the Project 

Cyclone Nargis in 2008 struck Myanmar and caused 138,373 deaths and 11.7 Billion US dollars 

in damages. Cyclone Giri in 2010 struck Rakhine state and caused 57 deaths and 24 Million US 

dollars in damages and about100,000 people lost their houses.  

After cyclone Nargis, the project formulation survey on disaster management sector conducted 

by JICA found that information on cyclone had not been provided to people in the affected areas due 

to insufficient communication system. The Government of Myanmar also identified the importance 

and urgency of improving the early warning system as a priority project in MAPDRR (Myanmar 

Action Plan on Disaster Risk Reduction), which was developed with support of ADPC (Asian 

Disaster Preparedness Center). 

Under this circumstance, the Government of Myanmar requested the Project on the 

Establishment of End-to-End Early Warning System for Natural Disasters (hereinafter referred to as 

“the Project”). In response to the request, the Government of Japan dispatched the detailed design  

study team to formulate the Project in August 2012. The Project started in March 2013 based on the 

R/D (Record of Discussion) signed on 10 December 2012.  

In compliance with the provision of the R/D, the Project underwent the Mid-term Review in May 

2015 at the halfway point of its implementation period of four years. Then, six months before the 

expiry of the project cooperation in March 2017, JICA and Myanmar authorities concerned have 

jointly conducted the terminal evaluation of the Project in October-November 2016.    

1.2 Project Overview 

The PDM (Project Design Matrix) Version 2 agreed by the M/M (Minutes of Meetings) dated 30 

May 2016 is used as the referential document for the project outline, which is basically described as 

follows. 

1) Overall Goal 

End-to-end early warning systems for natural disaster are expanded to coastal lined areas, 

especially in Ayeyarwaddy Region and Rakhine State, based on the expansion plan.  

2) Project Purpose 

The improved model of end-to-end early warning systems for natural disaster with the 

expansion plan is set up in pilot areas. 

3) Output 

1. Information management and emergency communication system for natural disaster is 

improved.    

2. Response capacity for natural disasters from central government level to local government 

level is enhanced. 

3. Response capacity of community for natural disaster is enhanced.  

4. The expansion plan to coastal lined areas which include lessons learnt through activities 



 

x 

under Output-1 to Output-3 is prepared. 

4) Inputs (at the time of terminal evaluation)  

(Japanese Side) 

・Expert dispatched: total 19 experts on short-term basis since March 2013.  

・Provision of Equipment: communication equipment including SSB radio and loud speaker for 

villages, tidal gauge, etc. 

・Counterpart Training : 3 times in Japan participated by total 33 counterpart personnel.  

・ Local Cost: 184 million JPY (JFY2013-JFY2015) including international airfare and 

accommodations, sub-contract, local travel and car rental, local staff salary, equipment, etc. 

(Myanmar Side) 

・ Assignment of Counterpart (C/P): Project Director (Director General of RRD), Co-Project 

Director (Deputy Director General of DMH), Project Manager (Deputy Director of RRD and 

Deputy Director of DMH), Regional Project Manager (Deputy Director of GAD in 

Ayeyarwaddy Region and Rakhine State), and total about 50 C/P personnel.  

・ Project Office: inside the DMH office in Yangon and DMH headquarter in Nay Pyi Taw.  

・ Project Operation Budget: Total amount of the operational costs provided by the Myanmar side 

was not clarified.  

2 Joint Evaluation Team 

Member  1. Daw Thiri Maung 

2. U Kyaw Soe 

3. Daw Thandar Oo 

4. Mr. Kunio AKATSU 

5. Mr. Atsushi SOMA 

 

6. Mr. Hiroyuki OKUDA 

Deputy Director, RRD 

Deputy Director, DMH  

Deputy Staff Officer, GAD 

Senior Advisor (Meteorology), JICA 

Officer, Disaster Risk Reduction Team 1, Global 

Environment Department, JICA 

Consultant, Tekizaitekisho LLC 

Period 17 October 2016～4 November 2016 Type of Evaluation：Terminal Evaluation 

3 Project Performance 

3.1 Progress in Achieving Expected Outputs 

  The extent of achievements is principally assessed based on the indicators of PDM Version 2 

agreed by the M/M dated on 30 May 2016. Among the 9 indicators set at the output level, the Project 

has already achieved 7 indicators, and expects to achieve 2 more indicators by the end of cooperation 

period, March 2017. Major achievements for each output are as follows.  

Output 1 - EW (Early Warning) Equipment 

・ To improve information transmission of vertical administrative line from Nay Pyi Taw to the 

pilot sites (region/state, district, township, village tract), SSB radio and satellite phone were set 

up. At the pilot sites, land-line phone and loudspeakers were installed, and hand speakers were 

provided. With the Information Transmission Exercise and Community Evacuation Drill, the 

simultaneous information distribution system installed was confirmed to work normally.  

・ A real-time radio-wave tide gauge was installed in October 2014 at Haing Gyi Kyun 

(southernmost tip of Ayeyarwaddy). Tide level data is being transmitted to and monitored at DMH 

in real-time since November 2015. 

・ Optical fiber was laid between DMH and MRTV (Myanmar Radio & Television) in September 

2016 with PC and router. Transfer of files (video contents for TV broadcasting) from DMH to 

MRTV through the fiber has been in operation since Oct 2016. 

Output 2 – HRD (Human Resource Development) activity  

・ In Ayeyarwaddy region, in 2014 (the 2nd year), a working group of 10 staff from RRD, DMH and 

GAD in Pathein (region) and Labutta (district, township) was established, and HRD seminars 

were conducted in Pathein and in Nay Pyi Taw with HRD materials developed in their activities. 

Also, Information Transmission Exercise was conducted (2014/10/31). In 2015 (the 3rd year), 

follow-up activities (e.g., WG members provided HRD program at the monthly meeting of 5 

townships targeting township GAD officers and Village Tract administrators) were conducted.  

・ In Rakhine State, in 2015 (the 3rd year), WG of 9 staff of RRD, DMH and GAD in Sittwe (state) 
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and Kyauk Phyu (district and township) was established, and HRD seminars were conducted in 

Sittwe and in Kyauk Phyu. Early Warning manual was prepared for information distribution. 

Information Transmission Exercise was conducted (2016/2/2) to verify the performance of the 

installed communication system and the effectiveness of the EW manual.  

Output 3 – CBDRM (Community-based Disaster Risk Management) activity  

・ In Ayeyarwaddy region, in 2014 (the 2nd year), C/P of RRD, DMH and GAD in Pathein (region) 

and Labutta (district, township) conducted TOT (Training of Trainers) workshop for 50 members 

of VTDMB (Village Tract Disaster Management Body). Then, the VTDMB member,  as 

lecturers/facilitator, conduced 5 CBDRM workshop at the 3 pilot villages, including mapping of 

the village, examination of evacuation routes, preparation of Village Level Disaster Management 

Plan, and evacuation drill (2014/10/31). 

・ In Rakhine State, in 2015 (the 3rd year), C/P of RRD, DMH and GAD of Kyauk Phyu (district 

and township) conducted TOT workshop for 50 members of VTDMB. Then, VTDMB members, 

as lecturers/facilitators, conduced 5 CBDRM workshop at the 4 pilot villages including 

examination of evacuation routes, preparation of Village Level Disaster Management Plan, and 

evacuation drill (2016/2/2). Draft of CBDRM manual was developed.  

Output 4 – Expansion Plan  

・ C/P team to prepare the expansion plan was established (consisting of 9 officers of RRD, DMH 

and GAD in Nay Pyi Taw) and has held meetings since July 2015 to develop the draft proposal 

of expansion plan for 5 years starting from 2017 with necessary budget estimation. Discussion 

to prepare the budget is ongoing at both the central and local government level.  

3.2 Prospect of Achieving the Project Purpose 

There are three indicators set for the Project Purpose. One indicator has been already achieved, 

and the other two are expected to be achieved by the end of cooperation period, March 2017.  

As for the Indicator (a) - Early warning is delivered surely to community in the pilot areas through 

more than two routes in a drill to be conducted before the Terminal Evaluation, in addition to the 

conventional routes of warning (facsimile, telephone, and messengers), a new route for early warning 

was developed in the project sites. At the Information Transmission Exercise (2016/2/2), all 

information on early warning was transmitted without any particular hindrances to the pilot Village 

Tracts with the new route.  

As for the indicator (b) - Appropriate evacuation warning is delivered to community in the drill , 

the warning message was appropriate in that it made community people take necessary actions such 

as evacuation in the Community Evacuation Drill (2016/2/2). The last exercise/drill are scheduled 

in December 2016 at the pilot areas in Ayeyarwaddy and Rakhine, including the newly added pilot 

village, Kin Myauk village. With the completion of those activities, the indicator (b) is expected to 

be achieved. 

As for the indicator (c) - The expansion plan to coastal lined areas is approved by JCC, the draft 

proposal of expansion plan which has been under preparation is expected to be approved at the JCC 

scheduled in January 2017.   

4  Review Based on the Five Evaluation Criteria 

4.1 Relevance 

 The relevance of the Project is high. 

1) The relevance of the Project to Myanmar’s disaster risk management remains high with related 

law and policies remaining unchanged since the Mid-term review in May 2015. RRD’s 5-year 

plan (2016-2021) includes this Project as one of first prioritized activities to be undertaken with 

the budget of the union or the ministry. The 100-day plan of MSWRR announced after the 

inauguration of the new government of Myanmar on 30 March 2016 includes: 1) setting up SSB 

radios for early warning messages to reach village tract level; and 2) conducting evacuation drill 

together with communities. The Project is directly contributing to these two activities in the 100-

day plan.   

2) The Project is aligned with the cooperation policy of Japan towards Myanmar. Japan’s 

development cooperation policy for Myanmar (dated April 2012) remains the same, including 

assistance to address vulnerability to natural disasters in one of its prioritized areas.  
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3) The Project is contributing to the Priority 2 (Strengthening disaster risk governance) and Priority 

3 (Investing in disaster risk reduction for resilience) of the “Priorities for Action” of Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) adopted during the UN World Conference 

on Disaster Risk Reduction in March 2015, Sendai.   

4.2 Effectiveness 

 The effectiveness of the Project is high.  

1) It is likely that the Project will attain the Project Purpose by March 2017 by continuing the 

planned activities, and hence the Project is assessed as effective. The Project established the 

improved model of early warning system at pilot sites in Ayeyarwaddy region first, then also 

verified its effectiveness at pilot sites in Rakhine state in the following year. In the improved 

model, weather information from DMH headquarter is distributed simultaneously at various 

administrative levels including village tract.    

2) Regarding the end-to-end early warning system, the importance of villagers taking actions in 

response to the distributed information has been widely emphasized by implementing 

organizations and stakeholders. CBDRM is to empower the community to deal with disasters for 

themselves and to prevent the loss of life, property, and livelihood. At the Hlwa Zar village tract, 

the pilot site in Ayeyarwaddy region, visited during the terminal evaluation, it was confirmed that 

villagers kept the evacuation map and Village Level Disaster Management Plan properly, and the 

evacuation drill was conducted systematically based on the disaster management plan.  

3) In Ayeyarwaddy Region, in the 3rd and 4th year, only follow-up activities have been undertaken 

in the Project, where C/Ps in Ayeyarwaddy have taken the leadership to conduct HRD program 

and CBDRM workshop while the Project provided financial support to their initiative. As such, 

the C/Ps in Ayeyarwaddy have been active in the follow-up.     

4.3 Efficiency 

 The efficiency of the Project is medium.  

1) The Project is expected to achieve the intended Purpose as planned with the efforts of C/Ps and 

expert team during the remaining period. The Project is being implemented mostly on schedule, 

yet the efficiency of the Project is assessed medium mainly for two reasons: 1) change of many 

C/Ps due to official rotation and reappointment by the new government, 2) communication 

between C/P in Nay Pyi Taw and expert team based in Yangon. As for the communication, even 

though the expert team could secure the Project space in DMH in Nay Pyi Taw, C/Ps in general 

have many other competing duties and the expert team could not spend enough time in Nay Pyi 

Taw. Daily communication on project activities was not realized as expected by both sides.   

2) In general, the inputs to the Project from both sides are properly managed for the implementation 

of the Project. Training conducted in Japan three times. Equipment provided are largely 

appreciated by the Myanmar side. JCC meeting has been held annually as agreed on the R/D, and 

the communication between Myanmar C/Ps and Japanese expert are kept utmost good in spite of 

the reasons mentioned above. For facilitating project activities and decision-making at the 

operational level, both sides agreed to hold Project Implementation Committee (PIC) meeting. 

The PIC meeting was organized once in one or two months in Nay Pyi Taw, Ayeyarwaddy or 

Rakhine.  

3) The Project has promoted the information sharing by organizing Project Annual Seminar (8 July 

2014 and 7 July 2015) in Nay Pyi Taw inviting various stakeholders. The last Annual Seminar is 

planned in January 2017 in Nay Pyi Taw. The Project has also been active in disseminating 

information of project activities through Facebook, in which the language is both in Japanese and 

English.     

4.4 Impact 

 The impact of the Project to date is medium with limited progress towards achieving the Overall 

Goal.    

1) A key positive impact is the progress towards achieving the Overall Goal of the PDM Version 2. 

The importance of expanding the early warning system from the project sites to other areas is 

widely emphasized by the implementing organizations and stakeholders. Towards achieving the 

Overall Goal, the approval and implementation of the Expansion Plan is necessary, and the 
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implementation of the Expansion Plan in Ayeyarwaddy and Rakhine requires regional and state 

government budget. Discussions towards its approval is still ongoing in the Project. From a 

practical viewpoint, “introduced to all coastal regions/states” included in the statement of 

Indicator of Overall Goal can be reconsidered whether or not this is an achievable, realistic goal 

which is to be attained in 3 to 5 years after the Project.  

2) A voluntary evacuation drill was conducted by the VTDMB of Hlwa Zar Village Tract at Zin 

Phyu Gone village on 2 February 2016 concurrently with the drill implemented by the Project at 

Tan Kha Yoe and Let Nyot Ngon village in Rakhine state.  

3) in the pilot villages in Ayeyarwaddy where CBDRM activities were implemented, villagers took 

initiative to prepare the Action Plan to be included in the Village Level Disaster Management 

Plan. Then, based on the Action Plan, each village has requested necessary physical structures 

for disaster management to township GAD. Villagers having prepared a proposal for the physical 

structures for themselves is recognized as a significant case of capacity development taken place 

in the process of project implementation. 

4) Another JICA Technical Cooperation Project for MRTV Capacity Development considers 

disaster information broadcasting as one of the areas on which the capacity of MRTV will be 

further developed. The video file (weather information) transfer system is in operation since the 

October 2016 through the optical fiber installed between DMH and MRTV. And this may be 

effectively utilized by MRTV Capacity Development Project because it has a strong interest in 

it. 

4.5 Sustainability 

The prospect of sustainability is more than medium.  

1) National policy and institutional environment are conducive to sustain the project benefits and 

effects. Activities of the Project are aligned with the law and regulations (i.e., the Disaster 

Management Law) and related policies such “100-day plan”. No significant policy changes are 

foreseen at present on disaster risk management in near future. The Early Warning Manual and 

CBDRM Manual developed in the Project are currently being reviewed by RRD Training Section. 

The RRD is willing to incorporate the project’s CBDRM manual as necessary in preparing a new 

CBDRM curriculum of the DMTC (RRD’s Disaster Management Training Center).  

2) RRD and DMH don’t indicate specific concerns on the prospect of sustainability from 

organization and human resource viewpoint. RRD and DMH maintain branch offices only at 

regional/state and district level. GAD is responsible for disaster management activities in 

jurisdiction below the township level, and it is noted that GAD office at township level doesn ’t 

have a person in charge of disaster, thus not necessarily being able to actively involved in disaster 

management activities. Under such situation, NGOs (i.e., Community Development Association, 

ActionAid, and Swanyee Foundation) have been supported CBDRM activities of the Project, and 

their experiences developed as lecturer/moderators in the Project can continue to be utilized in 

Myanmar. 

3) From technical viewpoint, the prospect of sustainability of the project benefits seems high. 

Equipment such as SSB, automated tide gauge, and optical fiber system for file transfer are 

properly maintained for continuous operation by RRD/GAD, DMH, MRTV/DMH, respectively. 

As for the deliverable documents of the Project (such as Early Warning Manual, CBDRM 

Manual, HRD program, and the Expansion Plan), responsible section and potions in charge 

should be RRD for maintaining, updating, revising and duplicating these documents when 

necessary. 

4) As for the financial aspect, during the cooperation period, Myanmar side doesn’t have a specific 

allocation of budget for the Project, yet bearing some operational costs while the total amount of 

such operational costs is not clear. Implementation of the Expansion Plan in Ayeyarwaddy and 

Rakhine requires regional and state government budget. At the central level, RRD Director 

General expressed his intention to promote the Expansion Plan. The commitment would also 

depend on needs and priority of the time. At the local level, RRD Ayeyarwaddy regional office 

has tried advocating the Expansion Plan to its local government (e.g., Chief Minister, Regional 

Social Welfare Minister, regional GAD office). In 2016, 30 SSB are introduced under RRD 100-
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day plan, and this can be considered as a partial implementation of the Expansion Plan if they 

are installed in Ayeyarwaddy and Rakhine. 

4.6 Factors that have promoted or hindered the implementation of project 

Promoting factors indicated are the active participation of pilot villages in Ayeyarwaddy due to 

the experiences of Cyclone Nargis in 2008. However, C/Ps in Rakhine indicate the low interest of 

villagers as a hindering factor. Another promoting factor is the active cooperation of GAD. They are 

not a signatory organization of the Project, but have played an important role of activity coordination 

at the local level.   

5  Results of the Terminal Evaluation 

5.1 Conclusion 

The relevance of the Project remains high, aligned with law/policies on disaster risk management 

in Myanmar such as the Disaster Management Law (No.1, 2013) and the “100-day plan” of MSWRR 

announced following the inauguration of the new government of Myanmar in March 2016. The 

effectiveness of the Project is high as the Project is likely to attain the Project Purpose by March 

2017 by continuing the planned activities. The efficiency of the Project is medium due to some 

constraints the Project has encountered such as the change of C/Ps. The impact of the Project is 

medium with limited progress towards achieving the Overall Goal. The prospect of sustainability is 

more than medium; from policy/institutional, organization/human resources, and technical 

viewpoint, the benefits and positive effects of the Project are likely to be sustained, yet from financial 

aspect, budget allocation largely depends on the priority that the new government provides to the 

disaster risk management including the early warning system in Ayeyarwaddy region and Rakhine 

state.  

5.2 Recommendations 

(For the remaining cooperation period)  

1) The Project (including both the C/Ps and expert team) needs to address such issues caused by 

the personnel relocation of the project C/Ps as the lack of necessary handover from predecessors 

to successors, and the lack of timely information sharing and communication in NPT on project 

activities.  

2) The Project need to explain the importance to the PIC meeting of the Expansion Plans, and 

advocate these plans to other disaster risk areas than the pilot sites of the Project in Ayeyarwaddy 

region and Rakhine State. 

3) The Project tries to secure or get necessary financial resources for 2017 to implement the 

expansion plans. 

4) The Project is requested to explore the possibility to share the achievements to other JICA 

projects.  

5) RRD should include the expansion plans into revising the MAPDRR. 

(After the cooperation period) 

6) RRD and region/state governments try to mobilize or get necessary financial resources to 

implement the expansion plans. 

7) RRD continues to seek an opportunity to include the expansion plans into higher policies and/or 

plans.  

8) Facilities such as evacuation shelters and access routes need to be developed more in the pilot 

areas and other high-risk areas to make the early warning system effective.  

5.3 Lessons Learned  

1) For close and enough communications between the C/Ps and experts, it is necessary to have the 

project office in the main C/P building and to share information, progress and issues of the 

Project.  
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第１章 合同終了時評価調査の概要 

１－１ 背景 

ミャンマー国では毎年多くの地域で自然災害による被害が発生している。サイクロン「ナルギ

ス」が 2008 年 5 月 2 日に同国南部のデーヤーワディ・デルタの南西端にあるハイジー島に上陸

し、同デルタを横断しヤンゴンに至った。同サイクロンは 13 万 8 千人を越える死亡・行方不明者

を出す未曽有の人的被害をもたらし、また地域住民の生活、生産活動を壊滅させる甚大な物的被

害を与えた。同サイクロンによる被害総額は 40 億ドルと言われている。また、2010 年 10 月に同

国西部のラカイン州に上陸したサイクロン「ギリ」では、45 人が死亡、10 万人以上が家屋を失う

被害があり、被害総額は 5 千 7 百万ドルと言われている。 

ナルギスによる被害を受け、JICA は 2008 年 8 月にプロジェクト形成調査を実施したが、本調

査結果によると、サイクロンによる被害がここまで拡大した原因として、情報伝達システムが不

十分であり、被災した地域の住民に対してサイクロンの情報が伝達されていなかったことが挙げ

られており、自然災害早期警報システムの整備が急務であることが確認された。 

具体的には、気象警報は中央政府から地域・州レベル、郡レベル、タウンシップレベルまでは

周知されていたものの、タウンシップからビレッジ・トラクト1、また、各ビレッジまでは十分に

届いていなかった。タウンシップからビレッジ・トラクト、また各ビレッジまでの情報伝達手段

は限られており、メッセンジャーの派遣等で行われていたことから、住民一人ひとりまで情報が

届かなかったと考えられる。ラジオやテレビの普及率も低いことから（2012 年 8 月調査時点でも

ビレッジの半数以上が所有していない状態）、マスメディアを通じた情報も十分住民一人ひとり

まで届いていなかったと評価されている。 

気象予警報を発令するのは運輸通信省 気象水文局（Department of Meteorology and Hydrology, 

MOTC：DMH）であり、コミュニティまで情報を伝達する責任は社会福祉・救済復興省 救済復興

局（Relief and Resettlement Department, MSWRR：RRD）及び内務省 総務局（General Administration 

Department, MHA：GAD）が負っているので、関係機関間の連携体制の強化・整備が不可欠であ

る。なお、2012 年 8 月に行われた国家レベルの警報発令・伝達訓練でもコミュニティまでの情報

伝達に長時間を要しており、本時間の短縮が依然として課題であることが確認された。このよう

に、適切な警報が発令され迅速に住民一人ひとりまで確実に伝わり災害に備える体制整備が、自

然災害による被害を軽減するうえで喫緊の課題となっている。 

プロジェクトはサイクロンや高潮・津波等の自然災害に脆弱なエーヤワディ地域及びラカイン

州をパイロット活動地域としており、同地域における早期警報システムの構築、及び広く展開さ

れる計画の策定を目的とし、それを通じて地域住民の生命や財産を守り、災害に脆弱な地域での

貧困からの脱却に貢献するものである。本プロジェクトは、2013 年 3 月から 2017 年 3 月までの

4 年間に亘り実施されてきており、2015 年 5 月には中間レビューを実施し、プロジェクトの進捗、

                                                        
1 ビレッジ・トラクトとは、複数のビレッジを統括しているタウンシップ内の有力ビレッジ、及びその統括下の複数ビレッジ

の集合体を指す。 
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今後の課題、活動方針等を確認・協議した。今般、本プロジェクトが開始後 3 年半を経過したこ

とから、成果の達成及びプロジェクト目標の達成状況、見込みを評価するとともに、残りの期間

の活動、課題を整理することを目的に終了時評価調査を実施する。 

１－２ 終了時評価調査の目的 

終了時評価調査の目的は次のとおりである。 

1) JICA 事業評価ガイドライン2に基づき、プロジェクトの成果、目標の達成度について、評価

5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から評価を行う。  

2) プロジェクトの残り期間における対応について提言をまとめる。 

3) 終了時評価の結果、提言を評価レポートに取りまとめ、併せて、協力枠組み、スケジュール

等の修正案につき協議をし、結果を協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）に取りまとめ、

双方の代表者で署名・交換する。 

１－３ プロジェクトの概要 

プロジェクトの概要は、2012 年 12 月に署名・交換されたプロジェクトの討議議事録（Record 

of Discussions：R/D）に示されており、それがプロジェクト・デザイン・マトリクス（Project Design 

Matrix：PDM）の様式に転記されて、プロジェクト活動実施のための日々のモニタリング及び管

理ツールとして利用されている。今回の終了時評価では、2016 年 5 月 30 日付けの M/M により合

意された PDM Version 2 をプロジェクト概要の参照文書とした。その概要は以下のとおり。 

  (1) 協力期間 

2013 年 3 月～2017 年 3 月（4 年間） 

  (2) 受益者 

RRD 職員、DMH 職員、各レベル（地域・州、郡、タウンシップ、コミュニティ）の地方

防災委員会（Disaster Management Body：DMB）メンバー、パイロット・プロジェクトサイ

トのある郡・タウンシップ職員、パイロット・プロジェクトサイトのコミュニティ 

  (3) 上位目標 

自然災害の早期警報が住民まで迅速かつ適切に伝わるシステムが、展開計画に基づき、沿

岸地域、特にエーヤワディ地域とラカイン州で整備される。 

  (4) プロジェクト目標 

パイロット・プロジェクトサイトにて、自然災害の早期警報が住民まで迅速かつ適切に伝

わるシステムの改良モデルが確立され、他地域への展開計画が作成される。 

  (5) 成果 

成果 1： 自然災害早期警報の情報伝達システムが改善される。 

成果 2： 国家災害管理委員会（National Disaster Management Committee：NDMC）を始めと

する防災関係機関の災害対応能力（成果 1 において明確にした責任・役割にそっ

                                                        
2 具体的には、「新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版（2010 年 6 月）」、「JICA 事業評価ガイドライン（第 2 版）（2014 年 5

月）」、及び「JICA 事業評価ハンドブック（Ver.1）（2015 年 8 月）」 
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た活動）が中央レベル、地方レベル（地域・州、郡、タウンシップ）で向上する。 

成果 3： 自然災害に対する住民の災害対応能力が向上する。 

成果 4： 成果 1～成果 3 の教訓をとりまとめた他地域への展開計画がとりまとめられる。 

  (6) パイロット・プロジェクトサイト（プロジェクト実施の過程で選定） 

地域・州 （首都） 郡 タウンシップ ビレッジ・トラクト及びパイロット村(下線のあるもの) 

Ayeyarwaddy 

地域 

(Pathein) Labutta Labutta 

*Pyinsalu  

Hlwa Zar ビレッジ・トラクト（10 村） 

1) Hlwa Zar, 2) Kwa Kwa Lay, 3) Shwe Kyun Thar, 4) Zin 

Phyu Gone/Min Gha Gone, 5) KaNu Ka Ma, 6) Khan Thar 

Yar, 7) Da Nyin Kone, 8) Lat Pan Kone, 9) Tha Mei 

Chaung, 10) Daung Gyi Kone 

Rakhine 州 (Sittwe) Kyauk 

Phyu 

Kyauk Phyu Thea Tan ビレッジ・トラクト（4 村） 

1) Thea Tan, 2), Kon Baung, 3) Tan Kha Yoe, 4) Let Nyot 

Ngon Kin Myauk ビレッジ・トラクト（5 村） 

1) Kin Myauk, 2) Kin Pin Lal, 3) Kin Kon Baung, 4) Kin 

Laung Chaung, 5) Kin Aung Zay Ya   

注 1) Kin Myauk 村は、JICA、C/P 及びプロジェクトの間の議論を踏まえて、ラカイン州の特徴をより事例的に示せ

る村として、第 4 年次にパイロット・プロジェクトサイトとして新たに追加された。 

 2) Ayeyarwaddy 地域のプロジェクト活動は、1～2 年次は Labutta タウンシップで実施されたが、行政区分の変更
により、Hlwa Zar ビレッジ・トラクトは第 3 年次より Pinsalu タウンシップに属することとなった。 

１－４ 合同評価調査団の構成 

合同終了時評価調査は次の構成員により実施された。 

  (1) ミャンマー側 

氏名 役割 所属 

Daw Thiri Maung 評価 RRD 副局長 

U Kyaw Soe 評価 DMH 副局長 

Daw Thandar Oo 評価 GAD 副スタッフ・オフィサー 

  (2) 日本側 

氏名 役割 所属 

赤津 邦夫 団長／早期警報 JICA 国際協力専門員 

相馬 厚 評価計画 JICA 地球環境部防災第一チーム 

奥田 浩之 評価分析 合同会社適材適所 

 

調査団には、U Aye Than Maung 及び U Maung Maung Yi が通訳として加わった。 

１－５ 調査日程 

終了時評価調査の日程（2016 年 10 月 17 日～11 月 4 日）は添付のとおり。（付属資料 1: 調査

スケジュール） 
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１－６ 終了時評価調査の方法 

合同終了時評価調査は、JICA 事業評価ガイドラインに沿って、ミャンマー側及び日本側の評価

委員が共同で実施した。評価の対象となるプロジェクトの概要については、PDM Version 2 に従

った。その実施の手順については、以下のとおり。 

(1) 現地調査前に日本国内において、既存資料を基に、必要に応じてメール等を用い、プロ

ジェクトの現状、進捗・成果、今後の計画、その他課題点等を確認する。 

(2) 既存資料を基に 5 項目評価のための評価グリッドを作成するとともに、質問票（案）を

作成し、現地調査前にプロジェクト経由でミャンマー側関係者に配布する。（付属資料 4: 

評価グリッド） 

(3) 現地調査において、既存資料及び質問票を基にプロジェクト関係者（カウンターパート、

活動参加者等）への聞き取り調査及びサイト視察を行う。（付属資料 2: 面談者リスト） 

(4) 上記(1)から(3)の調査結果を踏まえ、5 項目評価を実施する。また、プロジェクトの改善

のために求められる事項を提言としてまとめる。 

(5) 評価結果を終了時評価調査報告書（案）としてまとめ、日本側・ミャンマー側双方の合

同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）メンバーに対して終了時評価調査報

告書（案）を説明し、必要に応じて協議・修正する。 

(6) 11 月 3 日に予定されている第 5 回 JCC において、終了時評価調査報告書（案）を説明

し、双方の合意のうえで調査団代表者を含め M/M に署名し、評価結果を確定する。 

なお、JICA のプロジェクト評価では、評価における価値判断の基準として「評価 5 項目」が採

用されている。評価 5 項目は、1991 年に経済協力開発機構開発援助委員会（Organization for 

Economic Co-operation and Development – Development Assistance Committee：OECD-DAC）で提唱

された開発援助の評価基準であり、次の 5 項目からなる。 

項目 評価の主な視点 

妥当性 相手国やターゲットグループの政策・方針、優先度やニーズと、プロジェク

トの目標・上位目標との整合性の度合い。 

有効性 プロジェクト目標の達成度合いを測り、活動・成果・目標の関係など、プロ

ジェクトが有効に組み立てられているかどうかを検証。 

効率性 プロジェクトが期待する成果（アウトプット）を達成するために効果的に資

源（インプット）を使っているかどうかをみる。 

インパクト 上位目標への進捗度合も含めて、プロジェクトによって意図的または意図せ

ずに生じる正・負の変化を評価する。環境・貧困削減・ジェンダー等の開発

指標にもたらす影響を含む。 

持続性 プロジェクトによる支援が終了しても成果・便益が継続するかどうかについ

て、政策・制度、組織・人材、技術、財政の各視点からの見込み。 
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第２章 プロジェクトの実績と実施プロセス 

２－１ 投入実績 

（日本側） 

 ２－１－１ 専門家の派遣 

2013 年 3 月のプロジェクト開始以降これまでの間に、計 19 名の専門家が短期ベースで派遣

されている。またプロジェクトは雇用契約によりローカルスタッフを採用している。（付属資料

3: 専門家の派遣実績） 

 ２－１－２ 供与機材 

SSB 無線機、村落における情報伝達及び関連機器（ラウドスピーカー、太陽光パネル、ディ

ーゼル・エンジン等）、光ファイバー敷設及び付属機器、自動潮位計などが、成果 1 に係る活動

の中で供与された。 

 ２－１－３ 本邦研修 

これまで本邦研修は 3 回実施され、計 33 名のカウンターパート（Counterpart：C/P）が、日本

における災害経験や早期警報システムの制度、天気予報番組や災害情報の報道等を学び、さら

に実際の避難訓練も視察した。 

期間 参加者 主な研修先 

2013 年 

8 月 27 日～9 月 7 日 

RRD 4 名、GAD 4

名、DMH 2 名 

岐阜県庁、名古屋市港防災センター、輪中の里、名古
屋市役所、人と防災未来センター、国土交通省、気象
庁、石巻市ほか 

2014 年 

8 月 24 日～9 月 6 日 

RRD 3 名、GAD 3

名、DMH 4 名 

人と防災未来センター、国土交通省、気象庁、本所防
災館、東日本大震災の被災地、遠野まごころネット、
稲むらの火の館ほか 

2015 年 

8 月 22 日～9 月 5 日 

RRD 4 名、DMH 3

名、 GAD 3 名、
MRTV 2 名、ピンサワ
ディ FM 1 名 

国土交通省、気象庁、九都県市総合防災訓練視察、東
日本大震災の被災地、高知県、高知市、東京臨海広域
防災公園、本所防災館、消防科学総合センター、日本
テレビ放送網ほか 

 ２－１－４ 現地活動費 

日本側はミャンマー現地におけるプロジェクト活動実施に必要な一部費用を負担した。その

内訳は、専門家の旅費・日当、現地再委託費、レンタカー代を含む交通費、現地傭人給与、機

材費、ミャンマーでの研修関連経費などであり、2013 年度から 2015 年度までの合計で、約 1.84

億円となっている。 
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（ミャンマー側） 

 ２－１－５ カウンターパート人材の配置 

R/D に示されたプロジェクト実施体制によると、プロジェクトの C/P 人材の配置は以下のと

おり。プロジェクト・ダイレクターがプロジェクトの全体的な管理・実施に責任を持ち、プロ

ジェクト・マネジャーがプロジェクトの日々の活動・調整を担当する。2016 年 10 月時点では、

計 50 名のスタッフ（中央レベル 34 名、地方レベル 16 名）が C/P となっている。 

プロジェクトにおける役割 C/P のポジション 

プロジェクト・ダイレクター RRD 総局長（DG） 

共同プロジェクト・ダイレクター DMH 副総局長（DYDG） 

プロジェクト・マネジャー RRD 及び DMH の副局長各１名 

地方プロジェクト・マネジャー Ayeyarwaddy 地域及び Rakhine 州の GAD 副局長 

地方プロジェクト・コーディネーター Ayeyarwaddy 地域及び Rakhine 州の RRD 職員 

C/P RRD 及び DMH 職員、地域・州政府職員、プロジェ
クト・パイロットサイトの位置する郡及びタウンシッ
プ職員 

 ２－１－６ プロジェクト活動費 

ミャンマー側ではプロジェクト実施のための予算は措置されておらず、通常予算の中からプ

ロジェクト経費を一部負担（衛星通信機器の使用料など）してきた。これら支出は別途に記録

されているわけではないことから、ミャンマー側のプロジェクト活動のための支出金額につい

ては明らかとならなかった。 

２－２ 各成果の達成状況 

プロジェクトの各成果レベルの活動実績及び達成状況については、PDM Version 2（2016 年 5 月

30 日付け）に定める指標に基づき判断する。これら指標と、その現時点における達成状況（又は

プロジェクト終了時までの達成見込み）は以下のとおり。現時点における達成状況を判断するた

めのデータ・情報の詳細は、別表にまとめた。（付属資料 5: 成果グリッド） 

成果 No. 指標（和訳は仮訳。原文は英文の PDM のみ） 現時点における達成状況 

成果 1 a 導入された一斉情報伝達システムが正常に稼働するこ

とが確認される。 

達成 

 b タウンシップ以下の行政レベルにおける情報伝達シス

テムのモデルが提案される。 

達成 

 c 設置された潮位計により潮位データがモニタリングさ

れ、早期警報システム向上のために解析される。 

達成 

 d マスメディアを通じた情報伝達の改善モデルが提案さ

れる。 

達成 

成果 2 a 80％以上の防災関係機関がプロジェクトの開催する自

然災害早期警報に係るセミナー・研修・訓練に参加す

る。 

達成 

 b 各レベルにおける早期警報システムに係るマニュアル

が作成される。 

達成 



 

－7－ 

成果 No. 指標（和訳は仮訳。原文は英文の PDM のみ） 現時点における達成状況 

成果 3 a パイロット・ビレッジトラクト内の全ての村から、研

修・避難訓練への参加者がある。 

達成 

 b 全てのパイロット村落において避難所及び避難ルート

が定められ、村人に提示される。 

達成の見込み（Kin Myauk

村での活動が現在継続中） 

成果 4 a 沿岸地域への展開計画が JCC において承認される。 達成の見込み（JCC は

2016 年 11 月、2017 年 1 月

を予定） 

 

上にまとめた指標の現時点における達成状況により、プロジェクトは所期の成果を全体的にほ

ぼ達成していると判断できる。成果レベルで設定された 9 指標のうち、プロジェクトは既に 7 指

標を達成しており、残りの 2 指標（3-b、4-a）についても、協力期間内には達成することが見込ま

れる。指標（3-b）については、コミュニティ防災（Community-Based Disaster Risk Management：

CBDRM）を実施するパイロット村落として、第 4 年次に Kin Myauk 村が新たに追加され、現在、

避難ルートの確認や「村レベル防災計画」作成等の活動を実施中であり、避難所及び避難ルート

を使う避難訓練が 2016 年 12 月に実施予定である。指標（4-a）については、現在、展開計画の作

成・協議が進められており、2017 年 1 月の JCC における承認が見込まれる。 

指標と関連した各成果の主な実績は以下のとおり。 

（成果 1 – 情報伝達システム） 

• RRD、DMH、GAD の NPT（ネピドー）本局間での情報共有強化のために、既存の光ファ

イバー網を利用したスカイプ会議が導入された。また、NPT の各省本局からプロジェク

ト・パイロットサイトの地域・州、郡、タウンシップ、ビレッジ・トラクトまでの縦方向

の情報伝達の強化のために、SSB 無線機と衛星電話サービスが導入された。さらにパイロ

ット村落では、情報伝達の強化に向けて、強化アンテナ付きの固定電話とラウドスピーカ

ーが設置されるとともに、ハンドスピーカーが供与された。これら情報伝達システムの正

常な稼働が情報伝達訓練及びコミュニティ避難訓練の実施により確認された。 

# 
プロジェクトによる 

設置機材 

設置場所  

合計 

（台） 

NPT 

(ネピドー) 

Ayeyarwaddy 地域 Rakhine 州 

(Pathein) Labutta 郡 (Sittwe) Kyauk Phyu 郡 

1 PC（既存の光ファイバ

ーを利用した Skype 会
議） 

RRD (1) 

DMH (1) 

GAD (1) 

- - - - (3) 

 

PC（ファイル転送のた

めに DMH と MRTV を

結ぶ専用ライン） 

DMH (1) 

MRTV（1） 

    (2) 

2 SSB 無線機 RRD (1) 

DMH (1) 

GAD (1)  

RRD (1) 

GAD (1) 

RRD (1) 

DMH (1) 

郡 GAD (1) 

タウンシップ GAD 

(1) 

Hlwa Zar VT (1) 

RRD (1) 

GAD (1)  

RRD (1)  

郡 GAD (1)  

Thea Tan VT (1)  

(15) 

3 PC と衛星電話サービス

（IP Star） 

RRD (1)  RRD (1)  - RRD (1)  - (3) 

4 アンテナを強化した

CDMA 回線電話 

- - Hlwa Zar (2) 

Kwa Kwa Lay (2) 

Shwe Kyun Thar (2) 

- - (6) 
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5 アンテナを強化した

GSM 回線電話 

- - - - Thea Tan (2) 

Kong Baung (2) 

Tan Kha Yoe (2) 

Let Nyot Ngon 

(1) 

(7) 

6 ラウドスピーカー、ハ

ンドスピーカー 

- - Hlwa Zar (2) 

Kwa Kwa Lay (2) 

Shwe Kyun Thar (2) 

- Thea Tan (2) 

Kong Baung (2) 

Tan Kha Yoe (2) 

Let Nyot Ngon 

(1) 

(13) 

7 ソーラーパワーシステ

ム 

- - Hlwa Zar (3) 

Kwa Kwa Lay (2) 

Shwe Kyun Thar (2) 

- Thea Tan (3) 

Kong Baung (2) 

Tan Kha Yoe (2) 

Let Nyot Ngon 

(1) 

(15) 

8 ディーゼルエンジン - - - - Thea Tan (2) 

Kong Baung (2) 

Tan Kha Yoe (2) 

Let Nyot Ngon 

(1) 

(7) 

 

• タウンシップ以下の行政区分レベルにおける情報伝達体制については、「防災法」の運用

規則でありタウンシップ及びビレッジトラクトの DMB（防災委員会）の業務内容を定め

ている「Disaster Management Rules（2015 年）」に記載され、さらに村レベルではプロジェ

クトで作成した「村レベル防災計画」で提案されている。 

• Ayeyarwaddy 地域の最南端である Haing Gyi Kyun にリアルタイム電波式潮位計が設置さ

れ（2014 年 10 月）、2015 年 11 月より、潮位データはリアルタイムで DMH に送られモニ

タリングが実施されている。 

• 2016 年 9 月に DMH と MRTV を結ぶ専用の光ケーブル回線が布設され、2016 年 10 月よ

り、同ケーブルによる DMH から MRTV へのファイル（テレビ放映のための天気予報番

組のビデオ映像）転送が開始された。 

（成果 2 – 人材育成（Human Resource Development：HRD）活動） 

• 防災関係政府機関の災害対応能力向上のため、次の HRD（人材育成）活動が実施された。 

 Ayeyarwaddy 地域 Rakhine 州 

2 年次 

(2014

年度) 

・ Pathein（地域）及び Labutta（郡・タウ
ンシップ）の RRD、DMH 及び GAD の
職員 10 名から成る WG を設置（2014

年 3 月）。 

・ WG が活動の中で作成した教材を用い
て、Pathein（2014 年 7 月 24 日）及び
NPT（2014 年 10 月 27 日）で HRD セ
ミナー開催。 

・ 情報伝達訓練を実施（2014 年 10 月 31

日）。 

- 

3 年次 

(2015

年度) 

・ フォローアップ活動の実施（WG メン
バーが講師となり、5 タウンシップの
月例会議において、GAD タウンシップ
職員、VT アドミニストレーターを対

・ Sittwe（州）及び Kyauk Phyu（郡・タウ
ンシップ）の RRD、DMH 及び GAD の
職員 9 名から成る WG を設置（2015 年 5

月）。 
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 Ayeyarwaddy 地域 Rakhine 州 

象に、HRD プログラムを実施） 

・ 情報伝達訓練を実施（2016 年 2 月 2

日）。 

・ WG メンバーの発表による HRD セミナ
ーを Sittwe（2015 年 7 月 23 日）及び
Kyauk Phyu（2015 年 10 月 20 日）で開
催。 

・ 情報伝達訓練を実施（2016 年 2 月 2

日）し、プロジェクトが導入した通信機
材、HRD 活動で作成した早期警報マニ
ュアルの有効性を確認。 

・ 情報伝達のための早期警報マニュアルを
作成。 

4 年次 

(2016

年度) 

・ 情報伝達訓練を実施予定（2016 年 12

月）。 

・ フォローアップ活動の実施（WG メンバ
ーが講師となり、4 タウンシップの月例
会議において、タウンシップ職員、VT

アドミニストレーターを対象に、HRD

プログラムを実施）。 

・ 情報伝達訓練を実施予定（2016 年 12

月）。 

 

• 「プロジェクト年次セミナー」をネピドーにおいて 2 回開催し（2014 年 7 月 8 日、2015

年 7 月 7 日）、RRD、GAD、DMH を含む NDMC 構成機関及び組織（農業・畜産・灌漑省、

国境省、ヤンゴン工科大学、計画局、消防サービス局、MRTV など）が多数参加した。2017

年 1 月には、最後の年次セミナーがネピドーで開催される予定である。 

（成果 3 – CBDRM 活動） 

• 住民の災害対応能力向上のため、次の CBDRM（コミュニティ防災）活動が実施された。 

 Ayeyarwaddy 地域 Rakhine 州 

2 年次 

(2014

年度) 

・ Pathein（地域）及び Labutta（郡・タウ
ンシップ）の RRD、DMH 及び GAD の
C/P が講師となり、VTDMB のメンバ
ー50 名を対象に TOT W/S を実施
（2014 年 3 月 5～7 日）。 

・ 次いで VTDMB メンバーが講師・ファ
シリテータとなり、パイロット 3 村
において、NGO（Community 

Development Association：CDA）の支
援を受けながら各村 5 回の CBDRM 

W/S を開催：村の踏査とマッピン
グ、避難ルートの検討、村の防災計
画の作成、避難訓練の実施（2014 年
10 月 31 日）など。 

- 

3 年次 

(2015

年度) 

・ Labutta（郡・タウンシップ）の RRD、
DMH 及び GAD の C/P が、Labutta タ
ウンシップ DMB 向けの TOT W/S を開
催（2015 年 3 月 5 日）。 

・ Labutta（郡・タウンシップ）の RRD、
DMH 及び GAD の C/P が、タウンシッ
プ月例会議の場で、防災に係る講義を
VT アドミニストレーターに対して実
施（計 6 回）。 

・ VT アドミニストレーターによる村ア

・ CBDRM マニュアルのドラフトを作成。 

・ Kyauk Phyu（郡・タウンシップ）の
RRD、DMH 及び GAD の C/P が講師と
なり、VTDMB のメンバー50 名を対象に
TOT W/S を実施（2015 年 3 月 2～6

日）。 

・ 次いで VTDMB メンバーが講師・ファシ
リテータとなり、パイロット 4 村におい
て NGO（CDA）の支援を受けながら、
各村 5 回の CBDRM W/S を開催：村の踏
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 Ayeyarwaddy 地域 Rakhine 州 

ドミニストレーターへの防災教育（計
6 回）。 

・ ラカイン州での情報伝達・避難訓練に
合わせて、Ayeyarwaddy 地域の Zin 

Phyu Gone 村でも導入された通信機材
を用いた自主的な情報伝達・避難訓練
を実施（2016 年 2 月 2 日）。 

・ 村レベル防災計画に含まれるアクショ
ン・プランに基づき、パイロット 3 村
が防災に必要な構造物対策プロポーザ
ルを作成、タウンシップ GAD に提出
し、承認。（貯水池：Hlwa Zar、保健セ
ンター: Kwa Kwa Lay、貯水池：Shwe 

Kyun Thar) 

査とマッピング、避難ルートの検討、村
の防災計画の作成、避難訓練の実施
（2016 年 2 月 2 日）など。 

4 年次 

(2016

年度) 

・ パイロット 2 村がアクション・プラン
に基づき防災に必要な構造物対策プロ
ポーザルを作成、提出、承認（コンク
リート道路：Hlwa Zar、貯水池：Kwa 

Kwa Lay） 

・ Kin Myauk 村（Kyauk Phyu タウンシップ
Kin Myauk ビレッジ・トラクト）がパイ
ロット村落として新たに追加された。 

 

• パイロット村落における避難ルートの確保のため、「村レベル防災計画」に含まれるアク

ション・プランに基づいてプロジェクトが一部インフラ対策費を提供し、Ayeyarwaddy 地

域ではボートの船着場（Hlwa Zar 村）、小規模なコンクリートの橋（Kwa Kwa Lay 村、Shwe 

Kyun Thar 村）、Rakhine 州では橋（Thea Tan 村）、僧院の強化（Tan Kha Yoe 村）、避難路の

整備（Let Nyot Ngon 村）が実施された。 

（成果 4 – 展開計画） 

• 展開計画を検討するカウンターパートチーム（RRD、DMH、GAD のネピドー各本局から

3 名づつ計 9 名）が結成され、2015 年 7 月 21 日（第 1 回）からの会議を通して、2017 年

度を初年度とする 5 年間の展開計画案及び必要な予算案（情報伝達機材、HRD 活動、

CBDRM 活動）が作成された。現在、中央レベル、地方レベルの双方で展開計画案の関係

者への説明と財源の確保に向けた検討・協議が続いている。 

２－３ プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標レベルでは、次の 3 指標が設定されており、現時点では、1 指標は既に達成

されており、残りの 2 指標も協力期間中に達成される見込みである。 

No. 指標（和訳は仮訳。原文は英文の PDM のみ） 現時点における達成状況 

a 終了時評価前に実施される訓練において、2 つ以上のルート
で、早期警報がパイロットエリアのコミュニティに確実に伝
達される。 

達成 

b コミュニティにおいて、適切な情報が訓練で伝達される。 達成の見込み（2016 年 12

月に情報伝達・避難訓練を
実施予定） 

c 沿岸地域への展開計画が JCC において承認される。 達成の見込み（指標の成果
4-a に同じ） 
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指標(a)については、これまでの情報伝達ルート（ファクシミリ、電話、メッセンジャー）に加

えて、早期警報のための新たな情報伝達システム（SSB 通信、衛星電話）がプロジェクトにより

構築され、2016 年 2 月 2 日に実施された情報伝達訓練では、ネピドーの DMH 本局から発令され

た気象情報が特段の障害なくパイロット・ビレッジトラクトまで的確に伝達された。DMH 本局か

ら発出する気象予警報は、注意すべき時間・場所（郡レベル）、危険度（カラーコード、風速、高

潮の予測最大値など）の詳細を示すようにプロジェクトの中で改善された。 

指標(b)に関し、2016 年 2 月 2 日のコミュニティ避難訓練では、情報伝達訓練によりビレッジ・

トラクトから受け取った情報に基づき住民が避難等の必要な対応行動を取ったことから、当該情

報は適切であったと考えることができる。なお、2016 年 12 月には、Ayeyarwaddy 地域と新しく追

加された Kin Myauk 村を含む Rakhine 州のパイロット村で、最後の情報伝達及び避難訓練が実施

される予定であり、この活動の完了により、指標(b)の達成が期待される。 

訓練・演習の種類 実施場所と実施日 

情報伝達訓練 

（早期警報マニュアルや村レベル防災
計画に記載された）プロジェクトが導
入した情報伝達システムの有効性、及
び導入された通信機器（SSB 無線機、
衛星電話、スピーカー等）の性能の検
証。 

1) Ayeyarwaddy 地域のプロジェクトサイト（2014

年 10 月 31 日）: NPT 本局 - Pathein（地域政
府）- Labutta 郡 - Labutta タウンシップ- Hlwa 

Zar ビレッジ・トラクト。 

2) Rakhine 州のプロジェクトサイト（2016 年 2

月 2 日）：NPT 本局 - Sittwe（州政府）- 

Kyauk Phyu 郡 - Kyauk Phyu タウンシップ- 

Thea Tan ビレッジ・トラクト。 

コミュニティ避難訓練 

プロジェクトにおいて作成した村レベ
ル防災計画に従って、ビレッジトラク
トより伝達された情報に基づき必要な
行動を取るための訓練。 

1) Ayeyarwaddy 地域の Kwa Kwa Lay 村及び Shwe 

Kyun Thar 村（2014 年 10 月 31 日）。 

2) Ayeyarwaddy 地域の Zin Phyu Gone 村（自主訓
練）、及び Rakhine 州の Tan Kha Yoe 村、Let 

Nyot Ngon 村（2016 年 2 月 2 日） 

 

２－４ 上位目標の達成に向けた進捗 

プロジェクトの上位目標レベルでは、次の 1 指標が設定されている。 

No. 指標（和訳は仮訳。原文は英文の PDM のみ） 達成状況 

a 改善された早期警報システムが全ての沿岸地域・州に導入される。  - 

 

上位目標の達成に向けては展開計画の承認が必要であり、さらに Ayeyawraddy 地域及び Rakhine

州における展開計画の実施には、地方政府及び国からの予算措置が求められる。これまでに 2017

年度を初年度とする 5 年間の展開計画案及び必要な予算案が作成され、現在、中央レベル、地方

レベルの双方で展開計画案の関係者への説明と実施のための財源確保に向けた検討・協議が続け

られている。なお、指標にある「全ての沿岸地域・州に導入」については、プロジェクト終了後

3～5 年で実現可能で現実的な目標かどうか、再検討する必要がある。 

２－５ 実施プロセス 

R/D の署名者は RRD 総局長及び DMH 総局長であり、ミャンマー側の投入及び実施体制につい

ては、R/D には RRD と DMH しか言及されていない。しかし GAD については、R/D の署名者で
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はないが Ayeyarwaddy 地域及び Rakhine 州の GAD 副局長が地方プロジェクト・マネジャーとし

て、プロジェクト・パイロットサイトでの活動の調整に重要な役割を果たしてきた（地方政府に

おいては、地域・州、郡、タウンシップ、ビレッジ・トラクトの各レベルで、GAD が防災委員会

の議長を務めている）。DMH が気象警報を発出・提供し、GAD はこうした警報の郡レベル以下コ

ミュニティへの伝達に責任を持っている。なお、プロジェクトの実施体制や各機関の責任分担に

ついては、この間の変更はなかった。 

R/D に記載のとおり、プロジェクトの意思決定機関として JCC（合同調整委員会）がこれまで

計 4 回、RRD 総局長及び DMH 副総局長の共同議事で開催されており、RRD、DMH、GAD、教育

訓練課、MPT（ミャンマー郵電国営企業）、MRTV、消防サービス局等が参加している。 

JCC 日付 

第 1 回 JCC 及びキックオフ W/S 2013 年 11 月 

第 2 回 JCC 2014 年 11 月 

第 3 回 JCC 及び中間レビュー 2015 年 5 月 28 日 

第 4 回 JCC  2016 年 2 月 5 日 

第 5 回 JCC 及び終了時評価 2016 年 11 月 3 日 

第 6 回 JCC 2017 年 1 月の予定  
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第３章 評価 5 項目によるレビュー 

３－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 

(1) ミャンマーの災害リスク管理に係る国家政策・計画については、中間レビュー実施（2015

年 5 月）以降で大きな変更はなく、プロジェクトの妥当性は引き続き高い。2013 年 7 月に

施行された「防災法（2013 年法律第 21 号）」は、NDMC（国家災害管理委員会）及び地域・

州、郡、タウンシップ、ヴィレッジ・トラクトの各レベルの DMB（防災委員会）の構成、

業務、責任を定めるとともに、早期警報システムの設置、自然災害にかかる知識の普及な

ど、災害準備・予防のための対策の推進が明記されている。2015 年 4 月 7 日には同法の施

行規則である「Disaster Manageent Rules」が発令された。 

(2) RRD の「5 カ年計画（2016-2021）」は、単年度計画の 5 年分を束ねたものであり、そこに

は本プロジェクトが国または省の予算により実施されるべき優先活動の一つに位置づけら

れている。 

(3) 2016 年 3 月 30 日のミャンマー新政権の発足に伴い、各省庁は、最初の数カ月において優

先して実施すべき活動を「100 日計画」として発表した。2016 年 5 月 1 日に開始された社

会福祉・救済復興省（Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement：MSWRR）の「100

日計画」には次の 2 つの活動が含まれており、これらはプロジェクトの内容と合致してい

る。 

• 早期警報メッセージがヴィレッジ・トラクトレベルに達するための SSB 無線機の設置。 

• Yangon 地域、Ayeyarwaddy 地域、Tanintharyi 地域、Rakhine 州、及び Mon 州 のコミュ

ニティでの避難訓練の実施。 

(4) RRD が、関係 12 省庁、国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）、ミ

ャンマー赤十字社（Myanmar Red Cross Society：MRCS）等から構成されるタスクフォース

により 2009 年 8 月に策定した「MAPDRR 2009-2015（災害リスク軽減のためのミャンマー

行動計画）」では、HFA 2015（兵庫行動枠組み）の実現に向けた 7 つの重点活動の 1 つに、

早期警報システムの強化を含めている。 

(5) プロジェクトは日本のミャンマーに対する経済協力方針とも引き続き整合している。2015

年 2 月に閣議決定された日本の「開発協力大綱」では、自然災害及び防災対策は、重点課

題の 1 つである「地球規模課題への取組みを通じた持続可能で強靭な国際社会の構築」に

位置づけられている。個別の国に対する支援方針は引き続き国別開発協力方針により定め

ることとなっており、「対ミャンマー経済協力方針（2012 年 4 月）」についてはその後の変

更はなく、自然災害への対応支援についても、引き続き重点課題の中に位置づけられてい

る。 

(6) 2015 年 3 月の第 3 回国連世界防災会議で採択された「仙台防災枠組み 2015-2030」では、
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次の 4 つの優先行動分野について、地方、国、地域及びグローバルのレベルで、国家によ

るセクターごと及びセクター横断的な、焦点を絞った行動を求めている。プロジェクトは、

ミャンマーにおいて早期警報システムの確立と、中央・地方政府及びコミュニティレベル

で防災人材を育成することで、「仙台防災枠組み 2015-2030」の優先事項 2 及び優先事項 3

に大きく貢献するものとなっている。日本も、「仙台防災枠組み 2015-2030」のもと、国際

社会における防災協力の一層の推進を約束している。 

 

３－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は高い。 

(1) プロジェクトは、予定の活動を継続していくことで残りの期間で成果レベル、プロジェク

ト目標レベルで設定された指標を達成することが見込まれ、プロジェクト目標にあるとお

り「パイロット・プロジェクトサイトにて、自然災害の早期警報が住民まで迅速かつ適切

に伝わるシステムの改良モデルが確立され、他地域への展開計画が作成される」ことが期

待できることから、プロジェクトの有効性は高いと判断できる。プロジェクトは、

Ayeyarwaddy 地域のプロジェクト・パイロットサイトにて早期警報の改良伝達モデルを構

築し、その有効性を Rakhine 州のパイロットサイトでも検証するアプローチをとっている。

ラカイン州のプロジェクト・パイロットサイトにおける情報伝達訓練・避難訓練（2016 年

2 月 2 日）において検証されたプロジェクトによる早期警報の改良伝達モデルは以下のと

おり。DMH 本局から発出された気象情報はビレッジ・トラクトを含む各レベルに一斉に伝

達される。 

行政区分 
プロジェクトによる改良伝達モデル  

従来の伝達システム 
SSB 無線機 IP star(衛星電話) 

NPT 本局 DMH              RRD, GAD           RRD DMH 

                   ファクス 

Sittwe（Rakhine 州政府） RRD, GAD                        RRD DMH  RRD  GAD 

   電話、ファクス 

Kyauk Phyu 郡 RRD, GAD  DMH  RRD  GAD 

   メッセンジャー 

Kyauk Phyu タウンシップ   GAD (タウンシップ DMB) 

   電話 

Thea Tan ビレッジ・トラクト GAD (ビレッジ・トラクト DMB)  GAD (VTDMB) 

  GSM 電話、ラウドスピーカー  電話、メッセンジャー 

Tan Kha Yoe 村、Let Nyot Ngon 村 村アドミニストレーター、村民   村アドミニストレーター  

 

(2) 早期警報については、伝達された情報が確実に村民に伝わりそれに応じて村民が適切な行

動を取れるようになることの大切さが、実施機関や関係者から繰り返し強調された。プロ

ジェクトの CBDRM（コミュニティ防災）活動は、コミュニティで問題を共有し、住民同

士が協力して生命や財産への被害、生計の損失を防ぐための災害対応能力の強化を図るも

「仙台防災枠組み 2015-2030」における優先行動 

優先事項 1: 災害リスクの理解 

優先事項 2: 災害リスク管理のための災害リスクガバナンス  

優先事項 3: 強靭化に向けた防災への投資 

優先事項 4: 効果的な応急対応に向けた準備の強化と「より良い復興（Build Back Btetter）」 
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のである。具体的には、まずプロジェクトの C/P が講師となってビレッジ・トラクト DMB

のメンバーを対象に講師養成（Training of Trainers：TOT）研修を実施し、次に TOT 研修を

受講したビレッジ・トラクト DMB メンバーが主に講師・ファシリテータとなって、1）村

落災害準備委員会（村レベルの防災委員会）の設置、2）村の踏査とマッピング、3）避難

ルートの検討、4）「村レベル防災計画」の作成、5）避難訓練の実施、といった活動を行っ

てきた。こうした活動の中で「CBDRM マニュアル」も作成された。終了時評価調査にお

いて訪問した Ayeyarwaddy 地域の Hlwa Zar ビレッジ・トラクトでは、避難地図、村レベル

防災計画などの文書が適切に維持され、避難訓練も村民リスト等を踏まえて系統立てて実

施されたことがヒアリングにより確認できた。 

(3) Ayeyarwaddy 地域で第 3～4 年次に実施された「フォローアップ活動」は、第 2 年次におい

て活動した C/P が主体的に計画を立てて、タウンシップ月例会議の場でビレッジ・トラク

トのアドミニストレーターや GAD 職員向けに HRD プログラムや CBDRM を講義する一方

で、プロジェクトからはそうした活動のための費用負担を支援したのみであった。このよ

うに Ayeyawraddy 地域の C/P は、フォローアップ期間中も積極的に HRD 活動、CBDRM 活

動に取り組んできた。 

(4) 中間レビュー時には以下の 8 項目の提言が出された。提言（1）及び（2）については対応

済みであり、その他の（3）～（8）の提言についてはプロジェクト活動の中で現在も引き

続き対応しているところである。 

No. 提言 対応 

(1) SSB 向け周波数の早急な割り当てに向
け、MPT（ミャンマー郵電国営企業）と
密接なコミュニケーションを促進し、
2015 年の雨季から早期警報システムが
稼働できるように努める。 

SSB 無線機の設置は完了したが、MPT か
ら周波数の割り当て（使用許可）が遅れて
いたところ、2015 年 10 月に SSB 周波数が
MPT より割り当てられた。 

(2) ネピドーの関係者とのコミュニケーショ
ンを促進するため、専門家チームの事務
所スペースを確保する。 

ヤンゴン DMH の事務所スペースに加え
て、ネピドーの DMH 本局の建物内にも事
務所スペースが確保された。 

(3) 展開計画作成に向け、ミャンマー側関係
機関にて適任者を指名してタスクフォー
スを作る。 

C/P が展開計画タスクフォースに任命さ
れ、Ayeyarwaddy 地域と Rakhine 州の展開
計画（案）が作成された。中央レベルと地
方レベルで、C/P と JICA チームにより展
開計画の検討と協議が進められている。 

(4) 展開計画（案）を早急に策定し、プロジ
ェクト第 4 年次に実施に移れるようにす
る。 

展開計画（案）自体については現在も協議
中。その要素である通信機器の整備、HRD

活動、CBDRM 活動については、部分的に
実施されているものもある（例えば
Ayeyarwaddy 地域 RRD 事務所は、2016 年
12 月に予定の情報伝達・避難訓練では、
予算的な制約から情報伝達訓練だけ自主的
に参加するとしている） 

(5) プロジェクトの成果については、中央レ
ベル、地方（管区・州）レベルで定期的
に共有・促進する。 

プロジェクト成果の共有・促進について
は、テレビや新聞等の地方メディア、さら
には Facebook、国際防災デーにおけるパ
ネル展示等により進められた。 
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No. 提言 対応 

(6) RRD 研修センターでの研修、GAD の行
政官向け研修へ本プロジェクト成果のカ
リキュラムとしての取り込みを求める。 

RRD の DMTC（防災人材育成センター）
でのマニュアル利用については、現在、
RRD 教育訓練課がレビューを実施中。持
続性の確保に向けて、プロジェクト専門家
チームと C/P の間で検討が進められてい
る。 

(7) 上述の提言の実現に関し、専門家チー
ムがファシリテーターの役割を果た
す。 

防災計画作成の分野で専門家が派遣され、
第 4 年次にガイダンスを提供中である。 

(8) 担当スタッフを配置するなどして、伝達
機器の維持管理体制を整える。 

導入された 1) ファイル転送のための光フ
ァイバー、2) 自動潮位計、3) SSB 及び情
報伝達機器については、現在プロジェクト
で運用・維持管理マニュアルを作成中。 

３－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は中程度である。 

(1) プロジェクトは、C/P と専門家チームの努力により、残りの期間で所期の目標を達成する

ことが見込まれる（プロジェクトの前半には、DMH と MRTV 間の気象情報通信手段の整

備の遅れ、SSB 向けの周波数の割り当ての遅れ等が指摘されていた）。プロジェクトは現時

点でほぼスケジュールどおりに進捗しているものの、1) 定期的な人事異動による多くの

C/P の交替と新政権の発足に伴う政治任用、2) ネピドーの C/P とヤンゴンに事務所を構え

る専門家チームのコミュニケーションの課題、の 2 つの理由によるプロジェクト実施への

影響が指摘され、効率性は中程度と判断された。中央レベルでは特に RRD 本局で異動が多

く、地方レベルでは Labutta タウンシップの C/P が交替となった（プロジェクト・パイロッ

トサイトである Hlwa Zar ビレッジトラクトは、第 2 年次までは Labutta タウンシップに属

していたが、行政区分の変更により、第 3 年次以降は Pyinsalu タウンシップに属すること

になった）。また、コミュニケーションについては、中間レビュー時の提言に従い、専門家

チームはネピドーの DMH 本局に新たにプロジェクト事務所を設置したものの、本局 C/P

は多くの業務で特に多忙であり、また専門家チームもプロジェクト・パイロットサイトで

の業務が多くネピドーで十分な時間を過ごすことが困難であった。結果的に、プロジェク

ト活動に関するネピドー本局と専門家チームの間の日常的なコミュニケーションは、双方

が期待した程には実現しなかった。 

(2) 日本側、ミャンマー側からのプロジェクトへの投入は、全体的には適切に管理されている。

本邦研修はこれまで 3 回実施され、参加者の知識・意欲の向上につながった。供与機材（SSB

無線機、MRTV と DMH 間の専用光ケーブル、自動潮位計など）は継続的に運用・維持さ

れており、ミャンマー側からも高く評価されている。R/D に合意されたとおり、JCC は毎

年開催され、ミャンマー側 C/P と日本側専門家チームの間のコミュニケーションは、上述

したような制約はあったものの全体的には良好に維持された。C/P と専門家チームのコミ

ュニケーションを図り実務レベルでのプロジェクト活動の調整・意思決定を促進するため、

プロジェクト実施委員会（Project Implementation Committee：PIC）がネピドー、Ayeyarwaddy、

Rakhine において 2 カ月に 1～2 回程度開催されてきた。 
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(3) RRD、DMH、GAD 以外の防災関係機関については、「プロジェクト年次セミナー」をネピ

ドーで開催（2014 年 7 月 8 日、2015 年 7 月 7 日）して広く関係者を招き、情報共有と広報

を進めてきた。2017 年 1 月に最後の年次セミナーがネピドーで開催される予定である。さ

らに、プロジェクトは英語及び日本語の双方で Facebook 上で積極的な情報共有を図ってい

る。 

(4) プロジェクトの促進要因としては、Ayeyarwaddy 地域のプロジェクト・パイロットサイト

では 2008 年のサイクロン「ナルギス」の経験から、C/P やコミュニティの参加が極めて積

極的であったことが挙げられた。一方で Rakhine 州の C/P からは、概して村人の防災に対

する関心は低く、プロジェクト実施への阻害要因となっているとの指摘があった。プロジ

ェクトの促進要因としては、さらに GAD の積極的な協力が挙げられた。GAD は R/D の署

名機関ではないものの、特に地方レベルでプロジェクト活動の調整に重要な役割を果たし、

効果的なプロジェクトの実施に貢献した。 

３－４ インパクト 

プロジェクトの現時点までのインパクトは中程度で、上位目標の達成に向けた進展は限定的で

ある。 

(1) 意図された正のインパクトで重要なのは、PDM Version 2 の上位目標「自然災害の早期警報

が住民まで迅速かつ適切に伝わるシステムが、展開計画に基づき、沿岸地域、特にエーヤ

ワディ地域とラカイン州で整備される」の達成に向けた活動の進捗である。プロジェクト・

パイロットサイトから他地域へ早期警報システムを展開していくことの重要性は、終了時

評価調査中においても、実施機関や関係者から繰り返し強調があった。上位目標達成のた

めには、展開計画の承認と予算措置を伴う計画の実施が必要であり、現在、財源の検討も

含めた展開計画案の承認に向けての協議が進められている。早期警報機材、HRD 活動、

CBDRM 活動といった展開計画の個々の要素では Ayeyarwaddy 地域で自主的な避難訓練の

実施等は見られるものの、展開計画に基づく活動という点では、まだ実施されていない状

況である。なお、上位目標の指標にある「全ての沿岸地域・州に導入」 については、プロ

ジェクト終了後 3～5 年で実現可能な目標かどうか、現実的な観点から再検討されること

が望ましい。 

(2) プロジェクト・パイロットサイトである Ayeyarwaddy 地域の Hlwa Zar ビレッジ・トラクト

では、Rakhine 州のプロジェクト・パイロットサイトの Tan Kha Yoe 村と Let Nyot Ngon 村

での避難訓練（2016 年 2 月 2 日）に合わせて、ビレッジ・トラクト DMB が Zin Phyu Gone

村で自主的な避難訓練を実施した。Zin Phyu Gone 村は Hlwa Zar ビレッジ・トラクト内 10

村のうちの 1 村であり、JICA 無償資金協力で建設された Hlwa Zar と同様のシェルターを

有している。 

(3) Ayeyarwaddy 地域のプロジェクト・パイロット村落では、村民が主体となって「村レベル

防災計画」及び「アクションプラン」を作成した。同プランに基づいて、各村は防災のた

めの構造物のプロポーザルを作成し、タウンシップ GAD に提出し承認された：Hlwa Zar 村

（橋、貯水池）、Kwa Kwa Lay 村（保健センター、貯水池）、Shwe Kyun Thar 村（貯水池）。
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村人が自主的に構造物のプロポーザルを準備できるようになったことは、コミュニティ能

力強化へのプロジェクトのインパクトである。 

(4) 2015 年 12 月に開設された Ayeyarwaddy 地域 Hinthada の防災人材育成センター（Disaster 

Management Training Center, RRD：DMTC）では、災害リスク管理基礎研修と CBDRM 研修

を実施している。RRD 教育訓練課は、現在プロジェクトの「CBDRM マニュアル」をレビ

ューするとともに DMTC の CBDRM 教材と比較しているところであり、政府職員のレベル

（地域・州、郡、タウンシップ）ごとの新たな CBDRM カリキュラムを準備する際に、必

要に応じてプロジェクトの「CBDRM マニュアル」の内容を取り入れたいとしている。 

(5) 2015 年 6 月から 8 月に発生した洪水については、2015 年 12 月にプロジェクトによる現地

調査が実施された。その調査結果は 2016 年 2 月 5 日の第 4 回 JCC において報告され、ま

た 2016 年 2 月 9 日に JICA、米国国際開発庁（US Agency for International Development：

USAID）、国連人道問題調整事務所（UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs：

UNOCHA）、世界食糧計画（World Food Programme：WFP）が共催した「Lessons Learned 

Workshop on 2015 Floods and Landslide Disaster」においても共有された。 

(6) JICA「MRTV 能力強化プロジェクト(2016～2020)」によると、MRTV は現在、災害報道の

強化を検討している。MRTV 職員 2 名がプロジェクトの本邦研修（2015 年 8 月）に参加し、

日本テレビ放送網等の視察から学んだ災害報道のアイデアを上司に報告しており、本邦研

修の効果もあったと考えられる。プロジェクトで布設した MRTV と DMH 間の専用光ファ

イバーを通したビデオファイル（テレビ放映のための天気予報番組の映像）転送が 2016 年

10 月から始まり、これまで DMH から MRTV までバイク便で 1 時間以上掛かっていたファ

イルの受け渡しの大幅な時間短縮が可能となった。専用光ファイバーによる DMH から

MRTV への災害情報の提供が、「MRTV 能力強化プロジェクト」による災害報道の強化に有

効に活用される可能性がある。 

３－５ 持続性 

プロジェクトの持続性は中程度以上と見込める。 

（政策・制度的な観点） 

(1) ミャンマーにおける災害リスク管理のための政策・制度は、プロジェクト成果の維持に向

けて適したものとなっている。プロジェクトの活動は「防災法」や MSWRR「100 日計画」

などの政策に整合しており、現時点ではこれら防災にかかる政策の大きな変化は予見され

ない。RRD、DMH、及び GAD は、各自のマンデートや業務に対するプロジェクトの貢献

を評価している。「MAPDRR 2009-2015」については、UNDP のイニシアティブにより、2016

年 9 月より「仙台防災枠組み 2015-2030」及び「SDGs 2015-2030（持続可能な開発目標）」

との整合に向けて改訂作業が開始された。ミャンマー政府への提出に向けて、改訂

MAPDRR のドラフトが 2017 年 3 月には関係者に共有される予定となっている。 

(2) プロジェクトが作成した「早期警報マニュアル」と「CBDRM マニュアル」については、現

在ドラフトとして RRD 教育訓練課がレビューしている。RRD は DMTC で使用している
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CBDRM 教材の更新にあたり、必要に応じて「CBRDM マニュアル」等の内容を取り入れた

いとしている。他方、ヤンゴン地域 MingaladonのGAD開発行政学院（Institute of Development 

Administration, GAD：IDA）でも、政府職員に対して防災を含む行政研修を行っており、GAD

によると、防災に係る講義の教材は講師となる RRD 職員の選択に任されているとのこと

から、マニュアルの活用に向けては RRD とよく協議するようプロジェクトに対して助言

があった。プロジェクトで作成した「早期警報マニュアル」、「CBDRM マニュアル」、HRD

プログラム等の公式化・制度化（例えば、中央・地方政府により承認・採用されること、

DMTC や IDA において活用されること）については、引き続きプロジェクトによる働きか

けが求められる。 

（組織・人材的な観点） 

(3) RRD と DMH については、職員が多忙であること以外では、組織・人材的な観点からは持

続性に関する懸念への言及はなかった。RRD と DMH は地域・州及び郡レベルまでしか地

域事務所がない。一方 GAD は、地域・州、郡、タウンシップ、ビレッジ・トラクトの各レ

ベルで防災委員会の議長を務め、タウンシップ以下の行政区分において防災活動の責任を

持つが、タウンシップ以下の GAD には防災担当がおらず、必ずしも防災活動に積極的に

関われてこれたわけではない。 

(4) プロジェクトでは、再委託を受けた CDA（Community Development Association）（地域 NGO）が、

HRD 活動や CBDRM 活動、ベースライン調査、キャパシティアセスメントを実施した。

CDA はミャンマーにおいて UNDP が主催する「DRR ワーキンググループ」のメンバー団

体である。また、13 の防災関係機関から構成される地域ネットワークのミャンマー災害リ

スク軽減コンソーシアム（Myanmar Consortium of Disaster Risk Reduction：MCDRR）のメン

バー団体でもある。国際防災デー（2016 年 10 月 13 日）では、CDA は「DRR ワーキング

グループ」のメンバー団体として、RRD がヤンゴンで実施する避難訓練のオペレーション

の支援等を行った。また、Ayeyarwaddy 地域では国際 NGO である ActionAid が、Rakihine

州では地域 NGO である Swanyee Foundation が、プロジェクトが実施する CBDRM 活動に

リソースパーソンとして参加し講義を行った。このようにプロジェクト活動の中でファシ

リテータや講師となった NGO の経験は、今後も引き続きミャンマー国内の防災分野でリ

ソースとして活用されていくことが期待される。 

（技術的な観点） 

(5) 技術的な観点からは、持続性は比較的高いと見込まれる。SSB、自動潮位計、光ファイバー

といった供与機材は、それぞれ RRD／GAD、DMH、MRTV／DMH により適切に維持・運

用管理されている。 

(6) プロジェクトの成果文書（早期警報マニュアル、CBDRM マニュアル、HRD プログラム、

展開計画）の管理、必要に応じた更新や改訂、増刷や配布の判断については、RRD が責任

機関となるべきである。 

（予算的な観点） 

(7) 財政面に関し、プロジェクト期間中においては、ミャンマー側からのプロジェクト活動の



 

- 20 - 

ための予算措置は無かったが、活動経費の一部（例えば、衛星電話のコミュニケーション

コスト、プロジェクト事務所の水光熱費など）を各省の通常予算の中から負担してきた。

しかしその総額については、別途の支出記録がないため不明である。 

(8) Ayeyarwaddy 地域及び Rakhine 州における展開計画の実施については、中央・地方政府によ

る財源確保が必要である。中央レベルでは、RRD 総局長より展開計画を推進して行く旨の

表明はあったが、予算を伴う具体的なコミットメントについては、その時の優先度や必要

性に拠らざるを得ないとのことである。地方レベルでは、RRD Ayeyarwaddy 地域事務所が

Ayeyarwaddy 地方政府（地域主席大臣、地域社会福祉大臣、地域 GAD 事務所）に対して展

開計画にかかる説明と広報の努力を続けている。 

(9) 2016 年には、30 台の SSB が MSWRR の「100 日計画」で調達され、これらが仮に Ayeyarwaddy

地域や Rakhine 州に設置されることとなれば、展開計画が部分的に実施されたと考えるこ

とができる。 
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第４章 結論及び提言 

４－１ 評価 5 項目に関する結論 

プロジェクトの内容は、「防災法（2013 年法律第 21 号）」や、2016 年 3 月の新政権発足後に

MSWRR が発表した「100 日計画」といったミャンマーの防災に係る法律や政策に整合しており、

その妥当性は引き続き高い。プロジェクトは、予定の活動を継続していくことで残りの協力期間

内に所期の目標の達成が見込まれることから、その有効性も高いと判断できる。プロジェクトの

実施は、多くの C/P の異動やネピドー本局におけるコミュニケーションの制約などにより影響を

受けたと考えられ、その効率性は中程度と判断される。プロジェクトの上位目標（展開計画の実

施）に向けた進捗については、今後の展開計画の承認が必要であることから現時点ではまだ限定

的であり、プロジェクトのインパクトとしては中程度である。持続性の見通しは、政策・制度、

組織・人材、技術の観点からはプロジェクト成果は維持される可能性が高いものの、予算措置に

ついては新政権が開発課題のなかで Ayeyarwaddy 地域及び Rakihine 州での早期警報システムの導

入を含む災害リスク管理に与える優先度・重要性に大きく左右され、全体としては中程度以上と

見込まれる。 

４－２ 提言 

（プロジェクトの残りの協力期間） 

(1) プロジェクト（C/P 及び専門家チームの双方）は、多くの C/P の異動により生じる課題（例

えば、前任者から後任者への引き継ぎの不足、ネピドー本局におけるプロジェクト活動に

かかる適宜の情報共有やコミュニケーションの不足など）に適切に対応すること。 

(2) プロジェクトは、PIC 会議において展開計画の重要性を説明するとともに、展開計画を

Ayeyarwaddy 地域及び Rakhine 州のプロジェクト・パイロットサイト以外の災害リスクの

高い地域に宣伝していくこと。 

(3) プロジェクトは 2017 年度における展開計画の実施にむけて、残りの協力期間中に引き続

き財源確保の努力を行うこと。 

(4) プロジェクトは、他の JICA プロジェクト（MRTV 能力強化プロジェクトなど）と成果を共

有する機会を模索すること。 

(5) RRD は、展開計画を MAPDRR の改訂の際に含めていくこと。 

（プロジェクトの協力期間以後） 

(6) RRD と地域・州政府は、展開計画を実施するために必要な資金調達に努力すること。 

(7) RRD は展開計画をより上位の政策や計画に含める機会を継続的に模索すること。 

(8) 早期警報システムがより効果的となるよう、プロジェクト・パイロットサイトやその他の

災害リスクの高い地域において、避難シェルターや避難ルート等の設備の充実を図ってい

くこと。 
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４－３ 教訓 

(1) C/P と専門家チームの密接で十分なコミュニケーションのためには、プロジェクトの情報・

進展・課題の適宜効果的な共有に向けて専門家のプロジェクト事務所は主要 C/P 機関の建

物の中に設置されることが望ましい。 
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2. 面談者リスト 

3. 専門家の派遣実績 

4. 評価グリッド 

5. 成果グリッド（指標の達成度） 

6. インタビュー記録（2016 年 10 月 17 日～10 月 26 日） 

7. Minutes of Meeting 

注 1） PDM Version 2 については、Minutes of Meeting の添付英

文報告書を参照のこと。 
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添付 2: 面談者リスト  
 

ミャンマー側 

1. RRD 本局（ネピドーにてインタビュ―） 
1) Dr. Ko Ko Naing Director General (Project Director)  10/17 
2) U Win Htein Kyaw Director of Coordination & Research (Project Manager)  10/17,18 
3) Daw Myat Moe Thwe Deputy Director, RRD 10/17,18 
4) U Win Zaw Htay Deputy Director, RRD 10/17,18 
5) U Ye Thu Han Assistant Staff Officer, RRD 10/17 
6) Daw Htwe Kyi Deputy Director, RRD 10/18 
7) Daw Khaing Marlar Kyaw Staff, RRD 10/18 
8) Daw Phyu Lai Lai Htun Director, RRD 10/26 
9) Daw Thiri Maung Deputy Director  10/28,11/2 

    
2. GAD 本局（ネピドーにてインタビュ―） 

1) U Ye Naing Director 10/19, 28 
2) U Aung Myo Thein Deputy Director 10/17,19 
3) U Zay Naw Win Staff Officer 10/17, 28 
4) U Aung Ko Ko Lin Staff Officer 10/17 
5) U Soe Moe Oo Deputy Staff Officer 10/17 
6) Daw Thandar Oo Deputy Staff Officer 10/17,19, 28 
7) U Kaung Nyung Assistant Director 10/28 

    
3. DMH本局（ネピドーにてインタビュ―） 

1) Daw Hrin Nei Thiam Director General 10/31 
2) Dr. Kyaw Moe Oo Deputy Director General (Co-Project Director)  10/17 
3) U Hla Tun Deputy Director (Project Manager)  10/17, 31,11/1 
4) Daw Nyein Nyein Naing Deputy Director 10/17, 28, 31,11/1 
5) Dr. Yin Myo Min Htwe Assistant Director 10/17, 28 
6) U Tun Naing Win Junior Inspection Engineer-2 10/17 
7) Daw Han Swe Staff Officer 10/28,31,11/1 

    
4. RRD Kyauk Phyu 郡事務所（ネピドーから電話インタビュー） 

1) U Maung Maung Gyi Former Staff Officer Kyauk Phyu District (Currently in Myauk Oo District Office Head)  10/18 
    
5. GAD Kyauk Phyu 郡事務所（ネピドーから電話インタビュー） 

1) U Soe Thein Administrator of GAD Kyauk Phyu District 10/19 
    
6. DMH Kyauk Phyu 郡事務所（ヤンゴンにてインタビュー） 

1) U Than Tun Win Staff Officer 10/24 
    
7. RRD Ayeyarwaddy地域事務所（パテインにてインタビュ―） 

1) U Than Soe Director of RRD Ayeyarwaddy Region (Pathein) 10/21 
    
8. DMH Ayeyarwaddy地域事務所（パテインにてインタビュ―） 

1) U Hla Myint  Staff Officer, DMH Ayeyarwaddy Region (Pathein)  10/21 
2) U Tin Maung Yee Retired officer  10/21 

    
9. GAD Ayeyarwaddy地域事務所（ヤンゴンにてインタビュー） 

1) Daw Myat Myat Khaing  Staff Officer, GAD Ayeyarwaddy Region (Pathein)  10/23 
    
10. Hlwa Zarビレッジ・トラクト（Ayeyarwaddy地域 Labutta 郡 Pyinsaluタウンシップ） 

1) U Myo Thein Htike Administrator of Pyinsalu Township GAD 10/22 
2) U Myint Thu Hlwa Zar Village Tract Administrator 10/22 
3) U Thet Oo Hlwa Zar Village Tract GAD clerk 10/22 
4) U Tin Yin NLD Organizer 10/22 
5) U Myint Thein Kwa Kwa Lay Village DMB member (Hlwa Zar village leader?) 10/22 
6) U Nyan Tint Shwe Kyun Thar village 10/22 
7) U Myint Aye Shwe Kyun That village 10/22 
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8) U Nyunt Zaw Hlwa Zar village 10/22 
9) U Saw Mya Kwa Kwa Lay village 10/22 

10) U Pyae Phyo Maung RRD Labutta District Office 10/22 
    
11. CDA（地域 NGO）  

1) U Myat Kyaw Thein  Senior Program Officer / Disaster Management Specialist 10/24 
    
12. UNDP  

1) Mr. Jaiganesh Murugesan Programme Specialist (DRR & CCA) 10/24 
    
13. Pyinsawadi FM / Mandalay FM  

1) U Myint Zaw Board of Management 10/24 
    
14. MRTV 能力強化プロジェクト専門家 

1) Mr. Naoaki NAMBU Chief Advisor 10/25 
2) Mr. IKEDA Yoshitaka  10/25 

    
15. MRTV 

1) Daw Sun Sun Oo Deputy Director 10/26 
2) U Aung Htay Oo Deputy Chief Engineer 10/26 
3) Daw Nan Htike Htike Aung Staff Officer 10/26 
4) Daw Sandar Lwin Staff Officer 10/26 

    
日本側 
1. プロジェクト 

1) Mr. Ichiro KOBAYASHI Chief Advisor / Disaster Management (1)  10/18-11/4 
2) Mr. UCHIKURA Yoshihiko Deputy Chief Advisor / Organizational Strengthening 10/18-11/4 
3) Ms. OTA Yoko CBDRM 10/18-11/4 
4) Mr. FUJIMOTO Masato Project Coordinator / Organizational Strengthening / Capacity Assessment 10/18-20 
5) Mr. Yoshihiro ASANO Disaster Management Planning 10/24-11/4 
6) Daw Ngwe Zin Hlaing Disaster Management Expert 10/18-11/3 
7) Daw Tin Tin Oo Secretary 10/21-23 
    

2. JICA ミャンマー事務所 
1) Mr. Kotaro NISHIGATA  Senior Representative  10/21-22,11/2-3 
2) Ms. SAKURAI Noriko Project Formulation Advisor (Water Resource, Disaster Management & Environment) 10/17, 21-22,11/2-3 
3) Ms. Thet Thet Zaw Assistant Program Officer 10/17, 21-22 
4) Mr. Lugyino Staff 10/21-22 
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祉
・
救
済
復
興
省
）

RR
D
（
救
済
復
興
局
）
：

N
D

M
C
に
対
す
る
災
害
情
報
伝
達
、
意
思
決
定
支
援
、
関
連
機
関
と
の
調

整
、
災
害
管
理
研
修
の
実
施
（
防
災
研
修
セ
ン
タ
ー
）
、
緊
急
支
援
物
資
倉
庫
の
管
理

 
→

 R
RD

の
5
ヶ
年
計
画
で
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
言
及
あ
り
。

 
  

  
2)

 M
O

TC
（
運
輸
通
信
省
）

D
M

H
（
気
象
水
文
局
）
：
気
象
情
報
の
収
集
と
サ
イ
ク
ロ
ン
の
リ
ス
ク
レ
ベ
ル
（
色
分
け
）
の
提
供
、
早
期
警
報
情
報

の
発
令

 
  

  
3)

 M
H

A
（
内
務
省
）

G
A

D
（
中
央
、
地
域
／
州
、
郡
、
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
の
総
務
局
）
：
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
早
期
警
報
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ

の
伝
達
、
住
民
へ
の
避
難
指
示
、
早
期
警
戒
関
連
機
器
の
設
置
、
瓦
礫
の
撤
去
や
犠
牲
者
の
埋
葬
な
ど
。

 
・
実
施
機
関
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
を
業
務
の
一
環
と
捉
え
て
い
る
か
。

 
・
実
施
機
関
の
組
織
改
編
、
人
事
体
制
の
変
化
（
主
要

C/
P
の
異
動
な
ど
）
は
あ
っ
た
か
。

 
 

 →
 C

/P
リ
ス
ト
を
更
新
中
。

 
・
関
係
機
関
（
防
災
体
制
と
し
て
は
、
防
災
法
で
規
定
す
る

N
D

M
C、

地
方
以
下
は

D
isa

ste
r M

an
ag

em
en

t B
od

y）
の
ニ
ー
ズ
の
確
認
。

 
  

  
1)

 N
D

M
C（

国
家
防
災
委
員
会
）
：
災
害
情
報
の
管
轄
と
評
価
、
災
害
対
策
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
警
報
発
令
時
の
関
連
機
関
と
の
調
整
。

 
 

  
2)

 D
M

B（
地
域
／
州
、
郡
、
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
、
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
の
防
災
委
員
会
）
：
災
害
発
生
時
の
住
民
へ
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
情
報
提
供
、
政

府
・
運
輸
交
通
機
関
の
活
動
停
止
、
住
民
へ
の
避
難
命
令
。
各
レ
ベ
ル
で
、

G
A

D
が

D
M

B
の
議
長
を
務
め
て
い
る
。

 
 
 

3)
 M

RT
V
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
営
放
送
）

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 関
係
機
関
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
 

 
1.

3 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
適
切
で
あ
っ
た
か
。

 
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
早
期
警
報
シ
ス
テ
ム
の
強
化
）
は
対
象
分
野
の
開
発
課
題
解
決
の
手
段
と
し
て
適
切
か
。

 
・
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
サ
イ
ト
（
対
象

7
村
）
の
選
定
は
適
切
か
。

 
地
域

 /
 州

 
 (

Re
gi

on
 / 

St
at

e)
 

地
域
・
州

都
 

郡
  

(D
ist

ric
t) 

タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

 
 (

To
w

ns
hi

p)
 

ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
（

V
T）
、
村

 /
 区

  
(V

ill
ag

e T
ra

ct
, V

ill
ag

e 
/ W

ar
d)

 
Ay

ey
ar

w
ad

dy
 

Pa
th

ei
n 

La
bu

tta
 

La
bu

tta
 

H
lw

a 
Za

r、
K

w
a 

K
w

a 
La

y、
Sh

w
e 

K
yu

n 
Th

ar
 

Ra
kh

in
e 

Si
ttw

e 
K

ya
uk

 P
hy

u 
K

ya
uk

 P
hy

u 
Th

ea
 T

an
、

K
on

 B
au

ng
、

Ta
n 

K
ha

 Y
oe
、

Le
t N

yo
t N

go
n 

→
 第

1～
2
年
次
（

20
13
年

3
月
～

20
15
年

2
月
）
は
、
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
で
活
動

1（
EW

S）
、
活
動

2（
H

RD
）
、
活
動

3（
CB

D
RM

）
実

施
。

 
→

 第
3
年
次
以
降
（

20
15
年

3
月
～
）
は
、
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
に
お
い
て
は
活
動

2（
H

RD
）
と
活
動

3（
CB

D
RM

）
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
活

動
の
み
実
施
。
ま
た
ラ
カ
イ
ン
州
で
新
た
に
対
象

4
村
を
選
定
し
、
活
動

1（
EW

S）
、
活
動

2（
H

RD
）
、
活
動

3（
CB

D
RM

）
を
実
施
。

 
・
南
部
沿
岸
地
域
に
お
け
る
最
近
の
災
害
の
有
無
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
1.

4 
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
日
本
の
協

力
方
針
と
整
合
し
て
い
る
か
。

 
・
開
発
協
力
大
綱
（

20
15
年

2
月
閣
議
決
定
）
と
の
整
合
性
。

 
→

 防
災
対
策
は
、
重
点
課
題
「
地
球
規
模
課
題
へ
の
取
組
を
通
じ
た
持
続
可
能
で
強
靭
な
国
際
社
会
の
構
築
」
に
位
置
づ
け
。

  
・
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
経
済
協
力
方
針
（

20
12
年

4
月
公
表
）
と
は
整
合
し
て
い
る
か
（
事
業
展
開
計
画
は
未
作
成
）
。

 
・

20
15
年

3
月
に
採
択
さ
れ
た
「
仙
台
防
災
枠
組
（

20
15

-2
03

0）
」
と
の
整
合
性

 -
 4
つ
の
優
先
行
動
（
災
害
リ
ス
ク
の
理
解
、
災
害
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン

ス
、
強
靭
化
に
向
け
た
防
災
へ
の
投
資
、
よ
り
良
い
復
興
）
の
ど
れ
に
貢
献
し
て
い
る
か
。

 

・
文
献
調
査

 

2.
 有
効
性

 
（
成
果
と
実
績
）

 
2.

1 
成
果

 1
の
進
捗
と
実
績

  
・

 成
果

1：
自
然
災
害
早
期
警
報
の
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
が
改
善
さ
れ
る
。

 
・

 成
果

2：
 N

D
CM

を
始
め
防
災
関
係
機
関
の
災
害
対
応
能
力
（
成
果

1
に
お
い
て
明
確
に
し
た
責
任
・
役
割
に
沿
っ
た
活
動
）
が
中
央
レ
ベ
ル
、
地

域
・
州
レ
ベ
ル
、
郡
レ
ベ
ル
、
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
向
上
す
る
。

 
・

 成
果

3：
自
然
災
害
に
対
す
る
住
民
の
災
害
対
応
能
力
が
向
上
す
る
。

 
・

 成
果

4：
成
果

1～
3
の
教
訓
を
取
り
ま
と
め
た
他
地
域
へ
の
展
開
計
画
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
る
。

 
 

→
（
詳
細
は
、
別
途
、
成
果
グ
リ
ッ
ド
に
現
在
の
進
捗
と
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
整
理
）

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
 質
問
票
の
配
布
先
：
以
下
の

17
機
関

 
本
省
：

RR
D

/D
M

H
/G

A
D

 
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
政
府
：

RR
D

/D
M

H
/G

A
D

 
ラ
ブ
ッ
タ
郡
政
府
：

RR
D

/D
M

H
/G

A
D

 
ラ
ブ
ッ
タ
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
政
府
：

G
A

D
 

ラ
カ
イ
ン
州
政
府
：

RR
D

/D
M

H
/G

A
D

 
チ
ャ
オ
ピ
ュ
ー
郡
政
府
：

RR
D

/D
M

H
/G

A
D

 

 
2.

2 
成
果

 2
の
進
捗
と
実
績

 
 

 
2.

3 
成
果

 3
の
進
捗
と
実
績

 
 

 
2.

4 
成
果

 4
の
進
捗
と
実
績

 
 

 
2.

5 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
が
達
成

さ
れ
る
見
込
み
は
あ
る
か
。

 
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
：
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
サ
イ
ト
に
て
、
自
然
災
害
の
早
期
警
報
が
住
民
ま
で
迅
速
か
つ
適
切
に
伝
わ
る
シ
ス
テ
ム
の
改

良
モ
デ
ル
が
確
立
さ
れ
、
他
地
域
へ
の
展
開
計
画
が
作
成
さ
れ
る
。

 
・

PD
M
の
各
指
標
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
時
の
成
果
お
よ
び
実
績
を
測
れ
る
よ
う
適
切
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
。

 

付属資料 4.

A4-1



チ
ャ
オ
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
政
府
：

G
A

D
 

 
2.

6 
中
間
レ
ビ
ュ
ー
で
の
提
言
へ

の
対
応

 
・

20
15
年

5
月
に
実
施
さ
れ
た
中
間
レ
ビ
ュ
ー
で
の
提
言
お
よ
び
現
時
点
で
の
対
応
状
況
。

 
1)

 ミ
ャ
ン
マ
ー
側
は
、

SS
B
の
周
波
数
を
早
急
に

M
PT
か
ら
取
得
す
る
。
（

→
 既
に
取
得
済
み
）

 
2)

 ミ
ャ
ン
マ
ー
側
は
ネ
ピ
ド
ー
に
お
け
る
専
門
家
チ
ー
ム
の
事
務
所
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
（

→
 D

M
H
の
建
屋
内
に
確
保
済
み
）

  
3)

 展
開
計
画
を
日
本
側
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
で
協
力
し
て
作
成
す
る
。
ま
ず
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
は
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
バ
ー
を
任
命
す
る
。
（

→
 

カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
を
任
命
済
み
。
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
の
展
開
計
画
も
策
定
済
み
。
）

 
4)

 展
開
計
画
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
実
施
す
る
（

→
 第

4
年
次
業
務
以
降
に
実
施
予
定
）

 
5)

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
広
く
宣
伝
す
る
（

→
 実
施
中
）

 
6)

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、

RR
D
防
災
研
修
セ
ン
タ
ー
や

G
A

D
標
準
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
活
用
す
る
よ
う
努
力
（

→
 実
施

中
）

 
7)

 展
開
計
画
の
策
定
と
成
果
品
の
制
度
化
に
向
け
て
、
専
門
家
チ
ー
ム
は
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
す
（

→
 実
施
中
）

 
8)

 導
入
さ
れ
た
通
信
機
材
の
維
持
管
理
体
制
を
構
築
す
る
（

→
 実
施
中
）

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

3.
 効
率
性

 
（
実
施
プ
ロ
セ
ス
）

 
 

3.
1 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計
画

（
PD

M
）
は
関
係
者
間
で
認

識
・
共
有
さ
れ
て
い
る
か
。

 

・
20

12
年

12
月

10
日
に

R/
D
署
名
（
全
体
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
は

20
13
年

3
月
～

20
17
年

3
月
の

4
年
間
）
。

 
・

PD
M
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計
画
と
し
て
関
係
者
の
間
に
ど
の
程
度
明
瞭
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
。

 
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
後
の

PD
M
の
更
新
・
改
訂
の
有
無
。

 
→

 P
D

M
 0
、

PD
M

 1
 (N

ov
 1

7,
 2

01
4)
、

PD
M

 2
（

Fe
b 

18
, 2

01
6）
が

20
16
年

2
月
の
第

4
回

JC
C
に
お
い
て
（
案
）
を
承
認
。

M
/M
と
し
て
署

名
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
。

 
・
活
動
計
画
（

PO
）
と
実
際
の
活
動
の
間
に
顕
著
な
差
異
は
あ
る
か
、
あ
る
場
合
は
そ
の
原
因
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
3.

2 
R/

D
に
合
意
さ
れ
た
実
施
体
制

は
守
ら
れ
て
い
る
か
。

 
・

C/
P
の
任
命
・
参
加
の
状
況
。

C/
P
の
頻
繁
な
異
動
は
な
い
か
。

 
→

 C
/P
リ
ス
ト
を
現
在
更
新
中
。

 
・

JC
C
会
議
の
開
催
実
績
お
よ
び
開
催
結
果
に
か
か
る

M
/M
（
ま
た
は
議
事
録
）
は
両
者
で
合
意
さ
れ
て
い
る
か
。

 
 

 →
 第

1
回

JC
C
お
よ
び
キ
ッ
ク
オ
フ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（

20
13
年

11
月
）
、
第

2
回

JC
C（

20
14
年

11
月
）
、
第

3
回

JC
C
及
び
中
間
レ
ビ
ュ
ー

（
20

15
/5

/2
8）
、
第

4
回

JC
C（

20
16

/2
/5
）

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
3.

3 
R/

D
に
合
意
さ
れ
た
投
入
は
予

定
ど
お
り
実
施
さ
れ
て
い
る

か
。

 

・
日
本
側
か
ら
の
投
入
は
適
切
か
。

 
→

 専
門
家
派
遣
、
本
邦
研
修
（

20
13
年

8
月
、

20
14
年

8
月
、

20
15
年

8～
9
月
）
、
供
与
機
材
（
潮
位
計
、
衛
星
通
信
機
器
な
ど
）
、
現
地
業
務

費
、

CB
D

RM
に
か
か
る
現
地

N
G

O
へ
の
再
委
託
。

 
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
か
ら
の
投
入
は
適
切
か
。

 
→

 C
/P
の
任
命
（

RR
D
総
局
長
と

D
M

H
副
総
局
長
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
、

RR
D
と

D
M

H
の
副
局
長
各

1
名
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
サ
イ
ト
で
は
、
地
域
／
州
の

G
A

D
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、

RR
D
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
が
任
命
）
。

 
→

 設
備
を
含
め
た
事
務
所
ス
ペ
ー
ス
（

D
M

H
ヤ
ン
ゴ
ン
事
務
所
、

D
M

H
ネ
ピ
ド
ー
）
、
活
動
費
（
交
通
費
、
衛
星
通
信
機
器
の
使
用
料
）

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
3.

4 
日
本
側
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
と

の
間
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
の

た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
十
分
か
。

 

・
JC

C
会
議
以
外
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
調
整
の
た
め
の
内
部
的
打
合
せ
の
機
会
は
持
た
れ
て
い
る
か
。

 
 

 →
 P

IC
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
委
員
会
）
会
議
の
開
催
（
ネ
ピ
ド
ー
、
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
、
ラ
カ
イ
ン
で
、

1～
2
ヶ
月
に

1
回
程
度
）

 
・
セ
ミ
ナ
ー
、

W
eb
サ
イ
ト
、
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

FB
等
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
積
極
的
な
広
報
は
あ
る
か
。

 
→

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
年
次
セ
ミ
ナ
ー
（

20
14

/7
/8
、

20
15

/7
/7
ネ
ピ
ド
ー
）
の
開
催
。

 
→

 F
B
と
い
っ
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て
情
報
を
周
知
。

 
・
専
門
家
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
滞
在
し
て
い
な
い
時
の

C/
P
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
十
分
で
あ
っ
た
か
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
3.

5 
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
実
施
機
関
の

定
期
的
・
日
常
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
十
分
か
。

 

・
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
向
上
は
図
ら
れ
て
き
た
か
。

 
 

  
→

 成
果

2
に
つ
い
て
は
、
実
施

3
機
関
か
ら
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
を
配
し
た

W
G
を
、
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
（

20
14
年

3
月
に
第

1
回
開
催
）、

ラ
カ
イ
ン
州
（

20
15
年

5
月
に
第

1
回
開
催
）
で
設
置
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 

 
3.

6 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
現
時
点
ま

で
の
促
進
要
因
・
阻
害
要
因
。

 
・
促
進
要
因

 →
 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
の
対
象
村
は
サ
イ
ク
ロ
ン
・
ナ
ル
ギ
ス
の
被
災
経
験
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
に
積
極
的
に
参
加
（
ラ
カ
イ
ン
州

に
つ
い
て
も

20
10
年
の
サ
イ
ク
ロ
ン
・
ギ
リ
の
被
害
な
ど
確
認
）
。

 
・
阻
害
要
因

 →
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
務
所
は

D
M

H
ヤ
ン
ゴ
ン
事
務
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、

RR
D
、

D
M

H
，

G
A

D
本
局
は
ネ
ピ
ド
ー
に
あ
る
こ
と

か
ら
、
効
率
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
課
題
。
（
中
間
レ
ビ
ュ
ー
時
点
）

 
 
 
 
 
 

 →
 事
務
所
を
ネ
ピ
ド
ー
に
も
設
置
（
引
き
続
き
メ
イ
ン
の
事
務
所
は
ヤ
ン
ゴ
ン
）
。
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
て
、
そ
れ
が

特
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ダ
イ
レ
ク
タ
ー
の
十
分
な
参
画
（
参
加
、
理
解
、
判
断
、
指
示
、
協
力
）
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
（
き
た
の

か
）
を
確
認
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 関
係
機
関
ヒ
ア
リ
ン
グ

 

4.
 イ
ン
パ
ク
ト

 
4.

1 
上
位
目
標
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

終
了
後

3－
5
年
で
の
達
成
が

見
込
め
る
か
。

 

・
上
位
目
標
：
自
然
災
害
の
早
期
警
報
が
住
民
ま
で
迅
速
か
つ
適
切
に
伝
わ
る
シ
ス
テ
ム
が
沿
岸
地
域
、
特
に
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
と
ラ
カ
イ
ン
州
で
整

備
さ
れ
る
。

 
・
上
位
目
標
の
設
定
は
、
指
標
も
含
め
て
現
時
点
で
も
適
切
か
。

 
→

 現
実
的
な
実
施
可
能
性
の
観
点
か
ら
、
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
と
ラ
カ
イ
ン
州
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
も
検
討
す
べ
き
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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7 

 

 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
サ
イ
ト
に
設
置
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
は
、
今
後
も
継
続
的
に
維
持
管
理
・
活
用
さ
れ
る
見
通
し
は
あ
る
か
。

 

 
4.

2
上
位
目
標
以
外
の
想
定
さ
れ
る

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
（
又
は
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
）
な
イ
ン
パ
ク
ト
は
あ
る

か
。

 

・
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
有
無
（
貧
困
削
減
、
環
境
保
全
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
等
の
開
発
課
題
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
含
む
）
。

 
→

 D
M

H
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
も
踏
ま
え
て
、
洪
水
警
報
の
発
令
基
準
の
見
直
し
を
検
討
中
。

 
→

 C
/P
が
防
災
に
係
る
業
務
の
発
注
の
仕
方
や
デ
ザ
イ
ン
の
点
で
、
ど
の

C/
P
が
何
を
ど
の
程
度
学
ん
だ
か
の
例
が
あ
れ
ば
（

SS
B
の
ス
ペ
ッ
ク

等
）
。

  
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
以
外
で
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
ま
た
は
国
外
に
お
け
る
関
連
行
事
等
へ
の
出
席
や
発
表
な
ど
あ
る
か
。

 
→

 2
01

5
年

6～
8
月
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
全
国
で
発
生
し
た
洪
水
に
対
し
て
、

20
15
年

12
月
に
実
態
調
査
を
実
施
し
、
第

4
回

JC
C（

20
16

/2
/5
）
で

概
要
を
発
表
。

D
M

H
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
、

RR
D
の
被
害
記
録
の
方
法
な
ど
に
お
い
て
イ
ン
パ
ク
ト
は
無
か
っ
た
か
。

 
→
「

Le
ss

on
s L

ea
rn

ed
 W

or
ks

ho
p 

on
 2

01
5 

Fl
oo

ds
 a

nd
 L

an
ds

lid
e 

D
isa

st
er
」

 （
20

16
/2

/9
、

JI
C

A
・

U
SA

ID
・

U
N

O
CH

A
・

W
FP
共
催
）
で
実

態
調
査
の
概
要
を
発
表
。

 
・
二
国
間
関
係
強
化
、
日
本
企
業
／
技
術
の
参
入
促
進
と
い
っ
た
イ
ン
パ
ク
ト
へ
の
影
響
の
有
無
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
4.

3 
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
協

力
ま
た
は
そ
の
予
定
は
あ
る

か
。

 

・
他
の
防
災
関
連

JI
CA

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
情
報
交
換
は
何
か
あ
る
か
。

 
 

 →
 技
プ
ロ
「

M
RT

V
能
力
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
情
報
交
換
の
可
能
性
。

 
・
国
連
・
援
助
機
関
に
よ
る
防
災
関
連
活
動
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
連
携
や
情
報
交
換
は
あ
る
か
。

 
 

 →
 ド
ナ
ー
調
整
会
議
に
お
け
る
情
報
交
換
と
活
動
の
調
整
を
実
施
し
て
い
る
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

5.
 持
続
性

 
5.

1 
政
策
・
制
度
の
観
点
か
ら
の

仕
組
み
は
整
っ
て
い
る
か
。

 
 

・
政
府
の
防
災
に
関
す
る
取
り
組
み
が
大
き
く
変
化
す
る
よ
う
な
予
見
は
あ
る
か
（

M
A

PD
RR

 2
01

2
の
改
訂
な
ど
）

 
 

 →
 今
後
に
策
定
さ
れ
る
上
位
政
策
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
へ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
成
果
の
反
映
も
検
討
（
提
言
と
し
て
含
め
る
等
）
。

 
・
早
期
警
報
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
公
式
化
（
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
・
ラ
カ
イ
ン
地
域
で
の
承
認
、

D
M

H
に
よ
る
標
準
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
採
用
な
ど
）
、

H
D

R
プ
ロ
グ
ラ
ム
や

CB
D

RM
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
制
度
化
（

RR
D
防
災
研
修
セ
ン
タ
ー
や

G
A

D
標
準
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
の
採
用
な
ど
）
、

展
開
計
画
の
策
定
（

M
SW

RR
、

N
D

M
C
に
よ
る
正
式
承
認
な
ど
）
、

V
TD

M
B
の

CB
D

RM
活
動
な
ど
に
対
す
る
支
援
、
等
の
見
込
み
は
あ
る
か
。

 
→

 ネ
ピ
ド
ー
の
役
割
・
機
能
と
、
州
・
地
域
の
予
算
、
制
度
・
計
画
、
意
気
込
み
等
と
の
関
係
。

 
・

 計
画
や
文
書
で
の
言
及
、
関
連
会
議
で
の
発
言
内
容
、
独
自
予
算
に
よ
る
活
動
な
ど
で
関
係
機
関
の
意
思
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
確
認
で
き
る
か
。

 
 

 →
 L

ab
ut

ta
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
の

TD
M

B
は
定
期
的
な
会
合
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
メ
ン
バ
ー
の
防
災
教
育
へ
の
関
心
、
知
識
が
低
い
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 関
係
機
関
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
5.

2 
便
益
を
持
続
し
て
い
く
た
め

の
体
制
・
人
材
は
十
分
か
。

 
 

・
協
力
終
了
後
も
、
実
施
機
関
は
効
果
を
持
続
し
て
い
く
た
め
の
組
織
能
力
（
人
材
配
置
、
業
務
所
掌
な
ど
）
を
有
す
る
見
込
み
は
あ
る
か
。

 
 

 →
 タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
レ
ベ
ル
以
下
の
行
政
単
位
で
は

G
A

D
が
防
災
を
担
う
（

RR
D
の
設
置
は
郡
レ
ベ
ル
ま
で
）
が
、

G
A

D
に
は
防
災
担
当
者
が
配

置
さ
れ
て
い
な
い
。

 
→

 タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

G
A

D
の
職
員
は
通
常
業
務
が
多
忙
で
あ
り
、
防
災
活
動
の
重
要
性
は
認
識
し
て
い
る
も
の
の
、
積
極
的
な
参
加
が
難
し
い
。

 
→

 成
果

2
に
お
け
る

W
G
は
暫
定
的
な
設
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
期
間
内
に

W
G
以
外
の
職
員
の
関
与
も
積
極
的
に
勧
め
て
い

る
。

 
・
関
係
組
織
の
人
材

 
→

 C
BD

RM
の
活
動
で
は
再
委
託
を
受
け
た
ロ
ー
カ
ル

N
G

O
に
よ
る
支
援
も
実
施
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
講
師
・
モ
デ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
蓄
積

さ
れ
て
き
た
現
場
の
経
験
を
今
後
ど
の
よ
う
に
持
続
・
活
用
し
て
い
く
か
。
政
府
と
し
て
も

N
G

O
の
人
材
を
活
用
し
て
い
く
必
要
（
例
：
防
災

の
日
の
行
事
）

  
・
組
織
と
し
て
増
員
の
可
能
性
は
あ
る
か
。

C/
P
の
雇
用
形
態
に
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
、
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
の
別
は
あ
る
か
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 関
係
機
関
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
5.

3 
財
政
面
か
ら
の
持
続
性
の
見

通
し
は
あ
る
か
。

 
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
期
間
中
の
予
算
確
保
の
実
績
、
ま
た
今
後
の
予
算
確
保
に
向
け
た
措
置
は
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
。

 
→

 通
信
機
器
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
そ
れ
ほ
ど
コ
ス
ト
が
掛
か
ら
な
い
が
、

H
D

R
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
、

CB
D

RM
の
継
続
、
展
開
計
画
の
実
行
に

つ
い
て
は
予
算
確
保
が
求
め
ら
れ
る
。

 
→

 V
T
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
へ
講
義
（

CB
D

RM
活
動
）
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

G
A

D
が
開
催
す
る
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
月
例
会

議
を

1
時
間
延
長
す
る
形
で
対
応
し
、
遠
方
か
ら
通
う
参
加
者
の
宿
泊
費
や
食
費
な
ど
の
追
加
的
な
費
用
が
発
生
し
な
い
よ
う
配
慮
。
（
逆
に
、

V
T
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
の
関
心
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
が
課
題
）
。
こ
れ
は
第

3
年
次
に
お
け
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
活
動
で
の
工
夫
で

は
あ
る
が
、
結
局
、
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

 
→

 展
開
計
画
に
か
か
る
予
算
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

G
A

D
本
部
、
州
・
地
域

G
A

D
、

RR
D
本
部
、
州
・
地
域

G
A

D
へ
働
き
か
け
・
検

討
。
ま
た
、
中
央
の
大
臣
、

D
G
レ
ベ
ル
か
ら
の
支
援
が
必
要
。

 
・
国
連
・
国
際
協
力
機
関
か
ら
の
支
援
ま
た
は
協
働
の
可
能
性
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 関
係
機
関
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 

 
5.

4 
技
術
面
か
ら
の
持
続
性
は
見

込
め
る
か
。

 
・
供
与
さ
れ
た
通
信
機
材
お
よ
び
潮
位
観
測
機
器
に
つ
い
て
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
で
の
持
続
的
な
運
用
は
見
込
め
る
か
（
責
任
機
関
、
予
算
、
担
当
部

署
、
点
検
を
含
む
維
持
管
理
体
制
お
よ
び
計
画
は
妥
当
か
。

 
・

H
D

R
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

CB
D

RM
活
動
に
つ
い
て
は
、

C/
P
が
技
術
・
知
識
を
再
確
認
・
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
機
会
等
は
あ
る
か
。

 
・
展
開
計
画
の
技
術
的
な
持
続
性
。

 
  

 →
 そ
の
実
施
を
主
体
的
に
担
う
組
織
、
部
署
、
担
当
者
を
展
開
計
画
で
明
記
し
て
お
く
べ
き
。

 
・
（
政
策
・
制
度
、
体
制
・
人
材
、
財
政
、
技
術
以
外
の
観
点
か
ら
）
持
続
性
を
阻
害
す
る
よ
う
な
そ
の
他
の
要
因
、
リ
ス
ク
は
あ
る
か
。

 

・
 実
施
機
関
へ
の
質
問
票
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

 
・
 関
係
機
関
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
・
 専
門
家
チ
ー
ム
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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添
付

5:
 成
果
グ
リ
ッ
ド
（
指
標
の
達
成
度
）

 
20

16
年

10
月

19
日

 
 
要
約

 
指
標
（
和
文
は
仮
訳
）

 
現
在
の
進
捗
、
こ
れ
ま
で
の
実
績

 
ア
セ
ス
メ
ン
ト

 
上
位
目
標

 
自
然
災
害
の
早
期
警
報
が
住
民
ま

で
迅
速
か
つ
適
切
に
伝
わ
る
シ
ス

テ
ム
が
沿
岸
地
域
、
特
に
エ
ー
ヤ

ワ
デ
ィ
地
域
と
ラ
カ
イ
ン
州
で
整

備
さ
れ
る

 

a.
 改
善
さ
れ
た
早
期
警
報
シ
ス
テ

ム
が
全
て
の
沿
岸
地
域
・
州
に
導

入
さ
れ
る
。

 

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
時
ま
で
に
は
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
と
ラ
カ
イ
ン
州
で
、
早
期
警
報
シ
ス
テ
ム
の
モ
デ
ル
が
提
示
さ
れ
る
見
込
み
。
他
地
域
へ
の
展
開
に
つ
い

て
は
、
展
開
計
画
の
財
源
の
確
保
を
含
む
（

M
SW

RR
、

N
D

M
C
等
に
よ
る
）
承
認
が
必
要
。

 
・

 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
で
は
、
こ
れ
ま
で
パ
イ
ロ
ッ
ト
活
動
で
指
導
し
て
き
た

C/
P
が
主
体
と
な
っ
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
対
象
村
以
外
で
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
で

能
力
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
こ
う
し
た

C/
P
の
取
り
組
み
を
第

3
年
次
以
降
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
活
動
と
し
て
支
援
）
。
例
え
ば
、

H
lw

a 
Za

rビ
レ
ッ
ジ
・
ト
ラ
ク
ト
が
自
主
的
な
避
難
訓
練
を

Zi
n 

Ph
yu

 G
on

e
村
で
実
施
（

20
16
年

2
月

2
日
）
。

 
・

 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
と
ラ
カ
イ
ン
州
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
村
か
ら
他
地
域
へ
の
普
及
で
は
、
地
域
・
州
に
よ
る
財
政
支
援
、
財
源
確
保
が
不
可
欠
。
よ
っ
て
地
域
・

州
の
主
席
大
臣
、

G
A

D
地
方
事
務
所
長
（
地
域
・
州
セ
ク
レ
タ
リ
ー
）
に
対
す
る
宣
伝
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
。

 
・

 地
域
・
州
で
の
理
解
と
と
も
に
、
財
政
支
援
の
観
点
か
ら
は
中
央
省
庁
で
の
理
解
促
進
も
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
方
で
協
議
を
進
め
て
い
る
。

 

- 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標

 
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
サ

イ
ト
に
て
、
自
然
災
害
の
早
期
警

報
が
住
民
ま
で
迅
速
か
つ
適
切
に

伝
わ
る
シ
ス
テ
ム
の
改
良
モ
デ
ル

が
確
立
さ
れ
、
他
地
域
へ
の
展
開

計
画
が
作
成
さ
れ
る
。

 

a.
 終
了
時
評
価
前
に
実
施
さ
れ
る

訓
練
に
お
い
て
、

2つ
以
上
の
ル

ー
ト
で
、
早
期
警
報
が
パ
イ
ロ
ッ

ト
エ
リ
ア
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
確

実
に
伝
達
さ
れ
る
。

 

・
 従
来
の
情
報
伝
達
ル
ー
ト
（
フ
ァ
ク
ス
、
電
話
、
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
）
に
加
え
、
早
期
警
報
の
為
の
新
た
な
ル
ー
ト
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
提
示
さ
れ
、
そ

の
訓
練
が
行
わ
れ
た
。

 
 

・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
導
入
し
（
早
期
警
報
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
村
レ
ベ
ル
防
災
計
画
に
記
載
さ
れ
た
よ
う
な
）
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
、
お
よ
び
導
入
さ
れ
た

通
信
機
材
（

SS
B、

衛
星
電
話
、
ス
ピ
ー
カ
ー
等
）
の
性
能
を
検
証
す
る
た
め
の
情
報
伝
達
訓
練
が
実
施
さ
れ
た
。

 
1)

 A
ye

ya
rw

ad
dy
地
域
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
サ
イ
ト
（

20
14
年

10
月

31
日
）

: N
PT
本
局

 -
 P

at
he

in
（
地
域
政
府
）

- L
ab

ut
ta
郡

 -
 L

ab
ut

ta
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

- 
H

lw
a 

Za
rビ

レ
ッ
ジ
・
ト
ラ
ク
ト
。

 
2)

 R
ak

hi
ne
州
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
サ
イ
ト
（

20
16
年

2
月

2
日
）
：

N
PT
本
局

 -
 S

itt
w

e（
州
政
府
）

- K
ya

uk
 P

hy
u
郡

 -
 K

ya
uk

 P
hy

u
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

- T
he

a 
Ta

n 
ビ
レ
ッ
ジ
・
ト
ラ
ク
ト
。

 
・
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
に
よ
る
と
、
早
期
警
報
に
関
わ
る
全
て
の
情
報
が
、
新
た
な
伝
達
体
制
に
よ
り
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
に
特
段
の
障
害
な

く
伝
達
さ
れ
た
。

 

・
 最
後
の
情
報
伝
達
訓
練
が

20
16
年

12
月
に

Ay
ey

ar
w

ad
dy
地
域
と

Ra
kh

in
e
州
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
村
落
で
計
画
さ
れ
て
い
る
。

 
 ・

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
作
成
し
た
村
レ
ベ
ル
防
災
計
画
に
沿
っ
て
、
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
よ
り
伝
達
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
き
村
民
が
必
要
な
行
動
を
と
る
た

め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
避
難
訓
練
が
実
施
さ
れ
た
。

 
1)

 A
ye

ya
rw

ad
dy
地
域
の

K
w

a 
K

w
a 

La
y
村
お
よ
び

Sh
w

e 
K

yu
n 

Th
ar
村
（

20
14
年

10
月

31
日
）
。

 
2)

 A
ye

ya
rw

ad
dy

 地
域
の

Zi
n 

Ph
yu

 G
on

e
村
（
自
主
訓
練
）
、
お
よ
び

Ra
kh

in
e
州
の

Ta
n 

K
ha

 Y
oe
村
と

Le
t N

yo
t N

go
n
村
（

20
16
年

2
月

2
日
）

 

・
 最
後
の
避
難
訓
練
が

20
16
年

12
月
に

Ra
kh

in
e州

の
K

in
 M

ya
uk
村
で
計
画
さ
れ
て
い
る
。

 
 

達
成

 

b.
 コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
適

切
な
情
報
が
訓
練
で
伝
達
さ
れ

る
。

 

・
 2

01
6
年

2
月

2
日
の
情
報
伝
達
訓
練
に
お
い
て
、

D
M

H
が
発
出
し
た
警
報
文
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
、
注
意
す
べ
き
時
間
・
場
所
（
郡
レ
ベ

ル
）
、
危
険
度
（
カ
ラ
ー
コ
ー
ド
、
風
速
、
高
潮
の
予
測
最
大
値
な
ど
）
の
詳
細
を
示
す
よ
う
に
改
善
さ
れ
た
。
中
央
で
発
出
さ
れ
た
警
報
は
、

SS
B
に
よ
り
迅

速
に
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
ま
で
到
達
し
、
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
か
ら
村
長
に
固
定
電
話
で
伝
達
、
併
せ
て
ス
ピ
ー
カ
ー
で
全
村
に
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る
。
住
民

が
避
難
等
の
適
切
な
行
動
を
と
っ
た
点
に
お
い
て
、
情
報
は
適
切
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

 
・
 最
後
の
情
報
伝
達
訓
練
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
避
難
訓
練
を

20
16
年

12
月
に
実
施
予
定
。

 
 

達
成
さ
れ
る
見
込

み
 

（
最
後
の
訓
練
を

20
16
年

12
月
に
実

施
予
定
）

 

c.
 沿

岸
地
域
へ
の
展
開
計
画
が

JC
C
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
。

 
（
当
初
の

N
D

M
C
に
よ
る
承
認
で
な
く
、
成
果

4
と
同
じ

JC
C
に
よ
る
承
認
、
に
変
更
）

 
・

 指
標

4-
a
を
参
照
。

 
 

達
成
さ
れ
る
見
込

み
 

（
指
標

4-
a
参
照
）

 
成
果

 
1.

 自
然
災
害
早
期
警
報
の
情
報
伝

達
シ
ス
テ
ム
が
改
善
さ
れ
る
。

 
 

a.
 導
入
さ
れ
た
一
斉
情
報
伝
達
シ

ス
テ
ム
が
正
常
に
稼
働
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。

 

・
 N

PT
で
は
、

RR
D
、

D
M

H
、

G
A

D
の
本
局
間
で
の
情
報
共
有
強
化
の
た
め
に
、
既
存
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
を
利
用
し
た
ス
カ
イ
プ
会
議
が
導
入
さ
れ
た
。

 
・
 N

PT
の
各
機
関
の
本
局
か
ら
パ
イ
ロ
ッ
ト
サ
イ
ト
の
郡
、
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
、
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
ま
で
の
縦
方
向
の
情
報
伝
達
の
強
化
の
た
め
に
、

SS
B
無

線
機
と
衛
星
電
話
が
設
置
さ
れ
た
。

 
・
 パ
イ
ロ
ッ
ト
サ
イ
ト
対
象
村
で
は
、
強
化
ア
ン
テ
ナ
付
き
の
固
定
電
話
と
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
ハ
ン
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
を
供
与
。

 
 # 

 
機
器
種
別

 
設
置
場
所

 
 

合
計

 
ネ
ピ
ド
ー

 
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域

 
ラ
カ
イ
ン
州
（
第

3
年
次
～
）

 
パ
テ
イ
ン

 
ラ
ブ
ッ
タ

 
シ
ッ
ト
ウ
ェ
ー

 
チ
ャ
オ
ピ
ュ
ー

 
1 

SS
B
無
線
機

 
RR

D
 (1

) 
D

M
H

 (1
) 

G
A

D
 (1

) 
 

RR
D

 (1
) 

G
A

D
 (1

) 
RR

D
 (1

) 
D

M
H

 (1
) 

郡
G

A
D

 (1
) 

タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

G
A

D
 (1

) 
ル
ワ
ザ
ー

V
T 

(1
) 

RR
D

 (1
) 

G
A

D
 (1

) 
 

RR
D

 (1
) 

 
郡

/タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

G
A

D
 (1

) 
 

テ
タ
ン

V
T 

(1
) 

 

(1
5)

 

2 
PC
と
衛
星
電
話
サ
ー
ビ

ス
 

RR
D

 (1
) 

 
RR

D
 (1

) 
 

- 
RR

D
 (1

) 
 

- 
(3

) 

3 
PC
（
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網

に
よ
る
パ
ソ
コ
ン
通

RR
D

 (1
) 

D
M

H
 (2

) 
G

A
D

 (1
) 

 

- 
- 

- 
- 

(5
) 

達
成

 

付属資料 5.

A5-1



  

9 

 

話
、
フ
ァ
イ
ル
転
送
の

た
め
の
専
用
ラ
イ
ン
）

 
M

RT
V
（

1）
 

4 
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
、

ハ
ン
デ
ィ
ス
ピ
ー
カ
ー

 
- 

- 
ル
ワ
ザ
ー
村

 (
2)

 
ク
ワ
ク
ワ
レ
イ
村

 (
2)

 
シ
ュ
エ
チ
ュ
ン
タ
ー
村

 (
2)

 

- 
テ
タ
ン
村

 (
2)

 
コ
ン
バ
ウ
ン
村

 (
2)

 
タ
ン
カ
ー
ヨ
ー
村

 (
2)

 
レ
ニ
ョ
ゴ
ン
村

 (
1)

 

(1
3)

 

5 
ア
ン
テ
ナ
を
強
化
し
た

CD
M

A
回
線
固
定
電
話

 
- 

- 
ル
ワ
ザ
ー
村

 (
2)

 
ク
ワ
ク
ワ
レ
イ
村

 (
2)

 
シ
ュ
エ
チ
ュ
ン
タ
ー
村

 (
2)

 

- 
- 

(6
) 

6 
ア
ン
テ
ナ
を
強
化
し
た

G
SM

回
線
固
定
電
話

 
- 

- 
- 

- 
テ
タ
ン
村

 (
2)

 
コ
ン
バ
ウ
ン
村

 (
2)

 
タ
ン
カ
ー
ヨ
ー
村

 (
2)

 
レ
ニ
ョ
ゴ
ン
村

 (
1)

 

(7
) 

7 
ソ
ー
ラ
ー
パ
ワ
ー
シ
ス

テ
ム

 
- 

- 
ル
ワ
ザ
ー
村

 (
3)

 
ク
ワ
ク
ワ
レ
イ
村

 (
2)

 
シ
ュ
エ
チ
ュ
ン
タ
ー
村

 (
2)

 

- 
テ
タ
ン
村

 (
3)

 
コ
ン
バ
ウ
ン
村

 (
2)

 
タ
ン
カ
ー
ヨ
ー
村

 (
2)

 
レ
ニ
ョ
ゴ
ン
村

 (
1)

  

(1
5)

 

8 
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

 
- 

- 
- 

- 
テ
タ
ン
村

 (
2)

 
コ
ン
バ
ウ
ン
村

 (
2)

 
タ
ン
カ
ー
ヨ
ー
村

 (
2)

 
レ
ニ
ョ
ゴ
ン
村

 (
1)

  

(7
) 

・
 光
フ
ァ
イ
バ
ー
は

D
M

H
-M

RT
V
間
、
中
央
省
庁
間
は

Sk
yp

e、
衛
星
電
話
は

RR
D
の
本
部
、
パ
テ
イ
ン
事
務
所
、
シ
ッ
ト
ウ
ェ
ー
事
務
所
の
み
の
接
続
。

 
・

 S
SB
無
線
機
に
つ
い
て
は
、

M
PT
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
郵
電
国
営
企
業
）
か
ら
新
周
波
数
の
割
り
当
て
が

20
15
年

10
月
に
許
可
さ
れ
た
。

 

b.
 タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
以
下
の
行
政
レ

ベ
ル
に
お
け
る
情
報
伝
達
シ
ス
テ

ム
の
モ
デ
ル
が
提
案
さ
れ
る
。

 

・
 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
で
は
、
サ
イ
ク
ロ
ン
・
ナ
ル
ギ
ス
等
の
被
害
状
況
、
サ
イ
ク
ロ
ン
シ
ェ
ル
タ
ー
の
有
無
、
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
等
の
実
施
意
欲
な
ど
を
基
準

に
、
対
象

3
村
を
選
定
。
ラ
カ
イ
ン
州
で
も
、
同
様
の
基
準
に
安
全
面
も
考
慮
し
て
、
第

3
年
次
に
対
象

4
村
を
選
定
。
（
テ
タ
ン
村
と
コ
ン
バ
ウ
ン
村
は
同
じ

島
内
に
あ
る
た
め
、
活
動
は

2
村
合
同
で
実
施
）
。

 
・

 タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
レ
ベ
ル
以
下
の
行
政
レ
ベ
ル
に
お
け
る
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
「
防
災
法
」
の
運
用
規
則
で
あ
り
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
及
び
ビ
レ
ッ
ジ
ト

ラ
ク
ト
の

D
M

B（
防
災
委
員
会
）
の
業
務
内
容
を
定
め
る
「

D
isa

st
er

 M
an

ag
em

en
t R

ul
es
（

20
15
年
）
」
、
お
よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
作
成
し
た
「
村
レ
ベ
ル

防
災
計
画
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

 
 ・

 防
災
機
関
が
と
る
べ
き
防
災
活
動
を
規
定
す
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
オ
ー
ダ
ー
（
中
央
お
よ
び
州
・
地
域
レ
ベ
ル
の
服
務
規
程
）
と
防
災
管
理
計
画
（
郡
、
タ

ウ
ン
シ
ッ
プ
レ
ベ
ル
）
を
ベ
ー
ス
に
「
ラ
イ
ム
ラ
イ
ン
」
（
事
前
対
応
・
緊
急
対
応
の
際
の
活
動
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
）
を
作
成
し
た
。
関
係
機
関
の
役
割
分
担

の
明
確
化
に
向
け
た

St
an

di
ng

 O
rd

er
の
改
訂
作
業
は
い
っ
た
ん
中
止
と
な
っ
て
い
る
（

20
16
年

7
月
時
点
）
。

 

達
成

 

c.
 設

置
さ
れ
た
潮
位
計
に
よ
り
潮

位
デ
ー
タ
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
さ

れ
、
早
期
警
報
シ
ス
テ
ム
向
上
の

た
め
に
解
析
さ
れ
る
。

 

・
 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
の
最
南
端
で
あ
る

H
ai

ng
 G

yi
 K

yu
n
に
お
い
て
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
電
波
式
潮
位
計
を
設
置
（

20
14
年

10
月
）
。

20
15
年

11
月
よ
り
、
潮

位
デ
ー
タ
は
、
気
象
衛
星
、

G
TS
回
線
を
通
じ
て
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

D
M

H
に
送
ら
れ
て
い
る
。

 
・

 3
カ
所
に
簡
易
潮
位
計
を
設
置
（

G
w

a、
Py

ap
on
、

La
bu

tta
）
し
、

D
M

H
職
員
に
対
し
目
視
に
よ
る
観
測
方
法
等
を
指
導
（

20
16
年

1
月
）
。

 

達
成

 

d.
 マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
た
情
報

伝
達
の
改
善
モ
デ
ル
が
提
案
さ
れ

る
。

 

・
 D

M
H
が
制
作
し
た
天
気
予
報
番
組
を
、

M
RT

V
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
営
放
送
）
に
フ
ァ
イ
ル
送
信
す
る
仕
組
み
に
つ
き
提
案
・
合
意
さ
れ
た
。

 
・
 フ
ァ
イ
ル
転
送
を
行
う
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
（
ル
ー
タ
）
及
び
専
用

PC
を
、

20
16
年
度
に
調
達
し
、

D
M

H
と

M
RT

V
の
接
続
に
つ
い
て
は
専
用
の
光

ケ
ー
ブ
ル
が

20
16
年

9
月
に
敷
設
さ
れ
た
。

 
 

達
成

 

2.
  

N
D

CM
を
始
め
防
災
関
係
機

関
の
災
害
対
応
能
力
（
成
果

1
に
お
い
て
明
確
に
し
た
責
任
・

役
割
に
沿
っ
た
活
動
）
が
中
央

レ
ベ
ル
、
地
域
・
州
レ
ベ
ル
、

郡
レ
ベ
ル
、
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
レ

ベ
ル
で
向
上
す
る
。

 

a.
 8

0%
以
上
の
防
災
に
関
係
す
る

政
府
機
関
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

開
催
す
る
自
然
災
害
早
期
警
報

に
係
る
セ
ミ
ナ
ー
・
研
修
・
訓

練
に
参
加
す
る
。

 

（
Ay

ey
ar

w
ad

dy
地
域
）

 
・

 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
で
、
中
央
レ
ベ
ル
の

RR
D
、

G
A

D
、

D
M

H
職
員
か
ら
パ
イ
ロ
ッ
ト
サ
イ
ト
の
郡
・
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
職
員
ま
で
計

66
名
に
対
し
、
防
災
に

か
か
る
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
評
価
を
実
施
。
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
半
日
の
防
災
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
視
聴
覚
教
材
を
作
成
し
、

H
RD

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

（
20

14
年

7
月
、

20
14
年

10
月
）
。

W
G
（

20
14
年

3
月
に
第

1
回
開
催
）
を
中
心
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
と
成
果
品
の
作
成
を
実
施
。

 
・

 C
BD

RM
の
た
め
の

TO
T
研
修
講
師
と
し
て
、
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
人
材
（

D
M

B）
を
育
成
す
る
こ
と
に
決

定
。

 
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
活
動
（
第

3
年
次
：

20
15
年

3
月
～
）

 
1)

 W
G
メ
ン
バ
ー
が
講
師
と
な
っ
て
、

5
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
の
月
例
会
議
に
お
い
て

H
RD

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
（

G
A

D
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
職
員
、

V
T
ア
ド
ミ
ニ
ス

ト
レ
ー
タ
ー
を
対
象
）
。
必
要
に
応
じ
た

H
D

R
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
改
善
。

 
2)

 情
報
伝
達
訓
練
を
ラ
カ
イ
ン
州
と
同
時
開
催
（

20
16

/2
/2
）
。

 
 

（
Ra

kh
in

e州
）

 
・

 ラ
カ
イ
ン
州
政
府
レ
ベ
ル
お
よ
び
パ
イ
ロ
ッ
ト
エ
リ
ア
（
チ
ャ
オ
ピ
ュ
ー
郡
／
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
）
で
の
活
動
（
第

3
年
次
：

20
15
年

3
月
～
）

 
1)

 シ
ッ
ト
ウ
ェ
ー
（
州
）
、
チ
ャ
オ
ピ
ュ
ー
（
郡
・
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
）
の

RR
D
、

D
M

H
、

G
A

D
の
職
員

9
名
の

W
G
を
結
成
（

20
15

/5
/2

1
に
第

1
回
開
催
）

 

達
成

 

付属資料 5.

A5-2



2)
 気
象
警
報
（
気
象
庁
）
と
避
難
情
報
（
自
治
体
）
の
関
係
に
か
か
る
講
義
（
第

2
回

W
G
会
議
）

 
3)

 早
期
警
報
シ
ス
テ
ム
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
（
第

2～
4
回

W
G
会
議
）

 
4)

 H
RD

セ
ミ
ナ
ー
開
催
（

20
15

/7
/2

3
お
よ
び

20
15

/1
0/

20
、

W
G
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
発
表
）

 
5)

 情
報
伝
達
（
カ
ラ
ー
コ
ー
ド
と
危
険
郡
名
）
訓
練
を
実
施
（

20
16

/2
/2
）
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
導
入
し
た
通
信
機
材
、

H
RD

活
動
で
作
成
し
た
早
期
警
報

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
有
効
性
を
確
認
。

 

・
 R

RD
、

G
A

D
、

D
M

H
以
外
の
関
連
機
関
に
つ
い
て
は
、
年
次
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
て
い
る
（
農
業
・
畜
産
・
灌
漑
省
、
電
力
省
、
ヤ
ン
ゴ
ン
工
科
大
学
、
教

育
研
修
計
画
局
、
自
然
資
源
・
環
境
保
全
省
、
消
防
曲
、
農
村
開
発
局
、
建
設
省
、
鉄
道
省
、

M
RT

V
、

FM
ラ
ジ
オ
局
な
ど
）
。

 
・

 2
01

6
年
に
お
い
て

N
D

M
C（

国
家
災
害
管
理
委
員
会
）
を
構
成
し
て
い
る

13
省
局
の
う
ち
、

11
省
局
の
代
表
者
が
年
次
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た
こ
と
か
ら
、

年
次
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
参
加
率
は

84
％
で
あ
る
。

 
 

b.
 各
レ
ベ
ル
に
お
け
る
早
期
警
報

シ
ス
テ
ム
に
係
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
が

作
成
さ
れ
る
。

 
 

・
 中
央
か
ら
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
レ
ベ
ル
ま
で
の
政
府
職
員
を
対
象
と
し
た
早
期
警
報
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ド
ラ
フ
ト
が
作
成
さ
れ
た
（

20
14
年

7
月
）
。

 
・

 現
在
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
は

C/
P
に
よ
り
章
ご
と
に
見
直
し
作
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ラ
カ
イ
ン
州
で
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
活
動
を
踏
ま
え
て
最
終
化
さ
れ
る
予
定
。

 
達
成

 

3.
 自

然
災
害
に
対
す
る
住
民
の
災

害
対
応
能
力
が
向
上
す
る
。

 
a.

 パ
イ
ロ
ッ
ト
・
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ

ク
ト
内
の
全
て
の
村
か
ら
、
研

修
・
避
難
訓
練
へ
の
参
加
者
が
あ

る
。

 

・
 V

TD
M

B（
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
防
災
委
員
会
）
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
な
連
携
先
。

 
 （

Ay
ey

ar
w

ad
dy
地
域
）

 
・

 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
の

C/
P
が
講
師
と
な
り
、

V
TD

M
B
の
メ
ン
バ
ー

50
名
を
対
象
に

TO
T 

W
/S
を
実
施
（

20
14
年

3
月
）
。

 
・

 次
い
で
、

V
TD

M
B
の
メ
ン
バ
ー
が
講
師
・
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
と
な
り
、
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
の
対
象

3
村
に
お
い
て
、

N
G

O
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
各
村

5
回
の

CB
D

RM
 W

/S
を
開
催
（

CB
D

RM
の
基
礎
知
識
、
村
の
踏
査
と
マ
ッ
ピ
ン
グ
、
避
難
ル
ー
ト
検
討
、
村
の
防
災
管
理
計
画
の
作
成
、
避
難
訓
練
の
実
施
、
防
災

管
理
計
画
の
見
直
し
等
）
。

 
避
難
訓
練
の
実
施
村

 
実
施
日

 
人
口

 
避
難
訓
練
の
参
加
者
数
（
人
口
に
対
す
る
参
加
者
比
率
）

 
ル
ワ
ザ
ー
村

  
20

14
年

6
月

 
1,

47
6 

35
0
名

 (
23

.8
%

) 
ク
ワ
ク
ワ
レ
イ
村

 
20

14
年

10
月

 
60

2 
28

6 
名

 (
47

.5
%

) 
シ
ュ
エ
チ
ュ
ン
タ
ー
村

 
20

14
年

10
月

 
67

7 
27

8 
名

 (
41

.1
%

) 
注
）
上
述
の
避
難
訓
練
に
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
内
の
全
て
の
村
か
ら
、
研
修
・
避
難
訓
練
へ
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。

 
・

 フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
活
動
（
第

3
年
次
：

20
15
年

3
月
～
）
：

 
1)

 L
ab

ut
ta
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

D
M

B
向
け

TO
T 

W
/S
を
開
催
（

20
15

/3
/5
）
。

 
2)

 タ
ウ
ン
シ
ッ
プ

G
A

D
職
員
（
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
職
員
）
に
よ
る
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
・
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
対
す
る
、
毎
月
の
定
例
会
合
の
機
会

を
利
用
し
た
防
災
に
か
か
る
講
義
。

 
3)

 ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
・
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
村
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
へ
の
防
災
教
育
。

 
 （

Ra
kh

in
e州

）
 

・
ラ
カ
イ
ン
州
対
象

4
村
で
の

CB
D

RM
活
動
（
第

3
年
次
：

20
15
年

3
月
～
）

 
1)

 V
TD

M
B
を
対
象
と
し
た

TO
T 

W
/S
の
開
催

 
2)

 T
O

T
を
受
け
た

V
TD

M
B
メ
ン
バ
ー
が
講
師
と
な
り
、
対
象
村
に
て
計

5
回
の

CB
D

RM
 W

/S
を
実
施
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
計
画
の
立
案
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
イ
ン
フ
ラ
計
画
、
避
難
訓
練
な
ど
）
。

 
避
難
訓
練
の
実
施
村

 
実
施
日

 
人
口

 
避
難
訓
練
の
参
加
者
数
（
人
口
に
対
す
る
参
加
者
比
率
）

 
テ
タ
ン
村
・
コ
ン
バ
ウ
ン

村
 

20
15

/6
/1

4 
58

4 
45

5
名
、

56
名
の

D
M

B
メ
ン
バ
ー
（

77
.9

%
）

 

タ
ン
カ
ー
ヨ
ー
村

 
20

16
/2

/2
 

27
0 

12
8
名
、

47
名
の

D
M

B
メ
ン
バ
ー
（

47
.4

%
）

 
レ
ニ
ョ
ゴ
ン
村

 
20

16
/2

/2
 

12
2 

73
名
、

33
名
の

D
M

B
メ
ン
バ
ー
（

59
.8

%
）

 
注
）
上
述
の
避
難
訓
練
に
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
ビ
レ
ッ
ジ
ト
ラ
ク
ト
内
の
全
て
の
村
か
ら
、
研
修
・
避
難
訓
練
へ
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。

 
3)

 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
、
ラ
カ
イ
ン
州
の
活
動
を
取
り
ま
と
め
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
。

 
4)

 K
in

 M
ya

uk
村
が
、
第

4
年
に
新
た
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
村
落
と
し
て
追
加
さ
れ
た
。

 
 ・

 読
み
書
き
で
き
る
住
民
の
少
な
い
パ
イ
ロ
ッ
ト
村
で
は
、
活
動
に
応
じ
て
、
再
委
託
先
の

N
G

O
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ロ
ー
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
支
援
を
実
施
。

 
 

達
成

 

b.
 全
て
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
村
落
に
お

い
て
避
難
所
お
よ
び
避
難
ル
ー
ト

が
定
め
ら
れ
、
村
人
に
提
示
さ
れ

る
。

 

（
Ay

ey
ar

w
ad

dy
地
域
）

 
・

 エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
の
対
象

3
村
で
は
、
避
難
先
と
避
難
ル
ー
ト
が
指
定
さ
れ
、
村
民
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

 
・

 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
の
対
象

3
村
に
対
し
て
、
避
難
ル
ー
ト
確
保
の
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
対
策
費
を
提
供
：
ボ
ー
ト
の
船
着
場
（
ル
ワ
ザ
ー

村
）
、
小
規
模
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
橋
（
ク
ワ
ク
ワ
レ
イ
村
、
シ
ュ
エ
チ
ュ
ン
タ
ー
村
）

 
 

（
Ra

kh
in

e州
）

 
・

 ラ
カ
イ
ン
州
対
象

4
村
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
活
動
が
既
に
終
了
。
第

4
年
次
に
新
た
に
追
加
さ
れ
た

K
in

 M
ya

uk
村
で
の
活
動
は
現
在
も
継
続
中
。

 
・

 コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
イ
ン
フ
ラ
支
援
：
橋
（
テ
タ
ン
村
）
、
僧
院
の
強
化
（
タ
ン
カ
ー
ヨ
ー
村
）
、
避
難
経
路
の
整
備
（
レ
ニ
ョ
ゴ
ン
村
）

  
 

達
成
さ
れ
る
見
込

み
 

（
第

4
年
次
に
新

た
に
追
加
さ
れ
た

K
in

 M
ya

uk
村
で

の
活
動
終
了
を
も

っ
て
完
了
）
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4.
 成
果

1～
3
の
教
訓
を
取
り
ま
と

め
た
他
地
域
へ
の
展
開
計
画
が

と
り
ま
と
め
ら
れ
る
。

 

a.
 沿
岸
地
域
へ
の
展
開
計
画
が

JC
C
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
。

 
・
 展
開
計
画
を
検
討
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
チ
ー
ム
（
ネ
ピ
ド
ー
の

RR
D
、

D
M

H
、

G
A

D
か
ら
各

3
名
の
計

9
名
）
が
結
成
さ
れ
、
会
議
を
開
催
（

20
15
年

7
月

21
日
の
第

1
回
か
ら

20
16
年

2
月

10
日
の
第

12
回
ま
で
）

 
・
 2

01
7
年
度
を
初
年
度
と
す
る

5
年
間
の
展
開
計
画
案
お
よ
び
必
要
な
予
算
（
情
報
伝
達
機
材
、

H
RD

活
動
、

CB
D

RM
活
動
）
の
検
討
、
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域

政
府
の
予
算
化
に
向
け
た
協
議
と
支
援
の
実
施
（
第

3
年
次
）
。

 
 

  
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
で
の
展
開
計
画
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
（
案
）
（

20
16
年

9
月

27
日
）

 
活
動

 
内
容

 
20

17
 

20
18

 
20

19
 

20
20

 
20

21
 

合
計

 
EW

伝
達
機
材

 
SS

B
 

6 
6 

8 
6 

8 
34

 
村
落
用
通
信
機
材

 
4 

4 
7 

5 
6 

26
 

予
算
（
百
万
チ
ャ
ッ
ト
）

 
23

.4
 

23
.4

 
35

.7
 

26
.1

 
33

.0
 

14
1.

6 
H

RD
 

H
RD

 W
/S
の
回
数

 
8 

5 
8 

6 
7 

34
 

情
報
伝
達
に
係
る
会
議
回
数

 
4 

2 
2 

2 
2 

12
 

予
算
（
百
万
チ
ャ
ッ
ト
）

 
12

.4
 

7.
3 

10
.6

 
8.

4 
9.

5 
48

.2
 

CB
D

RM
 

TO
T 

W
/S
の
回
数

 
4 

4 
7 

5 
6 

26
 

村
落
で
の

CB
D

RM
 W

/S
回
数

 
4 

4 
7 

5 
6 

26
 

予
算
（
百
万
チ
ャ
ッ
ト
）

 
16

.0
 

16
.0

 
28

.0
 

20
.0

 
24

.0
 

10
4.

0 
合
計
（
百
万
チ
ャ
ッ
ト
）

 
51

.8
 

46
.7

 
74

.3
 

54
.5

 
66

.5
 

29
3.

8 
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
会
計
年
度
は

4
月

1
月
か
ら
翌
年

3
月

31
日
ま
で
。
）

 
（
参
考
と
し
て
、

RR
D
エ
ー
ヤ
ワ
デ
ィ
地
域
事
務
所
の

20
15

-1
6
年
度
の
承
認
予
算
は

 通
常
予
算
と
事
業
予
算
の
合
計
で

19
1
百
万
チ
ャ
ッ
ト
）

 
・
 ラ
カ
イ
ン
州
で
の
展
開
計
画
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
（
案
）
（

20
16
年

8
月

10
日
）

 

達
成
さ
れ
る
見
込

み
 

（
JC

C
は

20
16
年

11
月
及
び

20
17

年
1
月
に
開
催
予

定
）
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添付 6: インタビュー記録（2016年 10月 17日～10月 26日） 
 
日時： 2016年 10月 17日（月）10:15～10:30 

場所： RRD Nay Pyi Taw 

先方： U Win Htein Kyaw（Director）、Daw Myat Moe Thwe（DD）, U Win Zaw Htay（DD）, U Ye Thu Han（Assistant SO）, Daw Htaw Kyi
（DD）, Daw Khaing Mariar Kyaw（Staff） 

当方： 櫻井ミャンマー事務所員、Thet Thet Zaw ミャンマー事務所員、小林総括、内倉副総括、太田プロジェクトスタッフ、藤本プロジェクトスタ
ッフ、Daw Ngwe Zin Hlaingプロジェクトスタッフ、奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳 

（最初に当方より終了時評価の目的とスケジュールについて説明） 
 
・ 調査団がネピドーにいる間にインタビューを設定する。おそらく明日。時間は追って連絡する。 
 

 
RRDにおけるキックオフ・ミーティング 

 
GADにおけるキックオフ・ミーティング 

 

日時： 2016年 10月 17日（月）11:00～11:45 

場所： GAD Nay Pyi Taw 

先方： U Aung Myo Thein（DYD）、U Zaw Naw Win（Officer）、U Aung Ko Ko Lin（Officer）、U Soe Moe Oo（DY Officer）、Daw Thandor Oo
（DY Officer）  

当方： 櫻井ミャンマー事務所員、Thet Thet Zaw ミャンマー事務所員、小林総括、内倉副総括、太田プロジェクトスタッフ、藤本プロジェクトスタ
ッフ、Daw Ngwe Zin Hlaingプロジェクトスタッフ、奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳 

 
（最初に当方より終了時評価の目的とスケジュールについて説明） 
 
・ 今日は Director は休みをとっており、自分は代理として会っている。事前に質問票に回答した。GAD はアドミニ、財務などの 7 局がある。今回の
終了時評価は充分にアテンドする。 

 
・ GADの主な役割は、6層ある縦の行政レベル（国、州／地域、県、タウンシップ、ビレッジトラクト、村）の間の調整。GADは、防災についてのSOP
は持っていない。州・地域政府、県、タウンシップレベルまでは既に採用した。州／地域政府のレベルまでは長・中期計画を持っている（GAD は国

レベルでは防災計画を作成していないが、地方レベル以下では防災計画を計画を持っている？）。GAD としてはその作成に部分的に関与した。 
 
（プロジェクトへの関与） 
・ GADは、パイロット地域において、HRD活動のWGのメンバーとしてやってきた。防災訓練にも参加した。しかし GADスタッフの異動があった。 
・ 展開計画については、パイロット地域である Ayerwaddy、Rakhineの中だけ広げていくのか。（→そう考えている。） 
・ 展開計画が実施出来るかどうかは、予算による。国として、防災用に 20 million チャットだったか、の予算が付くと聞いたことがある。しかし GAD
にはそうした予算はない。防災に対して、我々は他の人道支援団体の技術や知識も必要。我々には予算がない。 

・ GAD の中には防災に関する研修（HRD の WG や本邦研修）を受けたスタッフがいる。しかし彼らは他局に異動になった。能力強化を受けたもの

はその部署で貢献していくような、そうした政策が必要だ。 
・ 水曜日に Directorが返ってくるので、その際にインタビューしてほしい。 

 

日時： 2016年 10月 17日（月）13:40～15:00 

場所： DMH Nay Pyi Taw 

先方： Dr. Kyaw Moe Oo（DYDG）、U Hla Tun（DD）、Daw Nyein Nyein Naing（DD）、Dr.Yin Myo Min Htwe（AD）、U Tun Naing Win
（Engineer） 

当方： 小林プロジェクト総括、内倉プロジェクト副総括、太田プロジェクトスタッフ、藤本プロジェクトスタッフ、奥田（記録）、U Aye Than 
Maung通訳 

（最初に当方より終了時評価の目的とスケジュールについて説明） 
 
・ 自分は（DYDG）は 10 月 21 日～11 月 4 日まで海外で不在。（→ それでは、誰が 11 月 4 日の JCCで M/Mに署名するのか。） DGが JCC に
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出席しサインする。（10月 31日に予定の DGへの表敬について、事務所からレターを出したが、会えそうか。） 確認する。 
・ 今回は評価に参加できず申し訳ない。しかし、質問票に回答した Daw Nyein Nyein Naing と、U Hla Tunの二人の Deputy Directorが協力する。
アドミニ部門の Deputy Directorを始め、プロジェクトには多くの Deputy Directorが関わっている。 

 
（質問票 1-2 妥当性） 
・ DMH の 5 ヵ年計画（2015-2020）の中に、水文観測機器の設置が触れられている。また、そのナショナルガイドラインを作成すること、政府予算で
進めること。しかし、早期警報システムについては、言葉としては計画の中に出てきていない。 

 
（質問票 2-1 成果 1の進捗） 
・ 早期警報システムの運用はDMHの主要業務。AWOSを5年間で設置中。また、DMHは気象、水文、地震をカバーするCAP、Common Alerting 

Protocol System を運用しており、RRDの 39名、GADの 1500名の GADスタッフに対して、E メールにより災害情報・警報を配信している。 
・ プロジェクトでは、DMH は主に成果 1 を担当。DMH と MRTV が光ファイバーで接続された。また GAD と RRD に SSB 無線で通信できるように
なった。（→ 成果 2 と 3は主に地方政府が担当、成果 4は地方政府と RRDが担当した。） 

・ さらに JICA で潮位計を設置した。2007 年に UNESCO/IOC で設置した潮位計 2 台があり、それを以後運用している。よって機材の持続性につ
いては問題ない。JICA で Haing Gyi Kyun に入れたのも同じ自動潮位計であり、DMH でデータをモニタリングしている。ミャンマーの海岸線は

2400kmある。現在、自動潮位計は計 3台だが、全ての海岸線のためには 15～20台が必要で、財源としては政府とドナー。 
・ 機材の維持管理については検討しており、そのためには船が必要だ。またもう一つ維持として重要なのは、データの維持。（→ プロジェクトで嶋
田専門家が来て、さらに研修を行う予定となっている。） 

 
（質問票 4-1 インパクト） 
・ JICAによる気象観測装置整備計画プロジェクト（Projecct for Establishment of Disasterous Weather Monitroing System: 2013～2018年）で、
レーダー3台と AWOSを 30台を設置中。その全部のメンテナンスのために国家予算がつけられ、DMHがメンテナンスしていく。レーダーの 1台
は、この 10月 24日（月）に DMHで引き渡し式が実施されることになっている。 

・ CBDRM活動で住民の知識が増し、政府機関へ問い合わせしてくることが増えた。 
・ このプロジェクトで防災の主要 3 機関の結びつきが強まった。特に GAD と RRD は SSB により 24 時間連絡が取れるようになった。またプロジェ
クトで入れた機材により Skypeによるビデオ会議も可能となった。省庁間で連携への意識が高まった。 

 
（質問票 5-1 持続性） 
・ 技術的、組織的な面からは、持続性はやや高いと言える。 
・ 一方で制度面からはやや低い。住民に早期警報に従って行動させる法律がない。例えば 2011 年に Pakokku で鉄砲水の早期警報が出された
が、住民は避難せず、結果的に 131名の犠牲者が出た。こうしたケースでは、我々は住民を動かす法律が必要。 

 
（質問票 6-1 今後について） 
・ ミャンマーには 14の州・地域があり、エヤワディとラカイン以外の洪水リスクが高い地域に JICAの支援で警報システムを広げていくこと。 
・ 研修は 2～3日実施されたが十分でない。CBDRM活動は十分だが、中央レベルで更に能力強化が必要。本邦研修より国内研修の方が効率的。 

 
DMHにおけるキックオフ・ミーティング及びインタビュー 

 
DMHからの毎日定時の SSB通信 

 
DMHの自動潮位計データのモニタリング 

 
DMHのプロジェクトスペース 
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日時： 2016年 10月 18日（火）13:30～14:30 

場所： NPTからの電話インタビュー 

先方： U Maung Maung Gyi（前 RRD Kyauk Phyu District事務所 Staff Officer、現在は RRD Myauk Oo District事務所 Head） 

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳 
 
（質問票 1-2 妥当性） 
・ これまでの 2.5年間 Kyauk Phyu District でプロジェクトに関わって来て、2016年 8月 20日に異動になった。RRD Kyauk Phyu District事務所
は 6名。Deputy Directorが 1名、自分のポジションだった Staff Officer 1名、Upper District Clerkが 2名、Lower District Clerkが 1名、警備
員 2名。Deputy Directorは 3カ月前に着任したばかりであり、それまでは自分が事務所の長であった。 

・ RRD 事務所の主な活動としては、ルーティン業務、事務所設備の管理、2 カ月に 1 度の啓発活動、防災にかかるボランティア研修。啓発活動に
ついては主に学校に出向いて、10回のうち 7回は消防局と共同で実施した。ボランティア研修については、Kyauk Phyu タウンシップの学校で 30
名を対象に 2回実施した（DRR Youth Volunteerの研修のこと？）。 

・ （これら啓発活動やボランティア研修の予算が出ているのか。） まず年 3 回村落を訪問する予算がある。また、他省が村落訪問する際に、一緒
にについていったりしている。ボランティア研修については、RRDより年 1回実施する予算が出ている。 

・ （これら活動や研修に使う資料はあるのか。） 資料を幾つか持っている。Hinthada にある RRD 研修センターの防災コースの資料、MRCS の資
料、保健省の作成した資料など。 

・ （RRD、DMH、GADの間に普段の連携はあるか。）DMHとは定期会議がある。GADとは早期警報にかかる活動の中の研修で会ったのみ。GAD
は Villag Tract レベルで事務所があり、村落訪問の際に GAD スタッフが同行することがある。また、地方政府には消防局があり、啓発活動の

70%は消防局と共同で実施している。 
 
（質問票 2-2、2-3 活動の進捗） 
・ プロジェクトには、ラカイン州でパイロット村落を選定する時から関わっている。HRD 活動のWG のメンバーであり、2015 年 7 月に Sittwe で実施
された WG ミーティングに 3 回参加した。また、NPT で開催された年次セミナーにも参加した。さらに Myebon と Pauktaw で開催された HRD プ
ログラムに参加。 

・ そして TOT研修の講師をやった。CBDRM活動の際には同行していく。残念ながら、2016年 2月にパイロット村落で実施された避難訓練には参
加できなかった。 

・ プロジェクトの主な成果は、EW マニュアルと HRDセミナー。また Kyauk Phyu Districtの RRD と GADには SSBが入った。Tan Kha Yoe村で
は僧院の修繕、Net Nyon Ngon村では丘への道路が整備された。 

・ マニュアルは大変良いと思う。しかしその実行されるかどうかは予算に依っており、マニュアルの実行は弱い。 
 
（質問票 3-6 促進要因と阻害要因） 
・ 阻害要因としては、村落の関心。村民の関心はプロジェクトが何か物を与えてくれることを期待している。もし口頭説明だけしかされないのなら、村
落の関心は低く、プロジェクトの実施は難しい。村落は貧しい。しかたがないが、求め始めるときりがなくなる。 

・ 促進要因としては、関係機関がプロジェクトの目的を理解していたこと。またプロジェクトを通して関係機関の連携が良くなったこと。 
 
（質問票 6 今後について） 
・ もしプロジェクトがパイロット村落以外に拡大されるのであれば、ラカイン州にとっては良い。 
・ Myauk Oo Districtには 8月に新しく着任したばかり。Myauk Oo Districtの中に Minbya Townshipがあり、その下に 8村がある。そこを対象に

NGOである ACF（Action Contre La Faim）と共同で、早期警報を含む活動を実施するというアイデアがある。 
 

 

日時： 2016年 10月 18日（火）15:40～16:40 

場所： RRD HQ 

先方： U Win Htein Kyaw（Director）、Daw Myat Moe Thwe（DD）, U Win Zaw Htay（DD）、Daw Htwe Kyi（DD）、Daw Khaing Marlar 
Kyaw(staff)  

当方： 小林プロジェクト総括、内倉プロジェクト副総括、太田プロジェクトスタッフ、Daw Ngwe Zin Hlaing プロジェクトスタッフ、奥田（記録）、U 
Aye Than Maung通訳 

 
（プロジェクトとの関わり） 
・ （Daw Myat Moe Thwe） 自分は RRD 研修セクション（訓練課）、予算セクションと一緒に展開計画を作成した、しかしあれはコストが高すぎる。

RRDの CRセクション（Coordination & Rescue）課がプロジェクト全体に責任を持っている。プロジェクトには最初から関わっているが、自分は途
中 2年間のブレイクがあった。 

・ （U Win Zaw Htay）最近 Labutta District事務所から異動になった。プロジェクトには最初から関わっている。本邦研修にも参加した。活動には全
て参加している。 

・ （Daw Htwe Kyi）4つの活動全てに参加。調整を担当し、全ての報告書を作成。 
・ （U Win Htein Kyaw）伝統医薬局で 30 年間勤務し、1 昨年前に RRD に来た。CR セクション Director で、プロジェクトには途中から関わってい
る。 

 
（質問票 1-2 妥当性） 
・ プロジェクトは我々の必要なことから少し離れている。活動について事前の議論が必要だ。我々はプロジェクト実施前に集中的に議論し、前の

Director が決定した。前 Director は全てを理解していた。しかし人が異動し続けており、政権も変わった。異動で出でいくスタッフと入ってくるスタ
ッフの間にコミュニケーション・ギャップが存在している。新しく入って来たスタッフに、必要な情報をきちんと伝えれていない。 

 
・ (では、どうすれば良かったのか。) １つは成果ごとにフォーカル・パーソンを決めること。二つ目は我々に通常業務が多すぎること。例えばプロジ
ェクトマネジャーであれば、フルタイムでプロジェクトに関われるべき。三つ目は日本人専門家が RRD に席を持てれば良かったこと。そうすればそ
の専門家が RRD にインフォームし続けてくれる。プロジェクトのローカルスタッフがいたが、サポートとは言えなった。（→ プロジェクトはヤンゴン
に事務所を構えていた。またパイロット地域がエヤワディとラカインであり、ネピドーとはコミュニケーションが充分でなかったということはある。） 

・ そんな中で、日本側はいつも RDD の数少ないスタッフを使ってきた。プロジェクトからのデマンドが多すぎる。（→ JICA の技術協力を RRD が実
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施するのは今回が初めてなので、仕組みが伝わっていなかったかもしれない）。我々はプロジェクトの業務の面倒を見て来た。しかしまず我々が

Availableかどうか事前の議論が必要だった。実際のところそういう議論はなかった。プロジェクトのローカルスタッフは、ただ日本側からのメッセー
ジを伝えるだけだった。 

・ より良い業務の調整が必要だった。例えば UNHABITAT（および UNDP）は RRDに席を構えている。それで我々は業務を調整できている。 
 
（質問票 2 プロジェクトの実績） 
・ CBRDM が最も成果があった。実際に災害が発生すれば被害を受けるのは村民で、その村民が知識を得た。村民にとっては重要である。その他

にも成果は多くあり、例えば SSB。一度災害が起これば携帯電話は使えない。また、HRD ガイドラインとマニュアルは有益。人の異動が多い中

で、誰がポジションについても参照に使える。また、早期警報システムについては強調したい。他の地域にも展開できるものである。 
・ 前 DG からのコメントだが、HRD（本邦研修のこと？）に費用が掛かり過ぎている。研修のために外に出るより、日本人専門家がこちらに来て、イ
ン・ハウス研修が実施できるのなら、その方が効率的である。また、光ケーブルを使ったオンライン・コミュニケーションで文書などを送れば、より有

効かも知れない。 
 
（質問票 3-2 日本側の投入） 
・ HRD研修があり、それを踏まえてフォローアップ活動を実施した。また、何回か避難訓練も実施した。 
・ ミャンマー側のコミュニケーションについては、RRD が中心で、GAD、DMH との間には少しギャップがあった。彼らはバックアップが必要。ギャップ
をつくらないためのバックアップ。 

・ UNESCO/IOC（および DMH、RRD）が全ての災害種に対する訓練実施のガイドラインを作成した。 
・ RRD 防災研修センターには防災基本コースがある。CBDRM マニュアルや TOT 研修を RRD 防災研修センターにリンクできればと考えている。
実は今 CBDRM プログラムを開発中である。そこでプロジェクトで作成した CBDRM の取り込みを考えているところ。また防災訓練の実施につい

ては、日本側が作成したガイドラインを採用していく。そうすることで一貫性を保つことができる。 
 
（質問票 4-1 上位目標への進展） 
・ （展開計画の実施についてはどうか。） 昨日の DG との面談には来なかったのか。DG は十分に認識している。政府は展開計画の重要性を十分

に認識している。それもあって SSB を 30 台導入することにした。Ayeyarwaddy と Rakhain の他にも優先する場所がある。RRD は展開計画の

実施にコミットしている。そして緊急性と重要性に従って、SSB を配布していく。 
・ DGは「予算は約束できない」と答えた。実際のところ、それは難しい。30台の SSBについて、我々は政府の Disaster Relief Fundを使用して設
置することとなっている。5年間の計画。DGにうまく説明すれば、一部を予算化する可能性はあるかもしれない。。 

・ （展開計画の内容をよく知ってもらえばと思う。地方の C/P はよく展開計画のことが分かっている。しかし残念ながら、彼らは政策決定者ではな

い。実際のところ、多くの中央レベルの C/P は展開計画を十分に理解していない可能性がある。実は HRD は展開計画の中でも最もお金のかか

らないコンポーネントである。）  
・ 我々には予算は取り扱うことはできない。日本側にもそこは理解してほしい。 
 

 

日時： 2016年 10月 19日（水）10:00～10:40 

場所： NPTからの電話インタビュー 

先方： U Soe Thein（GAD Kyauk Phyu District事務所 Administrator） 

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳 
 
（質問票 1-2 妥当性） 
・ GAD は内務省の下にある。ネピドーの本部では DG、州・地域事務所では Deputy DG、District 事務所では Deputy Director、タウンシップ事務
所では Assistant Directorが責任者である。自分は 2014年から Kyauk Phyu Districtの Deputy Directorであり、プロジェクト当初から関わって
いる。GADの District事務所は 60名のスタッフがいる。また、Districtレベルの Disaster Committee（Disanster Management Body?）の長でも
ある。 

 
（質問票 2 実績） 
・ 成果 1 で入った情報通信システムは、District レベルのものは良く機能している。HRD は Kyauk Phyu で実施され、内容が良く満足している。

CBDRM 活動についてはコンサルタントチームに感謝したい。Rakhine 州の村落は Ayeyarwaddy 地域と比べて貧しい。NGO である Swan Yee
と協力して実施された。 

 
（質問票 5 持続性） 
・ 避難訓練については、プロジェクト中は実施できたが、終了後は実施できるかはわからない。フォーカルポイントは RRD で、彼らの意図は高くな

い。 
・ 技術面については、サイクロンの際は通信システムが機能しなくなる。よってラジオやトランシーバーを供給するのが良い。SSB だけに頼るという

わけにはいかない。実際のところ、そうした機材は GADから供給されるべきではあるが、我々は予算がないので、RRDが準備するのが良い。 
・ 持続性は、良い計画があればあると思う。良い計画とは、GAD、RRD など関係機関が良く協議して作成されたもの。展開計画については、

Towinshipレベルの GAD と RRDが中心となって作成しており、それほど多くのものが関わったわけではない。（→ 展開計画は主に Sittweの州
政府 C/Pを中心に作成されたが、最近、その関わった C/Pが総入れ替えとなってしまった。） 

・ また、RRDは JICAの雛形プランに従うべき。良い計画とは、参加と協力が充分なもののことである。ただし予算以外。これらの調整は RRDがす
べき。 

・ ラカインは District レベルで SSB を入れている。2015 年 8 月の洪水があり、そのあと通信会社の親会社から寄付があった。1 年ほど前に RRD
ではなく GADに入った。 

 
（質問票 6 今後の活動について） 
・ 展開計画を実行に移すこと。避難訓練を実施すること、早期警報を設置していくこと。 

 

日時： 2016年 10月 19日（水）13:00～14:10 

場所： GAD本部 
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先方： U Ye Naing（Director）, U Aung Myo Thein(DD), Daw Thandar Oo(Deputy Staff Officer)  

当方： 小林プロジェクト総括、内倉プロジェクト副総括、太田プロジェクトスタッフ、奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳 
 
（質問票 1-2 妥当性） 
・ 2008年ナルギスで Ayeyarwaddy地域は最も影響を受けた。Ayeyarwaddyでは対応できるようにならないといけないが、それを日本の専門家の
支援で行っており、プロジェクトは非常に有益。 

・ GAD としては、活動を財政的に支援することはできないが、経験を地方政府に伝えていくことはできる。そうして地方政府が予算を都合することに
なる。憲法にある責任・義務によると、我々は地方 GAD をスーパーバイズすることは出来ない。GAD は州・地域政府の下にある。よって展開計

画も地方政府で作成されるべきである。GADは地方政府と協力していく。 
・ 予算も中央と地方で違っている。州・地域 GAD は地方政府の下にある。そして予算は地方議会で承認される。そうした地方予算が国の副大統領
が議長を務める予算委員会で了承される。 

 
（質問票 2-5 プロジェクト目標の達成見込み） 
・ （質問票には、「目標は部分的な達成に留まる」との回答だが、具体的には。） コミュニティは自分で災害に対応できるようになる必要がある。そ

のために村落はより積極的に、十分に参加すべき。また政府機関にも能力的な課題がある。 
 
（質問票 4-1 上位目標である展開計画の実施） 
・ 地方政府と中央政府の業務分担についてデマケーションが明確になっている、というわけではない。地方政府に GAD 事務所があり、GAD は地

方政府にアドボケーションしていく。すうすれば地方政府は良いプランを持つことができる。 
・ （GADは政府職員のための研修センターを持っている。プロジェクトで半日の HRDプログラムを作成した。それを研修センターで使うことはできる
か） それは可能である。IDA（Institute of Development Administration）はヤンゴンにある。そこで参加者のレベルに合わせて多様な研修が実
施されている。Upper ミャンマーと Lower ミャンマーに Union Civil Service Boardが置かれている。 

・ IDA では、RRD 職員も講義をしている。よって、その RRD 講師に半日プログラムを取り込むようにアドボケートすれば良い。そして RRD は

National Disaster Management Training Centerに取り込むべき。 
 
（質問票 6 今後の活動） 
・ JICA プロジェクトは協力期間中に、詳細な調査を行ってきた。プロジェクト終了後も、何か支援が得られれば良い。何かガイダンスやアドバイスが

もらえる機会があれば、大変歓迎する。 
 
（ここで Directorが退席） 
・ 合同評価委員についてその任命期間はどのくらいか。また Ayeyarwaddy に同行する必要があるのか。（期間は JCC まで。Ayeyarwaddy 同行
は義務ではない） 

・ 11月 3日の JCCは了解。10月 31日は GADはだれも対応できない。 
・ 10月 28日のレポートバックでは、こちらに何を期待されているのか。（→ 事実誤認の修正や提言に対するミャンマー側の文脈調整などである）。 
・ プロジェクト目標の達成見込みについて、 「部分的に達成」と回答したが、GAD はそもそもプロジェクト C/P に入っていない。（→ そのとおりで、

GAD は署名者ではなく、プロジェクトの実施者ではないが、実際のところ GAD の支援なしではプロジェクトは実施できなかった。我々は GAD の

貢献に感謝する必要がある。GADの参加は大きな促進要因だった）。 

 

日時： 2016年 10月 21日（金）13:15～14:30 

場所： RRD Regional office (Pathein)  

先方： U Than Soe（Ayeyarwaddy地域 RRD Director） 

当方： 西形 JICA 事務所次長、櫻井 JICA 事務所員、Lugyino 所員、Thet Thet Zaw 所員、内倉プロジェクト副総括、太田プロジェクトスタッ

フ、Daw Tin Tin Oo プロジェクトスタッフ、奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳 
 
・ こののディレクターになって既に 6年。スタッフは 11名でこの間は多くの異動はない。 
 
（成果 2 プロジェクトの実績） 
・ 主な実績は、設備の導入。SSBは毎日通信で使用している。IP Starも導入された。VT防災委員会に対するTOT研修。またHRD活動、CBDRM
活動で、避難訓練と情報伝達訓練も実施した。 
 

・ まだやらないといけない活動は、展開計画、同時訓練。JICA の支援で展開計画を作成した。しかに NPT では政権が交代し、RRD 本部について
も DGが PSになるなど幾つか異動があった。 

・ 展開計画は、もし JICAが支援してくれるなら実施できる。CBDRMは Hlwa Zar Village Tract以外で、また HRDプログラムもやりたいと思ってい
る。しかし予算の制約がある。前政権が交代し、ここでも幾つか交代があった。新しい政権に対しては、まだ準備している段階。スタッフについて

も、ここには大きな異動はなかったが、他はスタッフが変わった。 
・ 新しい政権とは、既に 2～3 回協議した。新政権は予算がない。展開計画をもっていっても、新政権は「これは前政権時に作ったもの」と言うかもし
れない。正直に心から言うけれども、プロジェクトは持続性について努力しているが、そのためには新政権はまだ JICAの支援が必要。 

・ 前の Ayeyarwaddy 地域社会福祉大臣（女性）はプロジェクトを支援してくれていた。しかし政権が交代し、地域社会福祉大臣も交替した。我々は
まだ新しい大臣と協議しようと努力しているところ。この場合の Ayeyarwaddy 地域というのは、地域主席大臣、GAD ディレクター、議会のこと。

JICAは持続的な方法で実施していきたいと考えていることは、良く分かっている。 
・ GAD、DMH、RRDのディレクター同士はよく協力している。展開計画をアドボケートしている。地域社会福祉大臣、GADディレクターはこの朝も話
して、プロジェクトのことをより知りたいと言っていた。前地域社会福祉大臣の離任パーティがある。 

 
（質問票 4 上位目標である展開計画の実施） 
・ RRD は展開計画を実施したいと思っている。地域レベルだけでなく、国レベルででも実施したい。それでもし JICA が支援してくれるのであれば、

大変うれしい。 
・  （RRD は 100 日計画で SSB を購入した。これは展開計画の一部に出来るのではないか。） SSB の 30 台は、Rhakin 州と Ayeyawaddy地域
に関して言えば Ayeyarwaddy地域は対象に入っていないと言われた（まだわからない）。新政権は JICAの活動は歓迎しているが、しかし予算が
ない。 
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・ 2016 年 12 月に予定の訓練については、情報伝達訓練だけ実施する、費用が掛からないので。これは展開計画の内容の中の一つ。しかし村落
の避難訓練には、大体 6 milion Kyatかかるので、これは実施できない。 

・ Thing Yee村で 2016年 9月 26日に避難訓練をやった。RRD本部も活動を支援した。（→ こればインパクトの一つと言える） 
・ この 5 カ月で自分の上司（RRD トレーニングセクション Director の Dr. Min Thein）に 2 回会って話した。しかし彼は「まだプロジェクト期間中であ
る」という理由で予算措置については後ろ向きだ。予算措置については 2つのルートがある。一つは地方議会、もう一つは RRD本部。しかし共に
可能性は低い 

・ （避難訓練にはどれぐらいコストが掛かるのか。） 全く経験がない村落で 4～5 million Kyat、ある程度経験がある村落で 2～2.5 million Kyat。 
・ 2016年 10月 13日付で、RRDの DG宛に、HRD と CBDRMの活動を許可してくれるよう最低限の予算見積もりを付けて要請レターを出した。 
 
・ （新政権の防災に対するスタンスはどうか。） Ayewarwaddy 地域の主席大臣と社会福祉大臣は共に積極的で、JICA の支援については良く認

識している。しかし社会福祉大臣、彼女はとても忙しい。彼女はミャンマー文学で、ドイツで PhD を取得した。DMB ともよく協力している。また

District事務所とも協力している。もし可能なら、年に 1～2回は避難訓練を実施したいと思っている。 
・ （RRD防災研修センターでの研修をどう思うか）そこで講義をしたことがある。研修の内容については満足していない。講師になるものには能力強
化が必要。研修に参加したのは 2015年 12月。 

・ RRDについては、予算は主に NPTがハンドルしている。もう一つ提案があるとすれば、社会福祉大臣に会うことだ。 
 

 
RRD Ayeyarwaddy地域事務所 

 
RRD Ayeyarwddy地域事務所に設置された SSB 

 

日時： 2016年 10月 21日（金）15:00～16:15 

場所： DMH Regional Office (Pathein)  

先方： U Hla Myint （Ayeyarwaddy地域 DMH officer）、U Tin Maung Yee（前 Assitant Director） 

当方： 西形 JICA 事務所次長、櫻井 JICA 事務所員、Lugyino 所員、Thet Thet Zaw 所員、内倉プロジェクト副総括、太田プロジェクトスタッ

フ、Daw Tin Tin Oo プロジェクトスタッフ、奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳 
 
（質問票 1-2 通常の業務）  
・ 2014年 11月から今のポジションにいる。ここのスタッフは 9名。うち職員は 2名で、あと 7名は非職員。職員 2名のうち、Assitant Directorであ
った Mr. Tin Maung Yeeはこの 10月 5日に退職した。その後任は Daw Soe Soe Lwin。 

・ DMH本部から地域事務所へ早期警報が行く。今回のサイクロンの場合、低気圧地域名、カラーコードで今はオレンジレベル。Advisoryが出た。 
 
（質問票 2 プロジェクトの実績） 
・ （プロジェクトでは RRD、GAD には SSB を入れたが、DMH には入れていない。） 既に SSB を持っており、それはモニタリング・データを 1 日 6
回 HQに連絡するためのもの。（→ プロジェクトが供与した SSB とは違う周波数を使っている。） 気象情報の伝達には FAX を使っている。 

・ プロジェクトの活動により、気象情報の内容が向上した。具体的な内容としては、1)サイクロンの場所、2)方向、3)気圧、4)Advisory Information、
5)Warning、である。4）については、強風や、風速、高波など。また 5）については、漁船や定期船に対する警告など。人々は内容は理解してい
る。人々は今はカラーコードのことも分かっている。 

・ (設備の安定性はどうか。停電などは良くあるのか) 停電の場合は、FMラジオを聞くか、Viber、電話するなど、通信手段は他にも多くある。 
・ まだやらないといけない活動は、RRD と GADのリードによる展開計画の実施。DMHは彼らと協力する準備は出来ている。 
 
（質問票 4 上位目標である展開計画） 
・ DMH は本部から早期警報にかかるニュースが来る。ここでそれを RRD を含むすべての関係機関に取り次いでいる。このプロジェクトは大変良

い。これを他の地域に広げるのは、自分も出席したことがあるが RRDの防災研修センターでやることが考えられる。こうした通常業務の実施が優
先されるべき。通常、草の根レベルでは DMHに注意を払うことは少ない。 

・ （ここで草の根レベルで活動している団体とは。） AtionAid（啓発）、Help Age International（啓発）、KMSS（啓発）、ADPC（避難訓練、RIMES。
（こうした団体に展開計画を宣伝して、共同で実施するようなことは可能か） もし地方政府が展開計画を実施するとなれば、それはきちんと予算

をつけて実施するということである。 
 
（今回のサイクロンにかかる情報伝達の詳細） 
・ 気象情報は DMH 本部から DMH 地域事務所に FAX で来て、ここからさらに FAX で DMH District 事務所、IWT、消防局、警察に Faxで送って
いる。また、DMH本部からRRD地域事務所、さらに地域政府の主席大臣事務所（GADディレクターがRegional Government Secretary）に Fax
で送る。手続きとしては 1 日 6 回。地域政府の DMC は GAD が議長を務めており、今のところは会議は今回のサイクロンに関し召集はされてい
ない。DMH District事務所の中には、ファクスを持っていないところもある。その場合は電話、Viberを使って連絡する。 

・ すべての DMHステーションは、1時間おきに観測データを記録している 
・ （いつ警報がだされたのか）オレンジは今日の 11時に発出。ここがファクスを受け取ったのは 12時。そしてまず 12時半に地域主席大臣事務所、
それから通信交通大臣、国境省、警察、消防局、3つの Districct事務所などに送った。 
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・ もし Faxが使えない時は、どんな方法でも送る。電話や時に他局にファクスをリレーしてくれないか頼むこともある。情報の伝達には公式な文書が
必要。それで、先に電話で連絡してから、あとで文書を送ることもある。 

 

日時： 2016年 10月 22日（土）11:00～12:45 

場所： Hlwa Zar Village Tract  

先方： U Myo Thein Htike（Pyinsaluタウンシップ GAD）、U Myint Thu（Hlwa Zar Village Tract Adinistrator）、U Thet Oo（Hlwa Zar Village 
Tract GAD）、U Tin Yin（NLDオーガナイザー）、Kwa Kwa Lay村民、Shwe Kyun Thar村民、Hlwa Zar村民、 

当方： 西形 JICA 事務所次長、櫻井 JICA 事務所員、Lugyino 所員、Thet Thet Zaw 所員、内倉プロジェクト副総括、太田プロジェクトスタッ

フ、Daw Tin Tin Oo プロジェクトスタッフ、奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳、U Pyae Phyo Maung（RRD Labutta District事務
所） 

 
（Hlwa Zar Village Tract Administratorよりプロジェクト活動の説明） 
・ 2014 年の TOT ワークショップに参加した。その研修のあと、村では GAD へのプロポーザルを提出して予算を獲得し、橋やコンクリート通り道を

作った。 
・ また、TOT研修のあと、Central Committeeが Village Tractレベルに設置された（→ DMBに該当するが、通例として DMC と呼ばれている。）。

VT の Central Committee は 7 名のメンバーがから成る。その下に、Health、Alarm、Rescue などの Sum-committee が設置された。例えば
Shwe Kyun Thar村では sub-committeeは 6つある。 

・ プロジェクトで学んだことは、避難マップの作成、インフラをどうやって提案するか、GADへのプロポーザルの作成である。 
・ これら Committee の設置を定める規則はない。しかし委員会の開催記録はある （→ 実際は、Township、Village Tract レベルの DMB の設置
は Disaster Management Rules が定めている。また、村レベルの防災委員会の設置は、プロジェクトで作成した村落防災計画に記載されてい
る）。 

・ 防災訓練は Commiittee メンバーが中心となり、子供、年配者、障害者をリスト化し、訓練で避難させた。避難訓練は前にもやったことがある。前
にやったときは、村人人口のリストがなかった。今回の訓練では、まず 2012～2013 年に建設された避難シェルターが避難場所としてある。また、
避難地図があり、どこに避難すればよいか知っている。避難先のシェルターには学校が入っている。Village Tract の中にある全ての村で避難地
図をつくった。村人は地図には慣れている。 

 
（クワクワレイ村民） 
・ 我々も全く同様の避難訓練を実施した。どこに避難すべきかの地図があり、障害者も避難させた。避難地図は村人たちが協力して作成したもの。

Health、Security、Food などの Sub-commiitteeがある。 
 
（シュエチュンター村民） 
・ 人口は 700 名。同様の委員会を持っている。避難所としては僧院を使用。しかし Hlwa Zar や Labutta まで避難するにはボートが必要。桟橋
（橋？）にも JICAが支援してくれた。 

 
・ 早期警報は電話やハンドスピーカーで伝える。Hlwa Zar 村では SSB を受領した。 
・ プロジェクトがあったのは有益。前にもやったことがある。しかし今回はより系統立てて実施された。 
 
（Pyinsaluタウンシップ GADより） 
・ 避難訓練にはお金がかかるが、もっと定期的に実施することを望んでいる。避難訓練には全員を参加させたいが、しかし日々の労賃で生計を立

てている村民にとっては、参加出来ないこともある 
・ （どうすれば避難訓練をより広げれるか） プロジェクトが参加者に日当を提供すべきである。訓練に参加すると、参加者はその日の仕事が出来な

いから。 
 

（Hlwa Zar VTアドミニストレーター） 
・ 次に必要なのは移動手段。また、避難シェルターは、Hlwa Zar Village Tract全員にとっては十分でない。Hlwa Zarの村民全員にとってさえ十分
でない。 

・ 避難訓練は、2016年 2月に Hlwa Zar Village Tractの DMBが中心となって実施した。 

 
途中で立ち寄った RRD Labutta District事務所 

 
途中で立ち寄った DMH Labutta District事務所と AWOS 
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Hlwa Zar Village Tractでのヒアリング 

 
Hlwa Zar Village Tractに 2012～2013年に建設された避難シェルター 

 
Hlwa Zar Village Tractに導入された SSBラジオ 

 
Hlwa Zar Village Tractに導入された CDMA設置電話とハンドスピーカー 

 

日時： 2016年 10月 23日（日）11:20～12:10 

場所： DMHプロジェクト事務所（ヤンゴン） 

先方： Daw Myat Myat Khine（Staff Officer, GAD Ayeyarwaddy Regional Office）  

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳、内倉プロジェクト副総括 
（質問票 1-2 妥当性）  
・ Ayeyarwaddy 地域は農業に多くを頼っている。GAD は社会、経済の発展に関心をもっている。DMH とも協力して、早期警報のこのプロジェクト

に大変関心を持っている。自然災害は GADの懸念するところである。 
・ Mr. Kyaw Thet Htooが Staff Officerから Assistant Directorに昇進した。 
・ 地域主席大臣（Chief Minister）、地域社会福祉大臣は政治ポジション。地域の GADのトップは「Regional Government Secretary」である。GAD
のポジションとしては、「Deputy Director General」。 

 
（質問票 4-1 展開計画について） 
・ 2016月 4月 1日に新政権が誕生。その後、Ayeyarwaddy地域の社会福祉大臣に、SSBの設置に関して会う機会があった。彼女はDr.Hla Myat 

Thwee。現在 SSBの設置は Pathen GAD、Labutta GAD、Hlwa Za Village Tractの 3カ所だけだが、大臣は「他にも広げるのが良い」と。大臣
は「これが重要」ということで、「地方政府はまだ新しい。地方政府にこの課題を挙げていく。」との発言があった。 

・ SSBは 2015年から計画があったが、GADは担当機関ではない。RRDが地域政府にプッシュする必要がある。展開に必要な 50 million Kyatは
地域政府にとって大きな負担ではない。 

・ 以前の社会福祉大臣、Daw Khin Saw Muは交替した。彼女は「予算の問題ではない」と言っていた。SSB、Ayeyarwaddyでの 6回の研修。コミ
ュニティでの研修の実施について、大臣にレターを出した。Ayeyarwaddy地域 RRD Directorである U Than Soeがよく話していたのに、彼女が
交替してしまった。バッド・タイミングでの大臣の異動だった。 

 
（質問票 2 実績） 
・ プロジェクトについては、早期警報の研修に参加。GAD からは自分ともう 1 人。その後 RRD の 2 人と自分が HRD のフォローアップ活動に参加
し、タウンシップで講義を行った。また JICAによって NPTにスピーカーとしても行った。HRD WGのメンバー、また 3年次のフォローアップ活動の
講師であり、計 4回講義した。 

・ 成果としては、パイロットサイトである Labutta District、Labutta Townshipでの意識が高まった。 
・ その他に、2015年 5月 31日にはNgapudawタウンシップ（Pathein District）、2015年 6月 30日には、Maubin タウンシップ（Maubin District）、

Bogale タウンシップ（Pyapon Distrcit）で研修を実施。その際に時間があったので話したところ、彼らは研修と避難訓練を自分たちの村でもやりた
いとのこと。（→ これらの活動は、RRD と GAD が協力してミャンマー側が計画したもの。プロジェクトはお金だけ出した。） 研修には Village 
Administrator、消防局、移民局、軍も来た。また今年も既に 6 Districtに活動を拡大する計画を立てている。しかし 2016年 6月にエヤワディGAD
事務所の長（DYDG）が異動になってしまった。 

・ もともとの計画では、1) GADスタッフの 3人が 6 District を訪問する。2) 各 Districtから 2名の GADスタッフを GAD地域事務所（Patein）に召
集する、の 2つのオプションを考えていた。これは彼女が旧社会福祉大臣を訪問するまえの計画。 
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・ 関連する情報としては、Mingaladon Townshipにある GADの IDAで、UNDPの実施する TOT研修に参加した。10月 3日～7日の 5日間のコ
ースで、1 日に 7 セクションある。14 の州・地域から 142 名が参加した。UNDP が GAD 本部にレターを出して、そのメッセージを先週 GAD 本部
が各州・地域 GAD にレターで伝えた。TOT 研修で学んだことを各州・地域で実践せよとの意味である。具体的には、タウンシップレベルで毎月 2
度の定期会議が持たれており、Village Tractのアドミニストレーターが集まるので、そこで TOTで学んだことを実践していくことになる。 

 
・ これから多くのことをやらねばいけない。JICA サイドではなく、ミャンマーサイドである。まず 1) スタッフの異動があり遅れている活動がある。2) 6 

District への機材が遅れている。展開計画の実施は既に遅い。前社会福祉大臣の時であれば、実施されていたであろう。大臣は 2016 年 4 月 1
日に交替した。もし我々が大臣のところにもう 3 ヶ月早く持って行っていれば、前大臣はその実施を支援できていただろう。 

・ プロジェクトの目的と実施は大変良い。しかしアプローチと手法が課題であった。大臣へのアプローチが遅かったため、実施のチャンスを逃してし
まった。（→ プロジェクトが前大臣のところに初めて展開計画を持っていたのは、2015 年 12 月である。） それをあと 3 ヶ月早い 9 月に持ってい
れば、2016年度の予算に組み込めたかもしれない。 

 
（質問票 6 今後について） 
・ 提言としては、我々は新しい社会福祉大臣がきたので、社会福祉大臣にフォーカスしてコミュニケーションすること。新しいに大臣にアプローチす

ることは何の困難もない。また、現在の予算は昨年決められたものである。現在の活動については、来年の予算に含まれるべきである。 
・ Ayeyarwaddy地域では、ほとんどの地域大臣は前政権からの人選である。ただ主席大臣と都市開発大臣は新たに選挙で選ばれた。 
 

 

日時： 2016年 10月 24日（月）9:50～10:30 

場所： DMHプロジェクト事務所（ヤンゴン） 

先方： U Myat Kyaw Thein（Community Development Association: CDA） 

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳、内倉プロジェクト副総括 
 
（プロジェクトとの関わり） 
・ 自分は2013年にプロジェクトのベースライン調査を実施した。また、2014年にはAyeyarwaddyでTOTとCBDRM活動を実施。自分はRakahine
の活動については関わっていない、海外留学していたため。 

・ DRR WGのメンバーとして、CDAは AAM、MRCS、UNDPらと共に、2016年 6月 20日に開催されるサイクロン模擬訓練の準備会合に向けて、
RRDヤンゴンが開催する会合に 2回（6月 8日、6月 10日）呼ばれた。 

 
（プロジェクト活動の特徴） 
・ これまで関わってきた CBDRMは村人を対象としていたが、このプロジェクトでは Village Administratorを対象としていた。Village Development 

Committee は良いポイント。そしてプロジェクトの CBDRM 活動のあと、防災委員会が設置された。またコミュニティのオーナーシップにより、彼ら

が優先度をつけて、橋や船着き場を整備した。 
・ コミュニティは被災経験があるので、協力的だった。 村人は防災活動が重要だと認識している。 
・ Village Administrator は選挙により 5 年ごとに選ばれる。次の選挙は 2020 年。次の Administrator に対して何らかのガイドラインを与える必要
がある。プロジェクトで作成した試料は、次の Administorator への引き継ぎに使える。防災計画は適宜アップデートされ、実施されなければならな
い。 

 
（CDAの活動） 
・ CDAの活動分野は、水と衛生、生計向上、保健プログラム、防災など。13団体が作るローカルネットワーク MCDRRのメンバー。また、UNDPが
主催している DRR Working Groupにも入っている。DRR Working Groupの下には 6つのサブ・コミッティが設置されている。CDAはコミュニテ
ィ能力強化サブ・コミッティの議長を務めている。 

・ DRR Working Groupは JICAからは市原さん（RRDで長期専門家を務めていた）が出席していた。 
・ RRDの 100日計画には、「エヤワディ、ラカイン等でコミュニティと共に避難訓練の実施」が含まれている。CDAは DRR Working Groupのメンバ
ーとして、2016年 10月 13日の International Day for Disaster Risk Reductionの避難訓練の実施に向けて RRDから支援を依頼され、自分
も当日ヤンゴンで実施された訓練に参加した。 

・ IDDR では、プロジェクト活動の中で CDA が作った防災ビデオも上映された。災害の際にどのように振舞うかについて映像を編集したもの。この

ビデオはプロジェクトで作成したが、ミャンマー政府のものとなる。使用するかどうかはミャンマー政府が決める。 
 

 

日時： 2016年 10月 24日（月）10:30～10:55 

場所： DMHプロジェクト事務所（ヤンゴン） 

先方： Mr. Jaiganesh Murugesan（UNDP） 

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳、内倉プロジェクト副総括 
 
（プロジェクトについて何か知っていることは） 
・ Labutta タウンシップと Kyauk Phyuタウンシップのコミュニティで防災に取り組んでいる。また、30台の気象観測ステーションを設置した。（→この
点は気象観測装置整備計画プロジェクトと混同しているようだ。） Yoko と連絡をとっている。プロジェクトの CBDRM研修については知らないが、

プロジェクトの年次セミナーに出席した。 
 
（ミャンマー政府の防災に対するスタンスは） 
・ 新政権は災害対策の必要性は良く認識している。防災への取組みに対する調整を強化するため、2016 年 7 月に NDMC を立ち上げた。今

MAPDRRの改訂が進んでおり、活動に優先度をつけていく。また 2015年から研修プログラムの作成を進めている。あと地震への取り組み。また
インドのデリーで開催されるアジア防災閣僚会議にも出席する。 

 
(MAPDRRの進捗) 
・ しかし、問題なのは予算。Disaster Management Fund の設置が検討されている。復興だけでなく、予防、準備、洪水防止のための水路なども対
象にしていく。予算には制約がある。その中でどれに優先順位を付けていくかを検討していく。 
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・ そのために、MAPDRR を始めたばかり。まずは何をすべきかについてのストックティキングを行っている。いま我々も学んでいるところ。それを新

政権に提示する。MAPDRRは、仙台フレームワークと 17の目標を掲げる SDGsの実現に貢献していくものとなる。MAPDRRの作成のため、組
織間タスクフォースを設置した。9 月から活動を開始しており、2017 年 3 月にはドラフトが作成され、政府に提出される予定。MAPDRR は 2016-
2020 をカバーし、政府の予算サイクルに合わせて、政府 5 ヵ年計画にリンクさせる。現在の 5 ヵ年計画は前政権が作成したもの。新政権は新し
い 5 ヵ年計画をつくるつもり。5 ヵ年計画を踏まえて単年度予算が議会で承認されることとなる。 

・ タスクフォースは 32機関が入っている。うち、25機関は政府機関、そのほか ADB、CDA、ミャンマーエンジニアリング協会、警察など。 
 

 

日時： 2016年 10月 24日（月）13:00～13:40 

場所： DMHプロジェクト事務所（ヤンゴン） 

先方： U Myint Zaw (Pinsawadi FM) 

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳、内倉プロジェクト副総括 
 
（プロジェクトとの関わり） 
・ プロジェクトとは DMHを通して関わるようになった。DMH とはニュースのために毎日コンタクトを取っている。 
・ プロジェクトへの関りは、1) スタッフがプロジェクトが Sittweで実施した研修に 2回参加した。2) 自分が日本での研修に参加した。 
・ 2015年 8～9月の本邦研修で学んだのは、緊急対応の際の活動組織図。JMAの活動、石巻など被災地域の訪問、避難センターで手書きのニュ
ースペーパーを発行したケース、ラジオの有用性、特に停電の際はラジオは情報のために重要。災害を学ぶ防災館も訪問した。 

 
（災害に関係する業務） 
・ Pinsawadi FMは 6～8分の天気情報を含むライブ放送を 1 日 5回流している。定時は 12時、1時、5時の 3回。5時のはライブ放送。 
・ Mandarlay FMは 18時間の放送のうち、14時間がライブ放送。Pinswadiは 16時間のうち 12時間がライブ放送。このライブ放送の中に、火災、
地震、天気などのニュースを入れている。以前はそうではなかった。以前は事前に録音されたパッケージを放送していた。もし災害に関する記事

があれば、渡してくれれば放送する。例えば、RRD は災害時のどう行動するかのガイドラインを持っている。災害の時には、こうしたガイドラインを

アナウンスする 
・ 今回サイクロンが近付いており、この 2 日間は 1 時間に 4 回、DMH の報告に基づく天気情報を入れている。もし DMH からニュースが入れば、
それを放送する。 

・ 緊急の際は、例えばサイクロン Giriの際は、朝 6 時から夜 10 時まで放送し続けた。DMH が資料を提供してくれた。また我々も 1 人をスタンバイ
にアサインした。DMHの資料は、それをそのまま読む。しかに時には、保健に関するアドバイスなども加えることもある。 

 
（本邦研修の効果） 
・ 本邦研修には、RRD3 名、DMH2 名、MRTV2 名、GAD3 名、FM1 名の、計 12 名が参加した。グループディスカッションなど、研修はお互い話し
あった。研修後は、DMHのスタッフは、FB上で友達になった。 

 
（その他） 
・ DMHの前 DGである Dr. Tun Lwinが毎週土曜日に出演して天気予報を話している。Pinsawadi FM と Mandalay FMが彼を招待した。 
・ 前 DG が FMに出るのは、プロジェクトの成果ではなく、Mandarlay FM としての取り組み。元 DG は自分の予報を話している。また FB にも書い
ている。 

・ 昨年の洪水の際は、寄付ボックスが設置され、2000名のスタッフが復興のための寄付を集めて回り、500 million Kyat を集めた。 
 

 

日時： 2016年 10月 24日（月）17:00～17:30 

場所： DMHプロジェクト事務所（ヤンゴン） 

先方： U Than Tun Win（Kyauk Phyu District DMH） 

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳、内倉プロジェクト副総括 
 
（質問票 4 インパクト） 
・ プロジェクトによってコミュニティの人から DMH への問い合わせが増えた。具体的には、カラーコードは何か、風の方向は、地震でもマグニチュー

ド 6.5 なら、次に何が起こるのか、津波は起こるのか、など。今回は、ストーム警報が出ている。今は自分は休暇を取っているが、それでも電話で
直接聞いてくる。研修の前は、人々はこれほど興味を持っていなかった。人々はよりいろいろと聞くようになってきている。パイロット村だけでなく、

その近傍の村の人も聞いてくるようになった。 
・ Kyauk Phyu にはレーダーが設置されている。人々はレーダーの情報も知りたいと思うようになってきている。雨や風の方向など。自分はエンジニ
アだが、知っている情報は出来るだけ共有するようにしている。 

・ 以前はファクスしかなかった。今はインターネット、フェイスブックなどあり、情報は以前より早く伝わるようになっている。 
・ プロジェクトを通して、人々はより気象に注意を払うようになった。もし可能なら、似たような活動を他の村にも広げていってほしい。 
 
（質問票 3-5 機関内でのコミュニケーション） 
・ （自分がプロジェクトで学んだことは、どうやって同僚に伝えるのか） 同僚には話すようにしている。Kyauk Phyuでは、政府職員がアプリの Viber
を入れていて”Government Viber“というグループを作っている。そこで情報が共有される。 

・ （プロジェクトで特に役に立った資料はあったか。） SSBに関する資料は有益だった。 
 
（成果 2 実績） 
・ （プロジェクトによって変わったことは）最初は、政府の職員は話したがらなかった。以前は少し恥ずかしがっていた。しかしそれが講師をするまで

になり、能力強化の効果は明らかである。また、彼らはよりお互いに協力するようになった。そして、より詳しく丁寧に説明してくれるようになった。 
 
・ 今は職場から休暇をとり、ヤンゴンで自費で能力強化の研修を受けている。 
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日時： 2016年 10月 25日（火）13:45～15:10 

場所： MRTV 

先方： 南部チーフアドバイザー、池田プロジェクトスタッフ 

当方： 内倉プロジェクト副総括、U Aye Than Maung通訳、奥田（記録） 
 
（プロジェクトより、これまでのメディアに関係した活動を説明。DMH からの情報が正確でなく伝達が遅いということもあるが、メディアも頑張らないと

DMHや RRDの活動も伝わりにくい。） 
・ 他のドナーも支援に入っているなかで、日本の特徴を出していきたい。そして災害放送をやっていくことにした。重大事件が起きたときに、「MRTV
を見てみよう」となるよう、公共放送の使命を持たせようとしている。MRTVの中でも、災害放送をやろうという雰囲気になってきている。 

・ 案としては、DMH の天気スタジオから生放送すること。これまでは 3 時に DMH で収録し、そこから MRTV まで運んで、夜の 8 時に放送してい
た。5 時間後に MDTV で放送されても DMH としては困ってしまうだろう。MRTV としては、コンピューターの画像で見れるものは、全部提供しても
らっていい。 

・ MRTV は農業情報に興味を持っている。特に収穫期には、農民は情報がほしい。MRVT 技プロで能力強化の対象とする分野として、災害報道、
農業情報、教育番組の 3つを考えている。番組編成上の工夫をしていきたい。 

・ 我々としては災害放送をやりたい。1年目の報告書を出して、それをもって JICA と相談していきたい。 
 
・ (生放送は難しいかもしれない。今は 6 芯のうち、1 芯を使わせてもらっている。NEC には「繋げるだけなら、それほどスピードは出ない」と言われ

た。) 一般的には問題なく出来る。光ファイバーのスペックを確認してほしい。あとは接続している機械のパフォーマンスによる。（→ 来週にプロ

ジェクトで伊藤さんが来るので確認する。もし生放送ができるのなら良い。） 
 
・ ラカインには無償で中継車が 2台はいる予定。中継車があると便利、現場から生放送できる。 
 
・ DMHからはどういう情報が出せるのか。（→ DMHには限界がある。DMHと MRTVが話せるプラットフォームがあれば良い。）  
・ MRTV の報道部の記者にも専門性がない。日本では、気象予報士にカメラの前で話させている。パティンには 7 名のリポーターがいる。洪水にな
ったら、なんでそこから生放送やらないのか。なので、DMH で今放送やっている人をキャスター化できないか。MRTV は生放送に向かいつつあ

る。 
・ 生放送になったときに DMH が予報を出せない、となったら困る。（→ DMH は慎重。しかし正確さより早さが求められうこともある。DG に重要性

を分かってもらう必要がある。現在フェイスブックには、DMH はどんどん出している。水位情報もあるのに、出していない。） 注意喚起ぐらいは出

来るはず。ただし緊急避難情報は今は出来ない。それに該当する民族の言葉で出せない。（→ EOC は情報を一元化して、そこで話し合う場とし

ての位置づけ。避難情報は誰も出せないのが現状。） 
 
・ うちはまず生放送をやりたい。生でなければ「追っかけ再生」。編集しないでそのまま流せるようなもの。でなければ、掛け合いで 2～3分の天気予
報を数回入れる。災害情報と注意喚起を流す。番組づくりを RRD と一緒にやりたい。 

・ （EOCのドン・プライスが、情報提供が上手くいかない。そこをMRTVがやってくれないかという話があった） 前に EOC、DMH、MRTVの 3者会
議を計画したが、出来なかった。 

 
・ 今、放送法の改正を急いでいる。MRTV は国営放送から公共放送になる。そして省庁の代表者が Board Member になる。（→ MRTV 技プロの
中で実施予定の災害報道について、セミナーで説明できる C/P とか作れるか）今はいない。いかに早く今の情報を出せるか。1 日数回放送してい
る。AWOS が 30 台入っている。情報をもっているなら、出さないといけない。評価レポートの中には、MRTV から強い協力依頼があった、と書い

てほしい。 
・ 災害放送を、DMHのマンデートして明確化する必要。MRTVは放送法に書ける。お互いの関係構築をしないといけない。 
 
・ （今回は 11 月 8-9 日ほどまでいる。） 次回は 1 月 3 日から 2 週間、15 日ぐらいまでいる。この間に必要であれば、セミナー用に MRTV にプレ
ゼンの準備をさせる。 

 

 

日時： 2016年 10月 26日（水）13:00～14:10 

場所： ネピドー借りミーティングルーム 

先方： Daw Sun Sun Oo（DD, Radio Section）、U Aung Htay Oo（DY Chief Engineer）、Daw Nan Htike Htike Aung（Staff Officer）、Daw 
Sandar Lwin（Staff Officer） 

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳、内倉プロジェクト副総括 
 
（プロジェクトとの関わり） 
・ NPTの RRD で開催された年次セミナーに参加した。また Sittwe で開催された HRD WGに参加。本邦研修については、テレビセクションのもの
が行くべきだったが、MRTV からはラジオセクションからの 2 人が参加した。自分はプロジェクトに関わってきたが、上司に参加を依頼する根拠が
なくて困った。ワークショップや研修に参加してきた。 

・ DMHのカラーコードに従って、MRTV も放送回数を変えている。Yellowは 2回／時、Orangeは 2～3回／時、Redは 4 回／時、Brownは 6回
／時、Greenは 2回。今 MRTVはいい仕事をしていると思う。災害情報を Before、Approaching、Afterの 3ステージに分けて提供している、TV
スクロール（Running Caption）や、DMH の DG、RRD 大臣、NGO、GAD へのインタビューなど。またニュースを MRTV のウェブサイトに乗せて
いる。 

・ 2010 年の研修で NHK を訪問した時、アナウンサーがスクリーンを見ていて、その内容をアナウンスしていた。スクリーンに転記情報が出ると、そ
れをアナウンスしていた。JMA から NHK にくるまで 5 分。それがスクリーンに出るまで 1 分。つまり 6 分以内に人々はニュースを知ることができ
る。 

 
（ファイバーケーブルによる DMH と MRTVの連結について） 
・ 2014年 5月に DMHの EW の会議にエンジニアとして参加した。DMHは DMHスタジオで録画する。そのテープをピンマナのリレーステーション
に 20～30分かけてバイクで運ぶ。そこでMRTVのスタッフが受け取り、これを「uplinkする」と言っているが、それでMRTV本部まで運んでいた。
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それがプロジェクトにより光ファイバーでのファイル転送が 2～3週間前に始まった。 
・ 光ファイバーのおかげで、DMHから直接に、10分以内に受け取れるようになった。 
 
（本邦研修について） 
・ 本邦研修では日本テレビを訪問した。天気ニュースでは大きな着ぐるみが出てきて、カラーコードが黄色であれば着ぐるみも黄色、曇りならピン

ク、雨なら灰色の色になっていた。しうしたプレゼンテーションが大変気に入った。 
・ 天気ニュースが屋外で取られており、通行者も見ていた。子供も喜ぶようなプログラムがあった。石巻ミュージアムでは、避難キャンプで手書きの

新聞を配ったことが印象に残った。 
・ 研修に出て、どのようによりリスナーの関心をひくか、を考えるようになった。どのようなラジオプログラムが良いか、と思うようになった。 
・ 学んだことは、どうやって子供の注意を惹くか。Before, Approaching, after の 3 段階で、詩を書いた。Before では何を準備するか、食料、トーチ
ライト。During では海岸へ行かないこと、シェルターにいること、After では蛇に気を付けること、後片付けすること、5 分間沸騰させた水を飲むこ
と。そのために 5分の歌を流して、聞き終わった時には飲める状態になっている、という工夫もした。自分はラジオセクションだが、TVプログラムを
作成するとこにアサインされた。アニメーション画像で、1日に 2～3回それが流されている。（→ 見てみたいので、あとで送ってほしい） 

 
（MRTVで生放送の予定は） 
・ 機材はアップグレードできるし、光ファイバーは制限なしで使える。DMH スタジオと MRTV は幾つかの機材を入れないといけないが、ファイバー

のスペックとは関係ない。 
・ それは大きな違いである。例えばブレイキングニュースの時、もし誰もファイルを運んでくれる人がいなければ、我々は放送することができなかっ

た。今は 1人いれば放送できる。 
 

 

日時： 2016年 10月 26日（水）1５:00～15:50 

場所： RRD本部 

先方： Daw Phyu Lai Lai Htun（Director） 

当方： 奥田（記録）、U Aye Than Maung通訳 
 
（これまでの関り） 
・ RRDは 2セクションある。Relief セクションと Trainingセクション。Relief は自然災害からの救済。Trainingは能力強化の研修を実施。 
・ Relief Sectionは Upper Myanmer担当と Lower Myanmer に別れている。Dr.Myint Theinは Lower Myanmer と Ayeyarwaddy Regionのヒン
タダ・タウンシップにある研修センターの担当。自分は Upper Myanmarを担当している。プロジェクトが始まったときは、Dr.Myint Theinは任命さ
れていなかった。 

・ プロジェクトの最初から関わっていた。Ms Ota と連絡を取りながら CBRDM活動の調整を行ってきた。ただ、パイロット村落にいく機会は一度もな

かった。調整といっても、GAD、DMH、RRDの調整でなく、RRDの HQ と Regional、Districtの間の調整である。 
・ プロジェクトチームと協議して、CBDRM マニュアルを作成した。プロジェクトの研修の際には、受講者を知らせて、さらに実施を支援した。また、上

司に研修の報告書を挙げた。 
 
・ プロジェクト活動は大変有用。TOT研修も有用であった。 
 
（活動の持続性、展開） 
・ RRD の DMTC は 2014 年 12 月に開所したばかり。このプロジェクトでは技術移転が行われた。我々は DMTC を持っている。そこでは、基礎防
災コースと CBDRM コースを持っている。次は TOT研修。 

・ DMTC で定期的にやっていけば持続性は確保される。ストーム、津波、自然災害避難訓練などをやっている。実施手法は異なるかもしれないが、
基本的なアイデアは同じ。もし JICAが支援してくれるなら持続性はある。国家予算は限られているが、限られた予算の中で活動を続けていく。 

・ 現在、プロジェクト作成した CBDRM マニュアルと、我々が持っている CBDRM マニュアルを比較しているところ。この後、Regional、District、
Township とレベルに応じて内容を分けていく予定である。現在、丁度研修カリキュラムが終わったところであり、これからプロジェクトの CBRDM
を加えて、今あるカリキュラムを修正していく。今は丁度レビューの時である。今プロジェクトのカリキュラムをレビューしているところ。 

・ このプロジェクトのマニュアルはまだドラフトである。必要であれば、マニュアルに対するコメントを出す。そしてもしマニュアルとして使っていくなら、

持続性については心配しなくて良い。 
・ プロジェクトは Ayeyarwaddy と Rakhine にフォーカスして、便益はパイロットサイトだけである。パイロットサイトについては、SSB の導入や技術
移転など、本当に利益があった。また、DMHは情報を共有するようになった。それは他の地域に広げていくことが出来る。 

 

 

以上 
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